
理 事 長 新田　恭士

１ 工事の概要及び発注担当部（所）

(１) 工事名

(２) 工事箇所

(３) 工事内容

(４) 工事期間

(５) 発注担当部（所）

一 般 競 争 入 札 公 告

  下記のとおり一般競争入札をおこないますので、長野県住宅供給公社の契約に関する要綱第５条の規
定により公告します。

令 和 8 年 6 月 29 日

記

電話 026-227-4322

長野県住宅供給公社 事業部 建築課

上田市緑が丘

120日

長 野 県 住 宅 供 給 公 社

令和８年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

①ユニットバスの設置
②ガス給湯器による3箇所給湯化

③手すり設置
④非常ブザー付きインターホン設置

⑤便所コンセントの設置
⑥その他附帯工事

※公社では、多様な働き方を推進しています。詳細については、
　現場説明書「多様な働き方」をご覧ください。
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２ 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(１) 参加資格要件

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

３ 競争参加資格等の確認手続き

(１)

(２) 申請書等の提出は次のとおりとする。

ア 申請書等

1. 一般競争参加資格等確認申請書（様式１）

2. 施工実績（令和６年度、７年度） (様式２）

元請又は下請、共同企業体の実績として記載した工事の契約書、（共同企業体の

場合は協定書の写しも含む）又は既に契約書を処分したものについては、実績を

有することを証するその他の書類の写しを添付すること。

3. 配置予定技術者の資格・経験（様式３）

4. 建設工事入札参加資格の通知等の写し

※申請時から入札日までの間に資格総合数値が更新された場合は、入札日時点の

　資格総合数値を基準として確認を行うため、資格確認結果通知後であっても入

　札参加資格を取り消す場合がある。

5. 経営事項審査の結果通知書の写し

当該入札に係る契約予定日の１年７ヶ月前の日の直後の営業年度終了の日の「経営

記簿等評価結果通知書」又は「総合評定値通知書」の写しを添付すること。

6. 郵便封筒（確認結果通知返送用）

あて先を記入し、返送用切手を貼付すること。

821点以上

建設業区分要件

本競争入札の参加希望者は、(３)に掲げる期間に一般競争参加資格確認申請書及び資料（以下
「申請書等という。）を期限までに提出し、公社の一般競争参加資格等の確認を受けなければ
ならない。

  次に掲げる要件を満たしている者で、長野県住宅供給公社（以下「公社」という。）の資格の確
認を受けられる者であること。

建築一式工事

その他

なし

業種

営業所の所在地に関
する要件

長野県内に本店を有する者

同種工事の実績又は
専門性の有無に関す
る要件

資格総合数値

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

経営事項審査を受けている者であること。

なし

⑪

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条に基づく営業停止の処分を受けていな
い者であること。

長野県建設工事入札参加資格を有する者であること。

長野県が定めた「建設工事等入札参加資格者に係る参加停止要領」に基づく参加停止の
措置を受けていないこと。
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イ 申請書等は持参又は郵送により受付ける。

ウ 提出部数は、正本１部とする。

(３)

ア 受付日時は、土曜日、日曜日、祝日を除く次の期間とする。

受付期間 から まで

受付時間 午前9時から午後4時まで

イ 受付場所は次による発注担当部（所）とする。

窓口受付 長野県住宅供給公社 事業部 建築課　電話 026-227-4322

長野県住宅供給公社 松本事務所　電話 0263-47-0240

郵送受付（受付期間内必着）

(４) その他

ア 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。

イ

ウ 提出された申請書等は返却しないものとする。

エ 申請に関する問合せ先は、発注担当部（所）とする。

４ 確認結果の通知

(１) 確認結果は、令和8年7月17日付け郵送で申請者に通知する。

(２) 都合により、(１)の通知予定日を変更する場合は、その旨を申請者に連絡する。

５ 一般競争入札参加資格等がないと認められた者に対する理由の説明

(１)

(２) (１)の説明を求める場合には、書面により次のとおり受付けるものとする。

ア 本書面は、４(１)の確認結果通知日の翌日から７日以内に提出するものとする。

イ 受付場所は、発注担当部（所）とする。

ウ 書面は持参又は郵送によるものとする。

(３)

６ 入札及び開札執行の日時及び場所

(１) 入札及び開札の日時及び場所は次のとおりとする。

ア 入札日時

イ 入札場所 上田市材木町1-2-6

上田合同庁舎　南棟２階会議室

(２) 開札は入札終了後、入札会場で行う。

(３) 留意事項

ア

発注担当部（所）は説明を求められた者に対し、入札日の前日までに書面により回答するもの
とする。

申請書等の受付は、次のとおりとする。

令和8年7月13日

14時00分

令和8年7月8日

380-0836
長野市大字南長野南県町 1003-1
長野県住宅供給公社　事業部　建築課

一般競争入札参加資格等があることが確認された旨の通知書（４で通知した書面）の写
しを、入札時に持参すること。

提出された申請書等は、提出者に無断で一般競争入札参加資格等の確認以外の目的に使
用しない。

一般競争入札参加資格等がないと認められた者は、公社に対してその理由の説明を求めること
ができる。

令和8年7月28日

なお、申請書等の記載内容についてのヒヤリングは行わない。
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イ

ウ

エ

７ 設計図書等

(１)

(２)

ア 本書面は４の(１)の確認結果通知日の翌日から７日以内に提出することとする。

イ 受付場所は、発注担当部（所）とする。

ウ 書面は持参又は郵送によるものとする。

(３) (２)の質問に対する回答は、入札参加資格者全員に回答するものとする。

８ 入札の執行

(１) 入札は、本人又は代理人が出席して行うものとする。

(２)

(３) この公告に示す入札日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

(４)

(５) 一度提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

(６)

(７)

(８)

９ 低入札価格調査制度の適用

本工事は労務費ダンピング調査の対象工事とする。工事費内訳書に記載した直接工事費
が一定水準を下回った場合、開札後速やかにその理由の確認を行う。
　ア 理由の確認方法：書面又は対面によるヒアリング
　イ その他：書面の様式やヒアリング日時等については別途連絡する。書面の提出を
     行わない場合や、ヒアリングに応じない場合など、理由を回答しない場合には、
     入札に関する条件に違反したとして無効とする場合がある。

工事費内訳書（表紙（代表者印を押印したもの）及び本工事費内訳書、工事明細表に単
価、金額を記載）１部を入札時に提出すること。なお、工事費内訳書には、令和７年12
月12日付けの「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に基づ
き、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共済
契約に係る掛金を記載するものとする。

設計図書等に対する質問がある場合には、質問書（様式４）により次のとおり受付けるものと
する。

入札回数は、２回を限度とする。なお、第２回の入札で落札者がいない場合は、第２回の入札
における最低入札金額の者と随意契約とするものとし、この場合の見積回数は２回を限度とす
る。

入札日において、本公告に示した入札に参加するものに必要な資格を満たしている者以外の者
の入札は認めない。

入札に参加する資格があると確認された者は、入札執行の完了に至るまでは、(７)のくじ引き
の場合を除きいつでも、入札を辞退することができる。

設計書（金抜き）・設計図面・各種計算書、共通仕様書・特記仕様書、現場説明書・条件明示
書等（以下「設計図書等」という。）は本公告に併せて受付終了日まで掲示する。

入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、入札に際して委任状を提出する
こと。

落札とすべき同額の入札をした者が２人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引か
せ、落札者を決定する。この場合、当該入札者はくじを辞退することはできない。

落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額
を加算した金額（単価をもって入札する場合を除き当該金額に１円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた金額）で落札決定とするので、課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、「契約希望金額」とは、消費税額等又は仕入れに係る消費税額等相当額を含む金額をい
う。（以下同じ。)

  本入札においては、一般競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要領による調査基準価格等
を設定している。

（低入札価格調査対象者となった場合、あらかじめ辞退する意向のある者は、調査事前辞退届（同
要領 様式７）を入札時に提出すること。）
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10 落札決定方法

11 入札保証金

入札保証金を必要とする。

（1）

（2）

（3）

2

3

4

5

（1）

（2）

6

12 契約書（案）及び入札心得並びに各要領の閲覧

13 契約の時期

現金による納付する場合は、公社が発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定
代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提出すること。

入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保
証金還付請求書を提出するものとし、公社は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは
その日から14日以内に入札保証金を還付する。

入札保証金等の納付は次のとおりとする。

  公社は、契約書（案）及び別に定める「競争入札心得」（以下「入札心得」という。）並びに
「一般競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要領」、「長野県住宅供給公社の公営住宅等管
理業務に係る公共工事の前金払に関する取扱要領」を公社ホームページに掲示する。

  本件契約については、１０により落札者が決定した日の翌日から起算して７日以内（休日を含
む。ただし、７日目が休日の場合は休日明けまで。）に契約しなければならない。

入札参加者が過去2年間に、国、都道府県又は市町村、公社公団と、種類及び規模をほぼ
同じくする契約を2回以上誠実に履行した、実績を有する者で、かつ、その者が契約を締
結しないこととなるおそれがないと公社が認めたとき。

入札参加者が保険会社との間に、公社を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保
証保険契約書を、公社に提出して確認を得たとき。

入札保証金の全部又は一部の納付を免除された落札者が契約を締結しないときは、納付させな
いこととした金額（落札決定額の100分の５（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数金額を切上げた額））に相当する金額を徴収する。

入札保証金には、利子を付さないものとする。

前２号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがないと公社が認めたとき。

 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、公社が、予
定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当
該工事の履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取
引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定
価格の制限の範囲内の価格以下をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
を落札者とするものとする。

　入札参加者は、入札執行前に見積もった総額（消費税及び地方消費税を含む金額）の100分の5
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額）の入札保証金を納付しな
ければならない。
　なお、国債、地方債その他の公社が確実と認める担保の提供をもって、入札保証金の納付に代え
ることができる。
　ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納めないことができる。

開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還
付する。ただし、落札者が納付した入札保証金等は、契約の締結後に還付し、又は契約保証金
の納付に振り替えることができるものとする。

入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書を提出
すること。なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付すること。ま
た、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付すること。
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14 支払条件等

  支払い条件は次によるものとする。

(１)

(２)

ア 50万円以上500万円未満　　  　１回

イ 500万円以上1,000万円未満 　  ２回

ウ 1,000万円以上3,000万円未満   ３回

エ 3,000万円以上5,000万円未満　 ４回

オ 5,000万円以上1億円未満　　　 ５回

カ

15 契約保証金の納付

16 火災保険等付保の要否

(１)

(２)

(３)

17 入札書の無効

  次に掲げる入札書は、無効とする。

(１) 公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札した入札書

(２) 虚偽の申請を行った者の入札した入札書

(３)

(４) 入札保証金の納付義務を履行していない者の入札した入札書

(５) 同一人がした２通以上の入札書

(６) 入札参加者が協定して入札した入札書

(７) 金額を訂正し、訂正印のない入札書

(８)

(９)

(10) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(11)

(12)

部分払いを請求することができる回数は、次のとおりとする。

上記(１)から(11)に掲げるもののほか、現場説明（現場説明書）及び入札心得において示した
入札条件に違反して入札した入札書

工事費内訳書の提出を求めた工事において、工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書、
又は未記入などの不備がある工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに公社に
提示しなければならない。

請負代金額が500万円以上の建設工事については、請負代金額の４割の範囲で前払い金を請求
することができる。

入札参加本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印のない又
は判然としない入札書

工事目的物及び工事材料等を(１)の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨
を公社に通知しなければならない。

代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名（個人の場合は、本人（委任
者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としな
い入札書

参加資格があると確認された者であって、確認後、参加又は指名停止の措置を受け、入札時点
において参加又は指名停止中である者等入札時点において、２（１）の要件を欠いた者の入札
した入札書

1億円以上　契約金額から5,000万円を減じた額を5,000万円で除して得た数の整数部分に
５を加えた回数

落札者は工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。）等を火災保険等、建設工事保険その他
保険（これに準ずるものを含む。）に付さなければならない。

  落札者は、契約と同時に建設工事請負契約書（案）第４条の規定による保証を付さなければなら
ない。ただし、当初の契約金額が、100万円未満の工事については、入札心得第13(A)第2項第1号の
規定により契約保証金の納付を免除する。また、当初の契約金額が500万円未満の工事において、
入札心得第13(A)第2項第2号の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
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18 その他

(１) 入札参加者は、入札心得を遵守しなければならない。

(２) 入札参加者は、契約書（案）を十分了知すること。

(３)

(４)

(５) 本手続きにおいて使用する通貨は日本国通貨に限る。

(６) その他詳細については、発注担当部（所）に照会のこと。

本公告に係る「申請書」「資料」「工事費内訳書」「入札書」等は、日本語で記載しなければ
ならない。

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等関
係法令等に違反する行為を行ってはならない。
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様式１

　理 事 長 　新田　恭士 　様

申 請 者

㊞

㊞

記

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

 公　  告　  日 令和8年6月29日

 工事名 令和８年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

一 般 競 争 参 加 資 格 等 確 認 申 請 書

令和     年     月     日

 　 下記により公告のあった工事に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、一般競争参加資格等確認資料を添えて申請します。

  なお、地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること、及び本申請に係る記載が真実と相違ないことを誓約します。

(権限を有する営業所長等が提出
する場合は当該所長の氏名)

長野県住宅 供給 公社

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名
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様式２

 会社名：

①「種類をほぼ同じくする」とは、入札公告による参加資格要件の業種又は、営業品目区分とする。

②「規模をほぼ同じくする」とは、契約額の概ね７０％を下限に公社が認めた額として判断したもの。

※  共同企業体の契約額については、構成比率による額を基準とする。

施工実績（令和６年度、７年度）

32　項目　　　　　　　ＮＯ 1

工
事
名
称
等

工事名

発注機関

施工場所

　入札保証金納付の免除を希望する者は、過去２年間に、国、都道府県又は市町村、公社公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上

  誠実に履行した実績を有する者で、その実績について２件以上記載すること。

契約金額

工事期間

共同企業体(JV)の場合：構成比率　　　　% 共同企業体(JV)の場合：構成比率　　　　%

元請（単独）・下請 ・共同企業体(JV)

共同企業体(JV)の場合：構成比率　　　　%

元請（単独）・下請 ・共同企業体(JV)元請（単独）・下請 ・共同企業体(JV)受注形態等

　　該当するものに〇

備　　考
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様式３

 会社名：

配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 ・ 経 験

項目・氏名

工

事

等

の

経

験

発注機関

工事期間

従事役職

法令による免許

発注機関

施工場所

契約金額

発注機関

施工場所

工事名

工事名

契約金額

最終学歴

工事名

従事役職

工事期間

施工場所

契約金額

工事期間

従事役職
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様式４

 質問内容

 回    答

担当者所属・氏名

商号又は名称

質    問    書

提出日：令和     年     月     日

 発注部（所）

 公告日

長野県住宅供給公社 事業部 建築課

令和8年6月29日

令和８年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

電話・ＦＡＸ

 工事名

住　　　　所

 工事箇所

 質問書提出者

上田市緑が丘
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NO SCALE

NO SCALE

NO SCALE

NO SCALE

A1:1/800 ・ A3:1/1600

NO SCALE

縮尺

特記仕様書（1）

特記仕様書（2）

特記仕様書（3）

特記仕様書（4）

建築工事

図面NO 図面NO

電気設備工事

Ａ－０１

Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

Ａ－０６

Ａ－０７

Ｅ－０１

Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

NO SCALE

A1:1/50 ・ A3:1/100

図面名称 図面名称 縮尺

機械設備工事

図面NO

Ｍ－０２

Ｍ－０３

Ｍ－０１ NO SCALE

NO SCALE

図面名称 縮尺

凡例・機器表・衛生器具表

案内図・配置図

解体工事特記仕様書

A1:1/10 1/30 1/50
A3:1/20 1/60 1/100

Ａ－０８

電気設備工事　特記仕様書（1）

電気設備工事　特記仕様書（2）

電気設備工事　特記仕様書（3）

NO SCALE

NO SCALE

平面図（162タイプ）

平面図（162タイプ）

（162タイプ）衛生・換気設備　平面図 A1:1/30 1/50 ・ A3:1/60 1/100

機械設備工事 特記仕様書

図面番号工事名称

図面名称 縮 尺 日 付

〒380-0836

長野市大字南長野南県町1003-1
TEL 026-227-4322  FAX 227-4190

部 長 課　長 調整幹 担　当課長代理 係　員 

図面リスト
A-00

長 野 県 建 設 部

関建築とまち研究室

2026/06

ユニットバス詳細図（参考） A1:1/20 ・ A3:1/40

令和８年度県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

令和８年度　県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事



水平方向の位置ずれ精度　　※D/4(Dは杭径）かつ100mm以内　　・　

ホルムアルデヒド放散量　規制対象外　の場合の該当する建築材料

４）特記事項の「機材の品質・性能基準」は、公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（公共住宅

JIS K 5553 厚膜形ジンクリッチペイント１回塗り

 平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工法による足場の

８
　
　
コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
型
セ
メ
ン
ト
板
工
事

１．補強コンク

リート

ブロック造

(8.2.2)

ブロックの種類

※　空洞ブロック　１６　　　　・　　

２. コンクリート

の調合

(8.2.4)

Ｆc　　※２１N/mm2　　　　・　

３．コンクリート

ブロック帳壁

及び塀

(8.3.2)(表8.3.1)

ブロックの種類

・空洞ブロック１６（間仕切り壁、地下二重壁、外壁、塀）

・空洞ブロック０８（衛星配管用裏積みブロック）

４．ＡＬＣパネル

(8.4.2)(8.4.3～5)

・１　・２

・0.5

・１

・１

耐火性能

（時間）
施工箇所

・Ｃ種　・Ｄ種

・Ｂ種

・Ａ種

取付工法種別

・Ｅ種

・Ｆ種

・Ｆ種

・100

・ 

・100

・ 

・100

・150

・100

・150

厚さ

・1180

・1960

・980

・2350

・3530

単位荷重

（N/㎡)
工法

・外壁

パネル工法

・間仕切壁

パネル工法

・屋根

パネル工法

・床

パネル工法

目地幅　　　・　

５．押出成形

セメント板

(8.5.2～4)

(表8.5.1)

(表8.5.2)

工法

・外壁

パネル工法

・間仕切壁

パネル工法

・フラットパネル

・デザインパネル

・タイルベースパネル

・フラットパネル

・デザインパネル

・タイルベースパネル

表面形状

・５０

・６０

・５０

・６０

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｂ種

・Ｃ種

厚さ
取付工法

種別
施工箇所 耐火性能

建築基準法

施行令第107条

の規定に基づ

く技術基準

パネル相互の目地幅

長辺　　※　８mm以上　　　・　

短辺　　※１５mm以上　　　・　

出隅及び入隅のパネル接合目地幅　　　※１５mm　　・　

パネル開口
分類

パネルの開口

パネルの切り欠き

長辺

短辺

長辺

短辺

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

・　　　　　　・図示

開口の大きさ パネル残り部分の幅

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・　　

・２４

・２１

６
　
　
　
コ
　
ン
　
ク
　
リ
　ー

　
ト
　
工
　
事

軽量コンクリート

Ｆｃ(Ｎ/mm２) 施工箇所

３．スランプ

(6.2.4)(表6.2.2)

４．セメントの

種類 (6.3.1)

※普通ポルトランドセメント　　※混合セメントのＡ種

目地寸法　　幅　　　mm　×　深さ　　　mm

(6.6.3)

リートの仕上り

(6.2.5)(表6.2.4)

施工箇所種別

(6.8.3) せき板の種類 板厚(mm) 施工箇所

※１２　　・　

※１２　　・　

デッキプレート

・合板（表面加工）

・合板（Ｂ－Ｃ）

・床型枠用鋼製

・金属製パネル

・Ｂ種

施工箇所種別

１．鉄骨の

Ⅰ　　工　事　概　要

１．工  事  名  称

２．工  事  場  所

４．用 途 地 域 等

５．構 造 規 模 等

６．別　途　工　事

７．そ　の　他

主 要 用 途

敷 地 面 積

建 築 面 積

延 べ 面 積

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

２．特記仕様

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。ただし、・印の付かない場合は、※印の付いたもの

を適用する。・印と※印の付いた場合は、ともに適用する。

事業者等連絡協議会）」を示す。

３）項目又は特記事項に記載の（　）内の表示番号は、「公住仕 建築編」の該当項目を示す。

章 項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１
　
　
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

１．一般事項 ・工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上，

指示に従うこと。

・工事受注者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び

工事の円滑な進捗をはかること。

２．設計図書等の

取り扱い

(1.1.6)(1.1.1)

・本工事は工事請負契約約款に基き、施工する。

３．概成工期 工事工期より　　　　　　　　　　　日前

(1.2.1)

４．設計G.L.  ※図示 ・現状平均地盤高

５．工事実績情報 ※適用する（請負精算額が500万円以上の場合）

受注時、変更時及び工事完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、(CORINS)の

登録 (1.1.4) 契約締結後及び工事完成後の10日以内に登録手続きを行い、工事カルテ

の受領書を、監督職員に提出すること。

９．火災保険等  工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

　 保険の種類　　※火災保険　　※建設工事保険

発生材の処理

・引渡しを要するもの（

・特別管理産業廃棄物（

受入れ施設名・所在地(km)

）

）

種　　類 受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

・現場において再利用を図るもの（

・その他の廃棄物（安定型)(

受入れ施設名・所在地(km)

・その他の廃棄物（管理型)(

受入れ施設名・所在地(km)

）

）

）

13．建築材料等

(1.4.2)

材料の品質等

　　本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能を有するものとする。

特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又は，これらと同等の

ものとする。ただし，同等のものとする場合は，監督職員の承諾を受ける。

(1.4.1) 環境への配慮

　　本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては，ホルムアルデヒド及び

揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

ホルムアルデヒド

使用する材料のホルムアルデヒド放散量は、次のとおりとする。

１．ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

２．建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

３．次の表示のあるＪＡＳ適合品

　測定結果等報告書の提出

　　次の事項を記載した報告書を（　　部）提出する。

　　１．測定結果

　　２．試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内），天候，風の状況，

　　　日射進入状況，測定年月日・時間，窓の開閉状況，機械換気量，工事

　　　完成時から測定日までの日数）

　　３．試料採取方法，測定方法，使用した測定機器

19．完成図等

(1.7.2) CADデータ（　　　部）保存形式及び保存媒体は監督職員の指示による。

20．完成写真 ・作成する　　　　・作成しない

※カラー

分類

・Ｌ程度

・２Ｌ程度

・六切り程度

サイズ 撮影箇所数 部数 提出様式

・  部

※１部

・工事用アルバムA4版

・フリーアルバム

21．保全に関する

資料 (1.7.3)

次の事項を記載した保全に関する資料を（　※２部　　・　部　）提出する。

１．建築物等の利用に関する説明書

２．機器取り扱い説明書

３．機器性能試験成績書

４．官公署届出書類

５．主要な材料、機器一覧表

２
　
　
　
仮
　
設
　
工
　
事

１. 仮囲い ・設ける

・成形鋼板　（　・H＝3.0m　　・ H＝　　　　）

・設けない

２．ゲート ・パネルゲート　（　・H＝　　　m、W＝　　　m）

・シートゲート　（　・H＝　　　m、W＝　　　m）

３. 交通誘導員

・設ける　　　　・設けない

・規模（ ・ 20㎡程度　 ・ 40㎡程度　 ・ 60㎡程度　 ・ 　　㎡程度）

・備品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５. 工事表示板 ・設置する ・設置しない

６. 工事用水

７. 工事用電力

８. 工事用通路

９．足場等

(2.2.4)

10．その他の仮設 ・

　足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省

組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場に関する基準」によること。

３
　
　
　
土
　
工
　
事

１．埋戻し及び

　　盛土の種別

(3.2.3)(表3.2.1)

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

　　　　　Ｃ種の場合    建設発生土受入数量　　　　　　㎡

発生場所

２．建設発生土の

　　処理 (3.2.5)

４．地中障害物 工事上支障となる埋設物が発生した場合は、埋設物名、場所、寸法等を記入した資料

に写真を添えて提出すること。

４
　
　
　
地
　
業
　
工
　
事

１．杭の載荷試験

(4.2.3)

・行う（位置は図示による）　　　・行わない

３．既製コンク

　　リート杭・　

　　鋼杭地業

（4節、5節）

杭の種類

・既製コンクリート杭　

・鋼杭　（ ・鋼管ぐい　　・ H形鋼ぐい）

試験杭の位置　　　・図示による

継手　　　・アーク手溶接　　・無溶接継手

先端部形状　・閉塞平坦型　　・開放型

杭の工法

・打込み工法

４. 場所打ちコン

クリート杭地業

(4.2.4)

２. 地盤の載荷試験

(4.5.3)(表4.5.1)

コンクリートの種別　　　　・Ａ種　　　・Ｂ種

コンクリートの設計基準強度　（　　　　　N/㎜2）

コンクリートの構造体強度補正値　　※３N/mm2　　・　

セメントの種類　　　※高炉セメントB種　　　　・ 

試験杭の位置　　　　・図示による

杭の工法

安定液　　　・使用する　　　・使用しない

・アースドリル工法

・リバース工法

・オールケーシング工法

孔内の水張り　　　　・行う　　・行わない

孔壁の超音波測定　　・行う　　・行わない

５．砂利地業

(4.6.2～3)

・再生クラッシャラン　　　・切込み砂利及び切込み砕石

７. 床下防湿層

(4.6.5)

５
　
　
　
鉄
　
筋
　
工
　
事

１．鉄筋の種別

(5.2.1)(表5.2.1) 鉄筋コンクリート用棒鋼

建築基準法３７条認定

・ＳＤ２９５Ａ

・ＳＤ３４５

・ＳＤ３９０

・高強度せん断補強筋

・Ｄ10～Ｄ16

・Ｄ19～Ｄ25

・Ｄ29以上

規格名称 種類の記号

２．溶接金網

(5.2.2)

JIS G 3551のJIS表示認証製品

形状 施工箇所

線径　　　㎜　×　網目　　　㎜

３．鉄筋の継手

(5.3.4) ・重ね継手

・ガス圧接

・機械式継手

・溶接継手

Ｄ１６以下

Ｄ１９以上 はり　柱の主筋

先組工法等の継手位置　　・同一箇所　　・400mm以上離す

接合方法 径(㎜) 施工箇所

４. 軽量コンクリ

リートかぶり

厚さ (5.3.5)

施工箇所

・10mm　　・　　

５．耐久上不利な

箇所の鉄筋の

かぶり厚さ

(5.3.5)

施工箇所

外気に接する打放し仕上げ ・10mm　　・　　

表5.3.6の値に加える寸法(㎜)

表5.3.6の値に加える寸法(㎜)

７
　
　
　
鉄
　
骨
　
工
　
事

製作工場

(7.1.3)

指定性能評価機関の性能評価を受け、国土交通大臣の認定を受けた工場

指定工場　　・Ｓ　　　・Ｈ　　　・Ｍ　　　・Ｒ　　　・Ｊ

２．施工管理

技術者

(7.1.3)

・適用する　　　・適用しない

３．鋼材の種別

(7.2.1)(表7.2.1)

規格番号

JIS G 3101

JIS G 3106

JIS G 3114

JIS G 3136

JIS G 3138

JIS G 3350

JIS G 3353

JIS G 3444

JIS G 3466

JIS G 3475

種類の記号

・SS400　　・SS490　　・SS540

・SM400A B C　・SM490A B C　・　　

・SMA400AW AP BW BP CW CP　　・   

・SN400A B C　　・SN490B C

・SNR400A B　　・SNR490B

・SSC400

・SWH400

・STK400　　・STK490

・STKR400　　・STKR490

・STKN400W　　・STKN400B　　・STKN490B

建築基準法に基づき指定又は認定

４．高力ボルト

(7.2.2)

・トルシア形高力ボルト　　　

セットの種類　・　２種(S10T)　　・　

・ＪＩＳ形高力ボルト　　　　

・溶融亜鉛めっき高力ボルト　

セットの種類　・　１種(F8T相当)　 ・　

５．溶接部の試験

(7.6.11)

完全溶込溶接部の試験は超音波探傷試験とし、下表による。

AOQL(％)溶接の区分

工場溶接

現場溶接

・2.5　　※4.0

・2.5　　※4.0

※６　　・　

検査水準

６. デッキ

プレート

(7.7.8)

・デッキプレート

・合成スラブ用デッキプレート

・アークスポット溶接　　・隅肉溶接

・焼き抜き栓溶接　・アークスポット溶接

種別 溶接方法

・セメント

コンクリート塊

・アスファルト

コンクリート塊

・建設発生木材

・ 建設汚泥

７．錆止め塗料

の種別

（7.8.3)(7.8.4)

※　公住仕18.3.1表のＡ種　　・　　

８．耐火被覆

(7.9.2)(7.9.4～7) ・ラス張モルタル

・耐火材吹付け

・耐火板張り

・耐火材巻付け

・乾式吹付けロックウール

・半乾式吹付けロックウール

・湿式ロックウール

種別 材料及び工法製造所

公住仕15章2節

備考

建築基準法に基づき定め

られたもの又は認定を

受けたもの

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

施工箇所種別

ボルトの保持

９．アンカー

及び埋込み工法

(7.2.4)(7.10.3)

(表7.10.1)

※Ａ種

10．柱底均しモル

タル

(7.2.9)(7.10.3)

(表7.10.2) 厚さ　　・　　　cm

11．摩擦面の処理

(7.12.4)

・　ブラスト処理　　・ブラスト処理以外（　　　　　　　　）

径(㎜)

防火地域等（・　防火　　・　準防火　　・　指定なし　　・　２２条　）

都市計画区域（・内（・市街化区域　・市街化調整区域　・区域区分非設定）・外）　

共同住宅

２

ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ．接着剤等不使用

ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

(1.4.5) 試験機関

・公的試験所

・ＪＩＳマーク表示認証を取得した製品を製造する工場

・ＩＳＯ９０００ｓに基づく品質システムの審査登録を受けた試験所

・その他の試験所（・製造者の自社試験所　　・　　　　　　　　　　　　）

14．特別な材料の

    工法

 「公住仕　建築編」に記載されていない特別な材料の使用は監督職員と協議し、

その工法は、当該製品の指定工法とする。

15．建築基準法に

よる風圧力等

の指定

(8.4.3)(8.5.3)(9.4.4)(10.5.3)(13.2.3)(13.3.3)(13.4.3)(14.7.3)(16.11.2)

(16.12.2)(16.13.2)(16.14.5)(23.5.4)

適用工事 建築基準法の指定

多雪地域の指定　・有　　・無

地表面粗度区分　・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

風速(ＶO) 　　　※30　 ・

16．技　能　士

(1.5.2)

※下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一等級技能士を配置する。

・下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

・下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一等級技能士を配置

する。

　工　事　種　目  技能検定職種（技能検定作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て

・とび（とび作業）

・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・型枠施工（型枠工事作業）

・コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

・とび（とび作業）

・鉄工（構造物鉄工作業）

・ブロック施工（コンクリートブロック工事作業）

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）

・防水施工（・アスファルト防水工事作業

            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業

            ・セメント系防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・石材施工（石張り作業）

・タイル張り（タイル張り作業）

・建築大工（大工工事作業）

・建築板金（内外装板金作業）

・かわらぶき（かわらぶき作業）

・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

・建築板金（内外装板金作業）

・左官（左官作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・ガラス施工（ガラス工事作業）

・自動ドア施工（自動ドア施工作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・ガラス施工（ガラス工事作業）

・塗装（建築塗装作業）

・表装（壁装作業）

                ・ボード仕上工事作業          ）

                ・木質系床仕上作業

                ・カーペット系床仕上作業

・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業

・配管（建築配管作業）

・路面表示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業

                ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ作業     ）

・造園（造園工事作業）

17．施工の立会い等

(1.5.7)

「公住仕　建築編」に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については

監督職員の確認を受ける。

１．工事工程表

２．工事仮設計画書及び施工計画書

本工事の仮設・施工方法等に関する計画は、設計図書に特別定めない限り

受注者の責任において定めるものとする。

３．製作工程表

施工図、原寸図、部品製作図等は製作前に作図期間、チェックバック期間、

承認日を記載した製作工程表を作成する。

４．施工図、原寸図

施工上必要な施工図、原寸図、部品製作図等は停滞なく作成する。

５．総合図

(1).工事の着手に先立ち、平面詳細図、総合プロット図（外構プロット図共）

天井伏図を作成する。

(2).総合図は、建築、設備等本工事及び、別途発注工事の情報をすべて盛り

込みこれらの調整を行う。

(3).総合図は、必要に応じて展開図、詳細図等で補足する。

18．化学物質の

濃度測定

(1.5.9)

・ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

　採取方法　　　　・吸引方式　　　・拡散方式（拡散方式では８時間採取する）

・長尺金属板葺

・粘土瓦葺

・ガラスブロック

・オーバーヘッドドア　　・屋上緑化

・重量シャッター　　・軽量シャッター

・押出成形セメント板外壁パネル

・石材乾式工法

・合成高分子系シート防水（機械固定）

・ＡＬＣ外壁パネル

・アルミニウム笠木

・折板葺

以下の該当工事

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

ＡＬＣパネル

防水工事

石工事

タイル工事

木工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事

内装工事

排水工事

舗装工事

植栽工事

工事の施工完了後、引渡しをするまでの間に、下表の揮発性有機化合物の室内濃度

を測定し、指針数値以下である事を確認し、報告する。

測定物質、測定方法

種類 指針値

ホルムア

ルデヒド

100μg／m3

(0.08PPM)以下

・その他（　　　　　）

で採取し、高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法によって行う

・ｼﾞﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾄﾞﾗｼﾞﾝ誘導固相吸着／溶媒抽出法

トルエン

エチル

ベンゼン

キシレン

スチレン

(0.07PPM)以下

260μg／m3

870μg／m3

(0.20PPM)以下

3800μg／m3

(0.88PPM)以下

220μg／m3

(0.05PPM)以下

―μg／m3

(―PPM)以下

・次のうちいずれかの測定方法とする。

固相吸着／溶媒抽出法で採取し、ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ

質量分析法によって行う。

によって行う。

容器採取法で採取し、ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ－質量分析法

・その他（　　　　　）

１

２

１

４. 監督職員

事務所

・配置する（　　日 　×　　人　＝　　　人日）　　・　配置しない

・指定しない　　・指定する（図示）

構内既存の施設　・利用できる（・有償　・無償）　　・利用できない

構内既存の施設　・利用できる（・有償　・無償）　　・利用できない

4.5 6.3

6 50 開口部補強

柱，梁，スラブ，壁　　　　　※１８cm

基礎，基礎梁，土間スラブ　　※１５cm　　※１８cm　　・　　

20 20

ＰＳ/ＧＭＢ、ＨＳ/ＭＢの壁・天井

ＰＳ/ＧＭＢ、ＨＳ/ＭＢの壁・天井

置き屋根柱脚部、置き屋根梁のコンクリート取合部

置き屋根柱脚部、置き屋根梁のコンクリート取合部

5

セットの種類　・　２種(F10T)　　・　

ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用

ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用

・

　　　　　㎡

　　　　　㎡

　　　　　㎡

（最新版）」による。

（最新版）」（以下、「公住仕 建築編」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、原則として、「公共住宅建設工事共通仕様書 建築編

５）製造所名の株式会社等の記載は省略する。また（　　）内は製品名を示す。

ものは、監督職員の指示に従い請負金額の範囲内において施工するものとする。

・設計図書に明示がない事項でも、外観上、構造上、設備上、当然必要と認められる

・本工事の設計図書に関する疑義は工事契約前に質疑応答書により確認するものとする。

・本工事施工中に生じた疑義は、工事前に質疑応答書に準ずる記録書として作成する。

疑義

・設計図書相互に相違がある場合の優先順位は下記による。

１．質問回答書

２．現場説明書

３．特記仕様書

４．図面

５．公住仕　建築編（最新版）

６．公共住宅標準詳細設計図集（最新版）国土交通省住宅局住宅建設課監修

７．建築工事標準詳細図（最新版）国土交通大臣官房官庁営繕部監修

　　鉄骨設計標準図（最新版）国土交通大臣官房官庁営繕部監修

８．公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（最新版）

10．建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版）国土交通大臣官房官庁営繕部監修

11．JISその他公共規格及びこれに準ずる規格

・適用しない

建設業法に基づく施工管理体制台帳を作成した場合は、施工管理体制に関する以下の

事項について監督職員に提出する。

１．建設業法施工規則第14の2第1項に掲げる事項

２．安全衛生責任者名、安全衛生推進者名及び雇用管理責任者

 　　　　　監督職員の承諾を受ける。

６．施工管理体制

に関する書類

の提出

７．設備工事との

　　取合い  施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して

 施工範囲　　各工事の区分表による。

　※図示した鉄筋コンクリート部の補強を要する貫通孔、開口部の型枠及び

　　それらの補強（ただし墨出しは除く）

　　図示した軽量鉄骨天井下地、壁ボード類の下地の補強を要する箇所の切込み

　　及びそれらの補強（ただし墨だしは除く）

　※自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及びそれらの補強

技術者 (1.3.3)

８．電気保安 ・適用する　　　・適用しない

　※駆動装置が電動による建具類の２次配線及びそれらの操作スイッチ

材料承認の際には、安全データーシート等を監督員に提出する。

11．発生材の

処理等

(1.3.11)

※場外搬出適正処理

10．住宅瑕疵担保

　　責任

 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け

　・あり（新築住宅の場合）　　・なし（新築住宅以外の場合）

※再生資源化を図るもの（・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　・ｺﾝﾝｸﾘｰﾄ塊　・発生木材）

上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

・非飛散性アスベスト建材の処分については監督員の指示による。

別に指示する「事故報告書」を監督職員に提出する。

工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するとともに、

(1.3.9)

安全確保

12．災害時の

・測定箇所 ４住戸（　棟　住戸につき　室測定）

・　　箇所    枚

(3.3.3)

(3.3.1)

３．山　留　め

・存置する　　　・存置しない

・設置する　　　・設置しない

・構内指示の場所にたい積

・構内指示の場所に敷き均し（・建物周囲４ｍ以内　　・工事中に使用した敷地全体）

所在地（　　　km）

構外指示の受入れ　施設名（　　　　　　　）

・構外指示の場所に搬出※構外に搬出

※発生土の内　外構工事に必要分を利用する。その他は構外搬出適正処理

・特定埋込杭工法

・セメントミルク工法 

・埋込み杭工法（拡大根固め工法　杭周固定液有り）

杭頭の処理 ・切断しない　　・切断する

傾斜　※1/100以内　　・　　

・深礎工法　　　・評価認定を受けた工法

水平方向の位置ずれ精度　　※100mm以内、　　傾斜　※1/200以内　

　（基礎下）（土間下）厚さ　・６０mm　・150mm　・図示、（工作物下）厚さ　・図示

(4.6.4)

６. 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

　県内産資材を優先使用するよう努めるとともに、本工事に県外産資材を使用する

　場合は県内産資材を使用しない理由などを別紙「県外産資材使用報告書」に記入し、

　監督員に提出すること。

18コンクリートの設計基準強度　（Fc　　N/㎜2）、厚さ　※５０mm（基礎下）・　　　mm

・設ける 地中梁がある場合は、250㎜ のみ込み　厚さ　　　mm0.15 （土間ｺﾝ下及びﾋﾟｯﾄ底版下）

８．土間ｽﾗﾌﾞ(土間

ｺﾝ）、下断熱材

Ａ種ポリスチレンフォーム３種b 　厚さ（・25mm　・　mm）

・設けない・設けない

・設ける

・設けない

30

９. 地盤改良 工法　　セメント系固化材と改良対象土の攪拌混合による固結工法

改良体　設計基準強度　Ｆｃ＝900Ｎ／㎡　

固化材　　セメント系固化材は、発塵仰制型とし監督員の承諾を受ける

試験施工　本工事に先立ち試験施工を行う

　　一軸圧縮試験　１試験毎３供試体　　地盤改良層毎２試験　

　　六価ｸﾛﾑ溶出試験　本工事の前後に次の試験を行う、　　環境庁告示４６号溶出試験

・行う（位置は図示による）　　　・行わない

　根切り底にて１ヶ所最大荷重90KN　支持層は玉石まじり砂礫層

・設計地耐力　Fe=30KN/㎡

試験方法　　・超音波探傷試験　　　・引張り試験

ケミカルアンカーD13用　継手長さ40d

引き抜き試験を　・行う（試験方法は公共建築改修工事標準仕様書による）

　　　　　　　　・行わない

６．圧接完了後の

抜取試験

(5.4.9)

７　あと施工ｱﾝｶｰ

５．骨材の種類

(6.3.1)

アルカリシリカ反応性区分　　※Ａ　　・Ｂ

６. 混和材料
(6.3.1)

・　　

・２４

・２１

普通コンクリート

Ｆｃ(Ｎ/mm２) 施工箇所

１８ 捨てコン、土間コン、ラップルコン

ＲＣ躯体、工作物基礎、工作物躯体

(6.2.2)

の強度

２．コンクリート

・建築基準法第37条第二号に規定する大臣認定コンクリート

１．一般事項

レディーミクスコンクリート(6.2.1)(表6.2.1)　種　別　※Ⅰ類　・Ⅱ類

県内産資材を優先使用するよう努めるとともに、本工事に県外産資材を使用する場合は

県内産資材を使用しない理由などを別紙「県外産資材使用報告書」に記入し、

監督員に提出すること。

単位水量　※185kg/ｍ3以下　・　

水セメント比　※６０％以下　・５５％以下　・５０％以下　

空気量　　　　※４．５　

構造体強度補正値(Ｓ)　※地元気象台の最近10年間の平均気温を、コンクリート

　　　　　　　　　　　　打設後28日目までの予想平均気温とする。

混和剤　・ＡＥ剤　　・ＡＥ減水剤　　・高性能ＡＥ減水剤

混和材　・フライアッシュ（・Ⅰ種　　・Ⅱ種　　・Ⅳ種）

　　　　・高炉スラグ微粉末、　・シリカフューム、　　・膨張材

７.コンクリート 

　　の品質

気乾単位容積質量　※２.３ｔ/ｍ3

８. 調合一般

９. 打継ぎ目地

10．構造体コンク

11．型枠

ＭＣＲ工法用シート　　　　・　適用する　　　・　適用しない

材種 施工箇所

リート

(6.10.1)

種類 施工箇所 所要気乾単位容積質量（ｔ／ｍ3）

・鋼管

・硬質ポリ塩化ビニル管

・溶融亜鉛めっき鋼板

・つば付き鋼管

・紙チューブ

・１種

・２種

スランプ　　※２１cm　　・　　

リート

(6.11.1)

適用期間　　　・　　　　～　　　

リート

(6.12.2)

構造体強度補正値（S）　　※　６N/mm2　　・　

リート

(6.13.2)

・中庸熱ポルトランドセメント

・低熱ポルトランドセメント

・高炉セメントＢ種

・フライアッシュセメントＢ種

・普通ポルトランドセメント

※ＡＥ減水剤

※高性能ＡＥ減水剤

・　

スランプ(cm)

※１５

・

適用箇所セメントの種類 混和剤

リート

(6.14.1)

Ｆｃ(Ｎ/mm２) スランプ(cm) 適用箇所

※１８N/mm2　　　

・　

※１５

※１８

リート

(6.15.1)(6.15.3)

種別
ベースコンクリート

のスランプ(cm)

流動化コンクリート

のスランプ(cm)
適用箇所

普通コンクリート

・１０

・１２

・１５

・１８

・２１

リート

Ｆｃ(Ｎ/mm２) スランプフロー(cm) 適用箇所

・４５

・６０

・　　

・５０

・６０

・　

地中埋設部

防火区画貫通部

一般部

12月1日 3月20日

ラップルコンクリート

12. スリーブの材種

13．軽量コンク

14．寒中コンク

15. 暑中コンク

16. マスコンク

17．無筋コンク

軽量骨材の最大寸法　※15mm　・　

　粗骨材の最大寸法　※25mm（捨コンクリート、防水押えコンクリートの場合）

18．流動化コンク

19．高強度コンク

出隅部分の面取り材　※面取り材あり　

型枠の存置期間

　スラブ下及び梁下のせき板　※支保工を取り外した後に取り外す

　　　　　　　　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ

20. 床型枠用鋼製 　材質、形状及び寸法　　※監督員の承諾による

　 保険期間　※工事着手から工事目的物の引き渡し(概ね契約工事完了日＋1ヶ月)まで

９．公共建築工事共通仕様書（最新版）国土交通大臣官房官庁営繕部監修

特記仕様書

令和　　　年　　　月　　　日　　～　　令和　　　年　　　月　　　日３．工  　　　　期

その他の地域・地区（

上田市緑が丘１丁目

用途地域（第一種中高層住居専用地域）

壁式鉄筋コンクリート

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　長 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
SPACE CREATION SEKI

日付 名称

図番CHECK DRAW

縮尺図名SPACE CREATION

SEKI長野 県 住宅 供給 公 社
A-

特記仕様書（１）

01

A1:-
A3:-

原図（　　　　部）及びその複写製本（A1版　　　　部　　A3版　　　　部）

完成図書（A4版ファイル　　部（正　　部、副　　部）とする。１

令和８年度 県営住宅（上田)

令和８年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

令和８年度県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

造　　　　　地上　３・４　　階　　　　地下　　　階



既製目地材　・設ける　　（・図示による。　　・　　　　　）、・設けない

下葺材料　　※ＪＩＳ Ａ ６００５によるアスファルトルーフィング９４０

６　シーリング

タイルの種類 工法

11

タ
　
イ
　
ル
　
工
　
事

１．陶磁器質

タイル

(11.2.2)(11.3.2)

(11.4.2)

注文

・

・

・

標準

・

・

・

色役物

なしあり

・

・

・

・

・

・・

・

施釉

・・

・

・

うわ薬

無釉

形状寸法

(mm)
施工箇所

耐凍害性　　　・適用する　　・適用しない

耐滑り性　　　・適用する　　・適用しない

試験張り　　　・行う　　　　・行わない

見本焼き　　　・行う　　　　・行わない

２．タイル下地

コンクリート

(11.2.7)(11.3.7)

あと張り工法の下地コンクリート素地面の処理

・行う（下記のいずれかとする） ・行わない

素地表面処理の工法 施工箇所

・ＭＣＲ工法

・目荒らし工法（高圧水洗処理）

ＭＣＲ工法はせき板面にＭＣＲ工法用シート張りとし（6.8.3(e)）による。

目荒し工法の高圧水洗は（15.2.4(c)）による。

ポリマーセメントモルタルの調合は（15.2.3(d)）による。

３．セメントモル

タルによる

陶磁器質

タイル張り

(表11.2.3)

(11.2.7)

内装タイル

外装タイル

内装タイル以外の

ユニットタイル

・改良積上げ張り

・密着張り

・改良積上げ張り

・改良圧着張り

・マスク張り

・モザイクタイル張り

４．接着剤による

陶磁器質

タイル張り

(11.3.7)

(表11.3.2)

工法タイルの種類

内装タイル

外装タイル

内装タイル以外の

ユニットタイル

・内装壁タイル接着張り

・外装壁タイル接着張り

・外装壁タイル接着張り

施工箇所

施工箇所

５. 陶磁器質タイ

ル型枠先付け

(11.4.2)

(表11.4.1)

せき板の種類　　　※金属製タイル先付け用パネル　　・　

・タイルシート法

・目地桝法

・桟木法

種類 施工箇所

６．伸縮調整目地

及びひび割れ

誘発目地

(11.1.3)

※(表11.1.1)による　　　・図示

７．接着力試験

(11.1.5)

・行う　　　・行わない

９
　
　
　
防
　
水
　
工
　
事

防水

１．アスファルト

(9.2.2)(9.2.3)

(表9.2.3～9)

屋根保護防水工法

・Ａ－１

・Ａ－２

・Ａ－３

・Ｂ－１

・Ｂ－２

・Ｂ－３

・ＡＩ－１

・ＡＩ－２

・ＡＩ－３

・ＢＩ－１

・ＢＩ－２

・ＢＩ－３

種別 施工箇所 種別 施工箇所

押さえ金物　　※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　　

断熱材（屋根保護防水断熱工法の場合）

※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）

※Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温板３種ｂ(スキンあり)　

・　　

平場の保護コンクリート

こて仕上げの場合　　　　※８０mm以上　　・　

床タイル仕上げの場合　　※６０mm以上　　・　

立上り部の保護

・乾式保護材　　・れんが押え　　・コンクリート押え　

・モルタル押え

屋根露出防水工法

種別 施工箇所 種別 施工箇所

・Ｄ－１

・Ｄ－２

・Ｄ－３

・Ｄ－４

・ＤＩ－１

・ＤＩ－２

押さえ金物　　※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　　

脱気装置の種類及び設置数量

※アスファルトルーフィング類製造所の仕様

・　　

断熱材（屋根露出防水断熱工法の場合）

※硬質ウレタンフォーム断熱材２種１号若しくは２号で透湿係数を除く規格に適合

※Ａ種硬質ウレタンフォーム保温板２種１号若しくは２号で透湿係数を除く規格に適合

屋内防水工法

種別 施工箇所種別 施工箇所

・Ｅ－１ ・Ｅ－２

２．改質アスファ

ルトシート防水

(9.3.2)(9.3.3)

(表9.3.1～3)

屋根露出防水工法

・ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法）

・ＡＳ－Ｔ２（トーチ工法）

・ＡＳ－Ｔ３（トーチ工法）

・ＡＳ－Ｔ４（トーチ工法）

・ＡＳ－Ｊ１（常温粘着工法）

・ＡＳＩ－Ｔ１（トーチ工法）

種別 施工箇所

押さえ金物　　※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　　

脱気装置の種類及び設置数量（絶縁工法の場合）

※アスファルトルーフィング類製造所の仕様

・　　

断熱材（断熱工法の場合）

※硬質ウレタンフォーム断熱材２種１号若しくは２号で透湿係数を除く規格に適合

※Ａ種硬質ウレタンフォーム保温板２種１号若しくは２号で透湿係数を除く規格に適合

屋根保護防水工法

種別 施工箇所

・密着工法（トーチ工法）

・密着断熱工法（トーチ工法）

押さえ金物　　※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　　

断熱材

※押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂＡ（スキン層付き）

※Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温板３種ｂ(スキンあり)　

・　　

平場の保護コンクリート

こて仕上げの場合　　　　※８０mm以上　　・　

床タイル仕上げの場合　　※６０mm以上　　・　

立上り部の保護

※仕上塗料塗り　　・乾式保護材　　・れんが押え

・コンクリート押え　　・モルタル押え　

３．合成高分子系

ルーフィング

シート防水

(9.4.2)(9.4.3)

(表9.4.1)

接着工法 機械的固定工法

・Ｓ－Ｆ１

・Ｓ－Ｆ２

・Ｓ－Ｍ１

・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｍ３

・ＳＩ－Ｍ１

・ＳＩ－Ｍ２・ＳＩ－Ｆ２

・ＳＩ－Ｆ１

種別 施工箇所 種別 施工箇所

断熱材

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（　・１種ｂ　・２種ｂ　・３種ｂ）

・Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温板

・　　

・硬質ウレタンフォーム断熱材２種１号若しくは２号で透湿係数を除く規格に適合

・Ａ種硬質ウレタンフォーム保温板２種１号若しくは２号で透湿係数を除く規格に適合

屋内保護密着工法

・Ｓ－Ｃ１

種別 施工箇所

４. 塗膜防水

(9.5.3)(表9.5.1)

(表9.5.2)

ウレタンゴム系

種別 施工箇所

・Ｘ－１

・Ｘ－２

・バルコニー　　・　

・ひさし　　　　・　

・　

ゴムアスファルト系

種別 施工箇所

・Ｙ－１

・Ｙ－２

・地下外壁　　・　

・屋内（　・便所　・浴室　）　　

　　塗布防水

(表9.6.2)

種別 施工箇所

・Ｃ－ＵＰ
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１．石材及び工法

(表10.2.2)

(表10.2.1)

(表10.1.1)

(10.2.1)

外壁湿式工法

石材の種類 厚さ 品質 施工箇所 仕上の種類

石裏面処理　　　・適用する　　・適用しない

石裏打ち処理　　・適用する　　・適用しない

下地ごしらえ　　※流し筋工法　　・あと施工アンカー工法

・あと施工アンカー、横筋流し工法

内壁空積工法

石材の種類 厚さ 品質 施工箇所 仕上の種類

下地ごしらえ　　※流し筋工法　　・あと施工アンカー工法

・あと施工アンカー、横筋流し工法

乾式工法

石材の種類 厚さ 品質 施工箇所 仕上の種類

石裏面処理　　　・適用する　　・適用しない

石裏打ち処理　　・適用する　　・適用しない

床及び階段

石材の種類 厚さ 品質 施工箇所 仕上の種類

石裏面処理　　　・適用する　　・適用しない

特殊部位

石材の種類 厚さ 品質 施工箇所 仕上の種類

石裏面処理　　　・適用する　　・適用しない

石裏打ち処理　　・適用する　　・適用しない

12

木
　
工
　
事

３. 造作用集成材

(12.2.1)

「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

樹種 寸法 施工箇所見付け材面の等級

※１等　　・２等

「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

樹種 寸法 施工箇所見付け材面の等級

※１等　　・２等

樹種 寸法 施工箇所見付け材面の等級

※１等　　・２等

「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

樹種 寸法 施工箇所含水率

・Ａ種　・Ｂ種

見付け材面の等級

※１等　　・２等

「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・Ａ種　・Ｂ種

見付け材面 化粧薄板

の等級 の厚さ
樹種 寸法 含水率 施工箇所

「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

・Ａ種　・Ｂ種

見付け材面 化粧薄板

の等級 の厚さ
樹種 寸法 含水率 施工箇所

４. 造作用単板

積層材

(12.2.1)

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

厚さ 表面の品質 防虫処理 施工箇所

・適用する　・適用しない

「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

※１４％以下

・　　

・適用する　

・適用しない

厚さ 表面の品質 防虫処理 含水率

５. 床張り用

合板等

(12.2.1)

普通合板

厚さ

施工箇所

※5.5mm以上

・　

樹種

※１類

・２類

接着の程度 板面の品質

※針葉樹Ｃ－Ｄ以上

※広葉樹２等以上

・適用しない

・適用する

防虫処理 施工箇所

構造用合板

※２級

※１級 ※特類

※１類

※Ｃ－Ｄ以上

・　

※１２mm

・　 ・適用しない

・適用する

等級 樹種
接着の

程度
板面の品質 厚さ 防虫処理 施工箇所

屋内の常時湿潤状態となる場所の接着の程度は特類とする。

パーティクルボード

※３０－１５ﾀｲﾌﾟ

※１８ﾀｲﾌﾟ

※耐水２（Ｐﾀｲﾌﾟ）

※耐水１（Ｍﾀｲﾌﾟ）

曲げ区分 耐水性区分 表面及び裏面の状態

※ＲＳ（研磨板） ・　

厚さ 施工箇所

構造用パネル

等級 厚さ 施工箇所

５．防腐・防蟻

・防虫処理

(12.3.1)

薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

施工箇所 保存処理性能区分

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。

薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を行った箇所は

薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

施工箇所 処理方法

※公住仕12.3.1(3)による。

・　

防虫処理

施工箇所 保存処理性能区分

・Ｋ１　　・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

・Ｋ１　　・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

６. 内部間仕切軸

組及び床組

(12.4.1)

間仕切軸組

床組

７. 窓、出入口

その他の木材

(12.5.1)

吊元枠、水掛りの下枠、敷居

上記以外

※杉　　※松　　・　　

※杉　　※松　　・　　

※ひのき　　・　

※杉　　※松　　・　　

８. 床板

(12.6.1)

施工箇所

施工箇所

施工箇所

樹種

樹種

樹種

※Ｃ－ＵＩ

300 × 300ポーチ床・階段

ポーチ床・階段

ＥＬＶピット

・地下ピット外周部
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１. せき板取外し

後の補修

補修材料

※初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト（メンテペースト）

※初期補修用プレミックスポリマーセメントモルタル（メンテモルタル）

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

メンテモルタル及びメンテペーストの品質及び性能

・機材の品質・性能基準　　　・その他（　　　　　　　　　　　）　

２．モルタル塗り

(15.2.2)

３. 床コンクリー

ト直均し

(15.3.1)
直均し仕上げ

・　

・　　

種別 施工箇所

４．セルフ

レベリング材

(15.4.2)

種別

・　石こう系

・　セメント系

５．仕上げ塗材

仕上げ

(15.5.2)

(表15.5.1～2)

※防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする。

・外装薄塗材Ｓi

・可とう形外装薄塗材Ｓi

・砂壁上　・ゆず肌状　・さざ波状

・砂壁上　・ゆず肌状　・さざ波状

・砂壁状　・ゆず肌状　・平たん状

・凹凸状　・着色骨材砂壁状
・外装薄塗材Ｅ

・砂壁上　・ゆず肌状　・さざ波状

・凹凸状
・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ ・ゆず肌状　・さざ波状　・凹凸状

・外装薄塗材Ｓ ・砂壁状

・凹凸状　・平たん状　・ゆず肌状

・さざ波状
・内装薄塗材Ｃ

・内装薄塗材Ｌ
・凹凸状　・平たん状　・ゆず肌状

・さざ波状

・内装薄塗材Ｓi
・砂壁状じゅらく　・ゆず肌状

・平たん状　・凹凸状　・さざ波状

・内装薄塗材Ｅ
・砂壁状じゅらく　・ゆず肌状

・平たん状　・凹凸状　・さざ波状

・内装薄塗材Ｗ
・京壁状じゅらく　・ゆず肌状

・平たん状　・凹凸状

・外装厚塗材Ｃ

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　

・かき落とし

・外装厚塗材Ｓi
・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　

・外装厚塗材Ｅ
・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　

・内装厚塗材Ｃ

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　

・かき落とし

・内装厚塗材Ｌ
・平たん状　・凹凸状　

・ひき起こし　・かき落とし

・内装厚塗材Ｇ
・平たん状　・凹凸状　

・ひき起こし　・かき落とし

・内装厚塗材Ｓi
・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　

・内装厚塗材Ｅ
・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　

・複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓi

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・複層塗材Ｅ ・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・複層塗材ＲＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材ＲＳ

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・凸部処理　・凹凸状　・ゆず肌状

・吹付用軽量塗材 ・砂壁状

・こて塗用軽量塗材 ・平たん状

・軽量骨材

仕上塗材

・複層

仕上塗材

・厚付け

仕上塗材

・薄付け

仕上塗材

種類 呼び名 仕上げの形状

複層仕上塗材の耐候性　　・１種　　・２種　　※３種

ＡＬＣパネルの内壁目地部の形状　　　※Ｖ形目地付き　　・　

所要量等の確認　　※表15.5.4による　　・　

６. マスチック

塗材塗り

(15.6.2)

※防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする。

マスチック塗材の品質及び性能

・機材の品質・性能基準　　・その他（　　　　　　　　）

種別　　・Ａ種　　・Ｂ種

コンクリートスラブ全般

６．軽量鉄骨

壁下地

(表14.5.1)

(14.5.3)

スタッド、ランナー等の種類

・　

・１００形

・９０形

・６５形

・５０形

種類 施工箇所

７．金属成形板

張り

(14.6.2)(14.6.3)

・　 ・　 ・設ける　・設けない※公住仕14.4による　・　

種別 表面処理 取付用下地 伸縮調整継手

８．アルミニウム

製笠木

(表14.7.1)

(14.7.2)

構成部材による種類　　・２５０形　・３００形　・３５０形

９．手すり及び

タラップ

(14.8.2)(14.8.3)

・溶融亜鉛めっき Ｃ 種　　・　

・ＨＬ程度　・NO,2B程度　・　　

・ 

・ＨＬ程度　・NO,2B程度　・　　

・鋼製

・ステンレス

・鋼製

手すり

タラップ

材料の種別 表面処理の種別

・ステンレス

表面処理　　・　

・２２５型　・２７５型

Ｂ-１種 シルバー

・構造体廻り

・間仕切り壁

・　　
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１.長尺金属板葺

(表13.2.1)

(13.2.2)

・

・カラーガルバリウム鋼板

・ガルバリウム鋼板

・カラー亜鉛鉄板

(・片面塗装　・両面塗装)

(・無塗装　　　　　　　)

(・カラー　　　　　　　) 3322

JIS G

3321

JIS G

3312

JIS G

材種 規格 板及びコイルの種類 塗膜の耐久性

・カラーガルバリウム鋼板

・ガルバリウム鋼板

・カラー亜鉛鉄板

(・片面塗装　・両面塗装)

(・無塗装　　　　　　　)

(・カラー　　　　　　　)

材種
付着量

めっき

(mm)

厚さ

・

・

・

・

・

（心木なし）

※瓦棒葺

屋根葺形式 屋根葺工法

0.4 立ハゼ葺

屋根用コイル

３．粘土瓦葺

(13.4.2)

粘土瓦

種類 大きさ 産地 役物瓦の種類 雪止め瓦の使用

・　有　　・　無

瓦桟木及び桟木取付け用部材
寸法（mm)

瓦桟木

棟補強

用心材

※杉 ※ひのき ・　

※杉 ※ひのき ・　

種類 材質

※幅21×高さ15以上 ・　

※幅40×高さ30以上 ・　 ※有　・無

※有　・無

防腐処理

工　　法

・　　 ・７寸丸伏せ棟又はＦ型用冠瓦伏せ棟

・のし一体棟　　・のし積み棟

桟木の留付け工法 棟の工法

９. 壁及び天井

下地

(12.7.1)

施工箇所 樹種

壁下地、天井下地 ※杉　　※松　　・　　

縁甲板 ※ひのき

・なら集成材上がりがまち
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１．あと施工

アンカー

(14.1.3)

引抜き耐力の確認試験 設計用引張強度

・行う　　・行わない

２．ステンレス

表面処理

(14.2.1)

種類 施工箇所

※ＨＬ仕上げ
・ＮＯ，２Ｂ仕上げ

・鏡面仕上げ ・図示　　　・　　

・図示　　　・　　

・図示　　　・　　

３．アルミニウム

及びアルミ

ニウム合金の

表面処理

・Ｄ種

・Ｃ－２種

・Ｃ－１種

・Ｂ－２種

・Ｂ－１種

・Ａ－２種

・Ａ－１種

(表14.2.1)

(14.2.2)

※ＡＡ６　　・　

※ＡＡ６　　・　

※Ｂ　　　　・　

※Ｂ　　　　・　

※ＡＡ１５　・　

※ＡＡ１５　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・　　

・ｽﾃﾝｶﾗｰ

・ブラウン

・ブロンズ

・シルバー

・ブラック

種別 塗膜又は複合皮膜の種類 施工箇所 色合い

陽極酸化被膜の着色方法　　　※二次電解着色　　・三次電解着色

４．鉄鋼の亜鉛

めっき

(表14.2.2)

(14.2.3)

・Ｆ種

・Ｅ種

・Ｄ種

・Ｃ種

・Ｂ種

・Ａ種

種別

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

溶融亜鉛めっき

溶融亜鉛めっき

溶融亜鉛めっき

表面処理方法 施工箇所

５．軽量鉄骨

天井下地

(表14.4.1)

(14.4.2)

野縁等の種類

屋　　外

屋　　内

部位

・１９形　　　※２５形

※１９形　　　・２５形　

種類

形状及び寸法

屋内

屋外

部位

・　　

公住仕表14.4.2による

野縁受、吊りボルト

及びインサートの間隔

公住仕表14.4.2による 公住仕表14.4.2による

周辺部の端からの寸法

・　　 ・　　

野縁の間隔

開口部の補強

野縁又は野縁受けが切断された場合　　 　・　

吊りボルトの間隔が900mmを超える場合　　・　

天井のふところが大きい場合の補強

斜め補強

水平補強

・　　

・　　

※縦横方向に間隔3.6m程度

※縦横方向に間隔1.8m程度

ふところが1.5m以上の場合 ふところが3mを超える場合

耐震性を考慮した補強方法　　・　　

屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強　　　

(13.5.2)(13.5.3)

(表13.5.4)

(表13.5.1)

(表13.5.3)

といの材質

・配管用鋼管（ＳＧＰ）

・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

・　

・適用する　　・適用しない

・適用する　　・適用しない

・適用する　　・適用しない

材種 防露

鋼管製といの防露巻き工法

・　適用する　　・　適用しない

・　 ・適用する　　・適用しない

アルミ製既製品（バンドレス）

耐火２層管

４．保証書

５．と　　い

施行保証書（10年）を提出し、組合認定以外の施工図により施工した場合はメーカー、

※長野県板金工業組合認定の施工図により施工した場合は、同組合及び請負者連名の

屋根施工業者及び請負者連名の保証書（10年）を提出する。

アスファルト防水

改質アスファルトシート防水

合成高分子系ルーフィングシート防水

塗膜防水

ケイ酸質系塗布防水

・１０年　　・　

・１０年　　・　

・１０年　　・　

・　

・　

種別 期間

※引渡し日から10年間の保証書（メーカー、施工業者、請負業者連名）を提出する。

５. ケイ酸質系

脱気装置の種類及び設置数量（種別Ｘ－１の場合）

材料　９.７.１表の施工箇所以外のシーリング材の種類　※ＳＲ－１（防かび）　

接着性試験 ・ 適用する（※簡易接着性試験 ・引張接着性試験） ・ 適用しない

シーリング材の充填箇所　・　

７ ステンレス防水 材料、工法　※ステンレス（ＳＵＳ３０４　厚０.４ 無着色）　シーム溶接工法

下葺材　アスファルトルーフィング９４０

排水金物はステンレス防水用とする。（防水メーカーの標準仕様）

防水の工法、詳細は製造所の標準仕様で責任施工とする。

８ 水膨張性止水

　　シール 工法、詳細は製造所の標準仕様で責任施工とする。

ゴム弾性と自己体積膨張による止水材とする。（２０×１０　２倍膨張）

９．防水保証

シーリング材の目地寸法　※９.７.３による

１　一般事項 県内産資材を優先使用するよう努めるとともに、本工事に県外産資材を使用

する場合は県内産資材を使用しない理由などを「県外産資材使用報告書」

に記入し、監督員に提出すること。

県産材を使用する　使用カ所　・図示

等級樹種 寸法 形状 含水率 施工箇所

※Ａ種

・Ｂ種

・上小節

・小節

等級樹種 寸法

・１級　※２級

形状 含水率 施工箇所

(12.1.4)

施工箇所種別

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

(12.2.1)

「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

※Ａ種

・Ｂ種

「製材の日本農林規格」による広葉樹製材
等級樹種 寸法 形状

・特等　※１等

・２等

施工箇所含水率

・Ａ種　・Ｂ種

※１０％以下

「製材の日本農林規格」以外の製材

施工箇所樹種 寸法

造作材の場合

※Ａ種　・Ｂ種

材面の品質 防虫処理

・適用しない

・適用する

難燃処理

・適用しない

・適用する

含水率

※Ａ種

・Ｂ種

各種下地

※Ａ種

・Ｂ種

唐松

２. 表面仕上げ

３. 製材

見えがかりとなる構造材

・特一

・上小節
造作材

（SGのA種規格品）

・ポリ塩化ビニル被覆

　（屋根用規格品）

・カラーガルバリウム鋼板

　（屋根用規格品）

・カラー亜鉛鉄板

材種

・鋼板製

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ

合金版製

よる区分

材料に

・　

厚さ

(mm) 面戸板

軒先

の適用

断熱材

・有

(　　mm)

断熱材

の種別

・　・有

防火

性能

・有

(30分)

・無・無 ・無

２．折板葺

(13.3.2)

（SGのA種規格品）

・ポリ塩化ビニル被覆

　（屋根用規格品）

・カラーガルバリウム鋼板

　（屋根用規格品）

・カラー亜鉛鉄板 ・　

ピッチの区分

山高及び

・0920

・1525

・1730

※はぜ締め形

※重ね型

・かん合形

6744

JIS K

3322

JIS G

3312

JIS G

規格 形式材種
区分

耐力による

　　　　　　　　止付け釘は座付きで、長さ１９ｍｍ程度

工法　葺板、軒先包み板類の通し付け子又は通し吊子による留付け間隔

　　　　　　※２５０ｍｍ程度　　 ・　　　　

断熱材の取付け位置   ・図示する　　・　　

(表13.5.2) 屋　根

バルコニー

バルコニー（中継）

・縦型　　・横型

・丸型　　・角型

・丸型　　・角型

施工箇所 材質 形状

バルコニー中継ドレンの水はね防止　　・有　　・無

・SUS製

・SUS製

※鋳鉄製　※鋳鉄製

※鋳鉄製

※鋳鉄製

６．ルーフドレン

硬質塩化ビニル管といの工法　　継手　※冷間接合、接着剤固定

保温筒の厚さ　※２０ｍｍ　・ＪＩＳ Ａ９５０４又はＪＩＳ Ａ９５１１

・ノンスリップ

　　　材種　※ステンレス製　　・　　、形状・寸法　・アンカー付　埋込型　幅３５

・床目地棒　材質　・　　形状　・　　寸法　

・樹脂製天井点検口（既製品）　表面処理　　―　、種類　４５型（450x450）

・スリーブキャップ　室外側：アルミ製キャップ　ＶＵ管１２５φ

・アルミ樹脂複合板

　　　　・不燃材　・表面処理　フッ素樹脂塗装　

　　　　※アルミ樹脂複合板廻りはシール処理を行うこと

・SUS製ベントキャップ

　　　　・フード、ガラリ、防虫網付　・表面処理　焼付塗装

　　　　※シール処理を行うこと

材料　塩分含有量　※ＮａＣｌ換算０.０４％以下

10．その他

・Vレール

　　　　・アルミ製（20×20）

・ステンレス板t1.0（HL）

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　長 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
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１．カーテン

ウォールの

種別

(17.1.1)

カーテンウォール種別

・メタルカーテンウォール

・ＰＣカーテンウォール

２．カーテン

ウォールの

性能等

(17.1.3)

項目 性能値

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

断 熱 性

遮 音 性

耐 火 性

気 密 性

水 密 性

耐 震 性

耐風圧性

耐温度差性

性能の確認方法及び判定方法　　　・　

３. メタルカー

テンウォール

(17.2.2)

材料

金属材料

カーテンウォールのシーリング

ガラス取付材料

摩擦低減材

取付け用金物

シーリング

構造ガスケット

断熱材

※アルミニウム製　　・　

・　

・　

・適用する　　・適用しない

種類 ・　 厚さ ・　

※製造所の仕様による

※製造所の仕様による

種別 適用

(17.2.3) 形状及び仕上げ

製品の寸法許容差

ガラス溝の寸法、形状

見え掛り部の仕上げ

※表17.2.1による　　・　

※製作所の仕様による　　　・　

表面処理　　・　

項目 適用

(17.2.5) 取付け

躯体付け金物の取付け寸法位置の許容差

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部材の取付け位置の寸法許容差

※表17.2.2による　　・　

※表17.2.3による　　・　

項目 適用

(17.2.6) ガラスの取付け

※構造ガスケットを用いる場合　　・　　　

（※上記以外は１６章１４節による）

４. ＰＣカーテン

ウォール

(17.3.2)

材料

コンクリート

単位水量

気乾単位容積質量

スランプ

設計基準強度

種類

※１８０kg/m3

※１.９t/m3

※１２cm以下　　・　

※３０N/mm2

※軽量コンクリート１種

種別 適用

先付け材料

取付け用金物

摩擦低減材

ガラス取付け材料

ガラス

断熱材

耐火目地

シーリング

補強鉄線

鉄筋

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

※普通鉄線又は溶接金網　寸法　※３.２mm以上　・　

※ＳＤ２９５Ａ　　　・　

(17.3.3) 形状及び仕上げ

仕上げ

ガラス溝の寸法、形状 ※製作所の仕様による　　・　

・磁器質タイル　　・石材（・花こう岩　・大理石）

※表17.3.1による　　・　製品の寸法許容差

(17.3.4) 製作

配筋　　※図示による

(17.3.5) 取付け

カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差　※表17.3.2による　　

※表17.3.2による　　・　

(17.3.6) ガラスの取付け

※構造ガスケットを用いる場合　　・　　　

（※上記以外は１６章１４節による）
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１．一般事項

(16.1.3)

防火戸の指定　　・適用する　　・適用しない

防火戸との連動

・適用する（建具表及び図示による）

（　・自動閉鎖機構　・ヒューズ装置　・熱感知器　・煙感知器　）

・適用しない

(16.1.4) 建具見本の製作　　　・行う　　・行わない

特殊な建具の仮組　　・行う　　・行わない

(16.1.6) 防犯建具部品　　・適用する　　・適用しない

２．アルミニウム

製建具

(16.2.2)

(16.2.4)

アルミサッシの品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

・その他（　　　　　　　　）

外部に面する建具性能等級等

Ｓ－６

Ｓ－５

Ｓ－４

Ａ－４

Ａ－３

Ｗ－５

Ｗ－４
・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法(mm)

１００

・７０　　・１００

防音ドアセット，防音サッシ

防音ドアセット

防音サッシ

・適用する（等級　・T-1　・T-2）　・適用しない

・適用する（等級　・T-1　・T-2）　・適用しない

種別 遮音性

断熱ドアセット，断熱サッシ

・適用する（等級　・H-1　・H-2　・H-3）　・適用しない

・適用する（等級　・H-1　・H-2　・H-3）　・適用しない

断熱ドアセット

断熱サッシ

種別 断熱性

耐震ドアセット，耐震サッシ

耐震ドアセット

耐震サッシ

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

種別 面内変形追随性

(16.2.3) 網戸等

防虫網

※合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂　・ステンレス製　

（合成樹脂の線径は0.25mm以上、網目は16～18メッシュ）

３．樹脂製建具 外部に面する建具性能等級等

(16.3.2)

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

Ａ－４

Ｗ－４

Ｗ－５
※建具表による

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法(mm)

防音ドアセット，防音サッシ　

防音ドアセット

防音サッシ

種別 遮音性

・適用する（等級　・T-A　・T-B）　・適用しない

・適用する（等級　・T-A　・T-B）　・適用しない

断熱ドアセット，断熱サッシ

断熱ドアセット

断熱サッシ

種別 断熱性

・適用する（等級　・H-A　・H-B　・H-C）　・適用しない

・適用する（等級　・H-A　・H-B　・H-C）　・適用しない

(16.3.3) ガラス　　※複層ガラス　・単板ガラス　・三重ガラス

(16.3.4) 表面色

・標準色（ホワイト）　　・特注色（・ブラック　・ブロンズ　・シルバー）

４．鋼製建具

(16.4.2)

玄関ドアの品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

・その他（　　　　　　　　）

パイプシャフトドアの品質及び性能

・機材の品質・性能基準　　・その他（　　　　　　　　）

簡易気密型ドアセット

簡易気密型

ドアセット

種別 気密性 水密性

・適用する（等級　A-3）

・適用しない

・適用する（等級　W-1)

・適用しない

外部に面する建具の耐風圧性

種別 耐風圧性

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

防音ドアセット，防音サッシ

防音ドアセット

防音サッシ

・適用する（等級　・T-1　・T-2）　・適用しない

・適用する（等級　・T-1　・T-2）　・適用しない

種別 遮音性

断熱ドアセット，断熱サッシ

・適用する（等級　・H-1　・H-2　・H-3）　・適用しない

・適用する（等級　・H-1　・H-2　・H-3）　・適用しない

断熱ドアセット

断熱サッシ

種別 断熱性

耐震ドアセット，耐震サッシ

耐震ドアセット

耐震サッシ

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

種別 面内変形追随性

(16.4.3) 鋼板類
種別 めっき付着量

・JIS G 3302

（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

・JIS G 3317

（溶融亜鉛ｰ5%ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金めっき鋼板及び鋼帯）

※Ｚ１２　※Ｆ１２

・　

※Ｙ０８　・　

５．鋼製軽量建具

(16.5.2)

クロゼットドア　機材の品質・性能基準　　※適用する　　・適用しない

簡易気密型ドアセット

簡易気密型

ドアセット

種別 気密性

・適用する（等級　A-3)　　・適用しない

防音ドアセット，防音サッシ

防音ドアセット

防音サッシ

種別 遮音性

断熱ドアセット，断熱サッシ

断熱ドアセット

断熱サッシ

種別 断熱性

耐震ドアセット，耐震サッシ

耐震ドアセット

耐震サッシ

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

種別 面内変形追随性

・適用する（等級　・T-1　・T-2　・T-3）　・適用しない

・適用する（等級　・T-1　・T-2　・T-3）　・適用しない

・適用する（等級　・H-1　・H-2）　・適用しない

・適用する（等級　・H-1　・H-2）　・適用しない

(16.5.3) 鋼板類

種別 めっき付着量

・Ｚ０６　・Ｆ０６

・Ｅ２４

・Ｚ０６　・Ｆ０６

・Ｅ２４

・ビニル

被覆鋼板

・カラー

鋼板

JIS K 6744

(ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯）

下地金属板の種類はＳＧ又はＳＥ

JIS G 3312

(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

又は下地金属板の種類をJIS G 3302

又はJIS G 3313としたもの

７．ステンレス製

建具

(16.6.2)

簡易気密型ドアセット

簡易気密型

ドアセット

種別 気密性 水密性

・適用する（等級　A-3）

・適用しない

・適用する（等級　W-1)

・適用しない

外部に面する建具の耐風圧性

種別 耐風圧性

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

防音ドアセット，防音サッシ

防音ドアセット

防音サッシ

種別 遮音性

断熱ドアセット，断熱サッシ

断熱ドアセット

断熱サッシ

種別 断熱性

耐震ドアセット，耐震サッシ

耐震ドアセット

耐震サッシ

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

・適用する（等級　・D-1　・D-2）　・適用しない

種別 面内変形追随性

・適用する（等級　・T-1　・T-2　・T-3）　・適用しない

・適用する（等級　・T-1　・T-2　・T-3）　・適用しない

・適用する（等級　・H-1　・H-2）　・適用しない

・適用する（等級　・H-1　・H-2）　・適用しない

(16.6.3) ステンレス鋼板 JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）

・SUS304　・SUS430J1L　・SUS443J1　・SUS430(屋外は適用外）

(16.6.4)

(16.6.5) 鋼板の曲げ加工 ※普通曲げ ・かど出し曲げ

※ＨＬ ・表面仕上げ

８. 木製建具

(16.7.2)

内装ドアの品質及び性能

・機材の品質・性能基準　　・その他（　　　　　　　　）

量産ふすまの品質及び性能

・機材の品質・性能基準　　・その他（　　　　　　　　）

建具材の加工、組立時の含水率　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

フラッシュ戸

表面材の合板の種類 表面板の厚さ(mm) 枠材料 くつづり材料

・普通合板

・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

表面材合板の接着の程度は、水掛り箇所を１類、その他を２類以上とする

かまち戸

くつづり材料

・　

・　

※３６　　・　

※３６　　・　

見込み寸法(mm)

・　

・　

鏡板の樹種かまちの樹種

・　

・　

ふすま

工法

・Ⅰ型　・Ⅱ型 ・鳥の子　・新鳥の子　・ビニル紙

上張りの種別

９．建具用金物

(16.8.2)

(表16.8.1)

各住戸玄関扉用及び勝手口扉用錠前の品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

・その他（　　　　　　　　）

各住戸玄関扉用及び内装扉用ドアクローザの品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

・その他（　　　　　　　　）

金物の種類及び見え掛り部の材質　　　・建具表による。

(16.8.3) 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の位置　　・建具表による。

(16.8.4) 各住戸玄関扉用及び勝手口扉の鍵

錠前の種別　　　※サムターン付きシリンダー面付箱錠

・サムターン付きシリンダー彫込箱錠

タンブラー類の本数　　※６本　　・　

鍵の本数（扉１箇所につき）　　※３本　　・　

コンストラクションキー装置　　・適用する　　・適用しない

引違い戸、引違い窓の鍵

締り金物（クレセント等）が鍵付きの場合の鍵違い種類　※６本　・　

上記の鍵本数（１住戸につき）　　※３本　　　・　

10．自動ドア

開閉装置

(16.9.2)

性能 ・スライディングドア（表16.9.1による。）

・スイングドア（表16.9.2による。）

センサーの種類　　・　

凍結防止装置　　　・　

開閉方法　　　　　・　

11. 自閉式上吊り

引戸装置

(16.10.3)

性能　　・表16.10.1による。

12．重量

シャッター

(16.11.2)

形状及び機構

・管理用シャッター

・外壁用防火シャッター

・屋内用防火シャッター

・防煙シャッター

※上部電動式（手動併用）

・上部電動式

・有　・無

※有

※有

※有

・　

・　

種類 耐風圧強度 開閉機能 ｼｬｯﾀｰｹｰｽ

スラット及びシャッターケース用鋼板

種類

・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)

・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

めっきの付着量　　※Ｚ１２　　※Ｆ１２　　　・　

13．軽量

シャッター

(16.12.2)

(16.11.3)

開閉形式 ※手動式　　・上部電動式（手動併用）

耐風圧強度　　　　・　　　N/m2

(16.12.3) スラットの材質

・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

（めっき付着量　　※Ｚ０６又はＦ０６　　・　　　　　　　）

・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)

（めっき付着量　　※ＡＺ９０　　・　　　　　　）

(16.12.4) スラットの形状　　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

14．オーバー

ヘッドドア

(16.13.2)

※スチール

グラスタイプ

・ファイバー

タイプ

・アルミニウム

タイプ

・　５０

による強さ

(JIS A4715

・１２５

・１００

・　７５

※バランス式

・チェーン式

・電動式

※溶融亜鉛

メッキ鋼板

・ステンレス

鋼板

・スタンダード形

・バーチカル形

・ハイリフト形

・ローヘッド形

の区分)

材料区分 耐風圧性能 開閉方式 収納形式 ガイドレール

15．ガラス

(16.14.2) ・ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・型板ｶﾞﾗｽ

・網入り板ｶﾞﾗｽ

・線入り板ｶﾞﾗｽ

・合わせｶﾞﾗｽ

・強化ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収板ｶﾞﾗｽ

・複層ｶﾞﾗｽ

・熱線反射ｶﾞﾗｽ

・倍強度ｶﾞﾗｽ

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

特性　・Ⅰ類　・Ⅱｰ1類　・Ⅱｰ2類　・Ⅲ類

特性　・Ⅰ類　・Ⅲ類

性能　・１類　・２類

性能　・１種 ・２種 ・３種 ・４種 ・５種

日射熱遮熱性　・１種 ・２種 ・３種

耐久性　・Ａ類　・Ｂ類

種別 厚さ等(mm) その他

(16.14.4) 熱線反射ガラスの映像調整　　・行う　　・行わない

(16.14.2)

(16.14.3)

ガラス留め材及び溝の大きさ

アルミニウム製

鋼製及び軽量鋼製

ステンレス製

・シーリング

・グレイジングガスケット

・シーリング

・シーリング

・表16.14.1による

・図示による

建具の種類 ガラス留め材 溝の大きさ

16．ガラス

ブロック

(16.14.5)

材料

・８０　　・９５

・１２５

・８０　　・９５

・１２５×１２５　　・１６０×１６０

・２００×２００　　・３２０×３２０

・２５０×１２０　　・３２０×１６０

正方形

長方形

表面形状 呼び寸法（長さ×高さ） 厚さによる区分

壁用金属枠及び補強材　　・設ける　　・設けない

力骨の材質、寸法、形状

※ステンレス鋼（SUS304)、径5.5mm、はしご形状複筋及び単筋　　　　

・　　

化粧目地モルタル

※製造所の指定による（色　・　　　　　　　　）

シーリング　　・　

金属製化粧カバー

材質　　・ステンレス製　　・アルミニウム製

寸法　　・　

形状　　・　

工法

※６m以下ごとに

・　

幅１０～２５

・　

※外側１５以下、

内側６以上

※８以上１５以下

・　

目地幅(mm)
伸縮調整目地(mm)

平積み 曲面積み

曲面積みにおいては、曲率半径をガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする

目地部の力骨の補強方法　　※ガラスブロック製造所の仕様とする

18

塗
　
装
　
工
　
事

１. 材料

(18.1.3) を受けたものとする

※防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定又は認定

２. 素地ごしらえ

(18.2.2～7) 木部

その他のﾎﾞｰﾄﾞ面

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面及び

・Ａ種　※Ｂ種

※Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種

※Ａ種　・　不透明塗料塗りの場合

透明塗料塗りの場合

継目処理工法

継目処理工法以外

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ALCﾊﾟﾈﾙ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

モルタル面及びプラスター面

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

下地面 種別

３. 錆止め塗料

塗り

(18.3.2)

下地面 種別

※Ａ種

つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP-G)の場合のみ　※Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種

つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP-G)の場合のみ　※Ｃ種

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

４．合成調合樹脂

ペイント塗り

（ＳＯＰ）

(18.4.2)

(18.4.3～5)

塗料の種別

木部(多孔質広葉樹除く）

鉄鋼面

※Ａ種（屋外）　　※Ｂ種（屋内）

※１種　　・２種

・Ａ種　　※Ｂ種

５．クリアラッカ

ー塗り（ＣＬ）

(18.5.2)

木部 ・Ａ種　　※Ｂ種

６．アクリル樹脂

非分散系塗料

塗り(屋内)

（ＮＡＤ）

(18.6.2)

屋内のコンクリート面、モルタル面 ・Ａ種　　※Ｂ種

７．耐候性塗料

塗り(屋外)

（ＤＰ）

(18.7.2～4)

(表18.7.1～3)

上塗りの塗料等級

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

・１級　　・２級　　・３級

・１級　　・２級　　・３級

コンクリート面及び押出成形セメント板面の種別

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

８．つや有り合成

樹脂エマル

ション

ペイント塗り

（ＥＰ－Ｇ）

(18.8.2～4)

コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他ボード面

・Ａ種　　※Ｂ種

屋内の鉄鋼面 ・Ａ種　　※Ｂ種

９．合成樹脂

エマルション

ペイント塗り

（ＥＰ）

(18.9.2)

コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他ボード面

・Ａ種　　※Ｂ種

10．合成樹脂エマ

ルション模様

塗料塗り

（ＥＰ－Ｔ）

(18.10.2)

コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他ボード面

・Ａ種　　※Ｂ種

11．ウレタン樹脂

ワニス塗り

（ＵＣ）

(18.11.2)

木部 ・Ａ種　　※Ｂ種

12．ラッカー

エナメル塗り

（ＬＥ）

(18.12.2)

木部 ・Ａ種　　※Ｂ種

13．木材保護塗料

塗り（ＷＰ）

(18.14.2)

木部 ・Ａ種　　※Ｂ種

19

内
　
装
　
工
　
事

１. 水掛りの範囲

(19.1.3)

・玄　関

※図19.1.1に示す範囲

※洗濯機置き場

※洗面脱衣室

※便　所

・床　　・壁　　・天井

※床　　※壁　　・天井　

※床　　※壁　　・天井　

※床　　※壁　　・天井　

※床　　※壁　　・天井　

室名 部位

２. ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ

(19.2.2)

(19.2.3)

ビニル床シート

・熱溶接

・突付け

・熱溶接

・突付け

工法

・防滑性

・耐動荷重

・帯電防止

特殊機能厚さ(mm)

・2.5・マーブル柄

・無地

・無地

・柄物

色柄

・ＴＳ

・ＨＳ

・ＫＳ

記号

ないもの

あるもの

分類

ビニル床タイル

記号種類

・視覚障碍者用

・耐動荷重

・帯電防止

特殊機能

※2.0

・

・

厚さ(mm)

・450×450

・300×300

・450×450

・300×300

寸法(mm)

・ＫＴ

・ＦＴ

・コンポジション

ビニル床タイル

・ホモジニアス

ビニル床タイル

ビニル幅木

・硬質

・軟質

・　

※1.5

・

※60

材種 厚さ(mm) 高さ(mm)

ゴム床タイル

主成分 種類 厚さ(mm)

・天然ゴム

・合成ゴム

・　 ・　

接着剤 ※種別は、表19.2.2による施工箇所に応じたものとする

３. カーペット

敷き

(19.3.3)

(19.3.4)

・織じゅうたん

・カット/ループパイル

・ループパイル

・カットパイル

・適用しない

・適用する

・アキスミンスターカーペット

・ダブルフェースカーペット

・ウィルトンカーペット・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

種別 織り方 パイル形状 帯電性

・タフテッドカーペット

・カット/ループパイル

・ループパイル

・カットパイル

・　

・　

・　 ・グリッパー工法

・全面接着工法

パイル形状 パイル長さ(mm) 工法

・ニードルパンチカーペット

厚さ　　・　　　mm

・タイルカーペット

パイル形状
敷き方

※模様流し

・市松

※模様流し

・市松

階段

・模様流し

※市松

・模様流し

※市松

平場

※６.５

・

・

※６.５

・

※６.５

総厚さ

※５００角

・　

・　

※５００角

・　

※５００角

寸法(mm)

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

※第一種

種類

※ループパイル

・カットパイル

・カット/

ループパイル

・下敷き材

※第２種２号（呼び厚さ８mm）　・　　

４. 合成樹脂塗床

(19.4.2)

(19.4.3)

・厚膜型塗床材

・弾性ウレタン

樹脂系塗床材

・エポキシ樹脂系

塗床材

・薄膜流し展べ工法

・厚膜流し展べ工法

・樹脂モルタル工法 ・平滑仕上げ　・防滑仕上げ

・平滑仕上げ　・防滑仕上げ

・平滑仕上げ　・防滑仕上げ

・つや消し仕上げ

・防滑仕上げ

※平滑仕上げ

種類 工法 仕上げの種類

５. フローリング

張り

(19.5.2～5)

・単層フローリング

工法種別 板長さ（mm)

※500

・　

※300

・　

※900

・　

・　

・　

※75以上

板幅(mm)

※75

※75

・　

・　

板厚(mm)

※15

※12

・　

※ 8

・12

・　

・　

※なら

・　

※なら

・　

※なら

・　

※なら

・　

・　

樹種

・根太張り

・直張り

・釘止め

工法

・接着工法

・　

・　

・フローリング

ボード

・フローリング

ブロック

・モザイク

パーケット

・複合フローリング

※なら

※なら

・　
・発泡プラスチック系

床下地張り

・乾式遮音二重床

下地張り

・乾式遮音二重床

下地張り

床下地張り

・発泡プラスチック系

・直張り

・根太張り

・接着工法

・釘留め

工法

・Ａ種

・Ｂ種

※Ｄ種

・Ｃ種

・　

複合フローリング

※天然木化粧

・特殊加工化粧

複合フローリング

種類 種別 工法 樹種

６. 畳敷き

(19.6.2)

種別 ・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

（Ｄ種の場合の畳床 (・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N)

７．せっこう

ボード

その他ボード

(19.7.2)

認定を受けたものとする。

せっこうボードその他ボード類

・15　・20　・25　・　

・15　・20　・25　・　

・15　・20　・25　・　

・12　・15　・18　・　

・30　・　

※６　※８

・９　・12　・15　

・７　・９　・12　

・3.5　・５　・７

・12　・15　・18　・　

・10　・12　・　

・32K　　・　

・9.5　・12.5

・9.5　※12.5

・12.5 ・15

・9.5　・12.5

ＭＤＦ

ＨＢ

ＶＳ

ＤＶ

GW-B

GBｰR

GB-S

GB-F

GB-D

ＩＢ

1.0FK

0.8FK

ＮＦ

ＨＦ

ＮＷ

ＭＷ

ＨＷ

※シージングせっこうボード

・強化せっこうボード

・化粧せっこうボード

・せっこうボード

・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ

・化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

・単板張りﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

・ハードボード

・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

・ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

※けい酸カルシウム板

（タイプ２）

・普通木片セメント板

・硬質木片セメント板

・普通木毛セメント板

・中質木毛セメント板

・硬質木毛セメント板JIS A 5404

JIS A 5430

JIS A 5905

JIS A 5908

JIS A 6301

JIS A 6901

規格番号 種類 記号 厚さ(mm)、規格等

普通合板において、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は接着の程度を１類

とする。

軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材

・アクリル系シーリング材　　・ウレタン系シーリング材

・ジョイントコンパウンド

(19.7.3) せっこうボードの目地工法

・継目処理工法　　・突付け工法　　・目透し工法

15

2.5 スプルス 堅木

・構造図特記による

100

・90

・300

塗り工程　・18.13.1表による　　　14．ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り

複層仕上塗材の上塗り材　※　水系上塗り材　

下地処理シーリング用材料　※　ＰＵ－２　（９．７．１表）

防火材料の指定　※　建築基準法に基づく認定　

15　仕上塗材

　　（一般事項）

16 薄付け仕上塗材 ・薄塗材Ｅ仕上げ工程

・２回吹き（　　　　　表）　・１回吹き（　　　　　表）

17 厚付け仕上塗材 ・セメント系厚付け仕上塗材（Ｃ）工程

　　下塗り　　　　　・有　・無　　上塗り　　　　　・有　・無

　　凸部処理仕上げ　・有　・無

・合成エマルション系厚付け仕上塗材（Ｅ）工程

　　下塗り　　　　　・有　・無　　上塗り　　　　　・有　・無

　　凸部処理仕上げ　・有　・無

18 複層仕上塗材

　　・ゆず肌模様仕上げ　・凹凸模様仕上げ　・凸部処理仕上げ

合成樹脂エマルション系複層仕上塗材（Ｅ）工程

ポリマーセメント系複層仕上塗材（ＣＥ）工程

　　・ゆず肌模様仕上げ　・凹凸模様仕上げ　・凸部処理仕上げ

防水形複層塗材Ｅ工程

　　・ゆず肌模様仕上げ　・凹凸模様仕上げ　・凸部処理仕上げ

　　・耐候形 ３種　　　増塗を行う

合成樹脂エマルション系複層仕上塗材（ＲＥ・Ｅ）工程

・ゆず肌模様仕上げ　・凹凸模様仕上げ　・凸部処理仕上げ

19　マスチック塗材

　（ＭＲ）ﾛｰﾗｰ塗り 　種別及び仕上げ

　材料　製造所名（　　　　　　　　　　　）

種別

・セダム

・Ｃ種

・Ａ種

・Ｂ種

・ゾラン

・アルト

仕上げ

　※凹凸状模様

　※凹凸状模様

　※凹凸状模様

　・凸部押さえ模様

　・凹凸状模様

備　考

　・Ｇ.Ｐ（エマルション形）

　・アクリル樹脂エナメル（溶剤系形）

　・Ｇ.Ｐ（エマルション形）

　・ウレタン樹脂クリヤー（溶剤形）

及び合板張り

20 ﾌﾚｯｼｭｺｰﾄ塗り 　材料　製造所名（　　　　　　　　　　　）

　種別　・ＦＣ－Ｆ（平滑）　・ＦＣ－Ａ（エアレス）　材料　製造所名（　　　　　）

施工業者　※日本塗装工業会の会員　・監督員の承諾する塗装業者

※引渡し日から3年間の保証書（塗装業者、請負業者連名）を提出する。

21．保証書

塗厚　　※2.0mm　　 ・　1.5mm

仕上　　・薄膜型塗床材　　　※平滑仕上げ　　・つや消し仕上

・ぶな
・にれ

・

・釘留め

・接着併用

釘留め工法 ・

・天井及び壁に使用する材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は

・発泡層の

※発泡層の ※4.0程度

・ＦＳ ・2.0

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　長 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
SPACE CREATION SEKI

日付 名称

図番CHECK DRAW

縮尺図名SPACE CREATION

SEKI長野 県 住 宅 供給 公社
A-

A1:-
A3:-特記仕様書（３）

03

令和８年度 県営住宅（上田)

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事



11．浴室ユニット

(20.2.15)

浴室ユニットの品質及び性能

種類、形状、寸法、材質等は図示による。

・優良住宅部品（ＢＬ部品）（・一般型Ａ型、・一般型Ｂ型、・高齢者対応型）

・ＢＬ同等品（床フラットタイプ）　　※その他（　同等品　　）

(19.7.2) 合板類

・普通合板 ・生地のまま

・透明塗料塗りの場合

ラワン程度

・不透明塗料の場合

しな程度

・１類

・２類

・行う

・行わない

・　

種類 表板の樹種名 板面の品質 厚さ(mm) 接着 防虫処理

・行う

・行わない

・１類

・２類

防虫処理接着厚さ(mm)

・　・　

化粧板の樹種名種類

・天然木

化粧合板

・特殊加工

化粧合板

・オーバーレイ

・プリント　・塗装

・　 ・１類

・２類 ・行わない

・行う

種類 化粧加工の方法 表面性能 厚さ(mm) 接着 防虫処理

(19.7.3) 合板類の張付け工法 ・Ａ種　　　※Ｂ種

８. 壁紙張り

(19.8.2)

※天井及び壁に使用する材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は

認定を受けたものとする。

壁紙

・不燃　・準不燃

・不燃　・準不燃

・不燃　・準不燃

・紙　・繊維　・無機質　※プラスチック

・紙　・繊維　・無機質　※プラスチック

・紙　・繊維　・無機質　※プラスチック※図示による

・　

・　

施工箇所 種類 防火種別

(19.8.3) 素地ごしらえ

せっこうボード面

コンクリート・ＡＬＣ面

モルタル・プラスター面 ・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

下地 種別

９. 断熱・防露

(19.9.2)

断熱材打込み工法

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材(３種２号を除く)

・Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(ｽｷﾝなし)

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材(ｽｷﾝ層なし)

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

(19.9.3) 断熱材現場発泡工法

・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

種類

(19.9.4) 断熱材あと張り工法（Ｓ１工法等）

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材(３種２号を除く)

・Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

※押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(ｽｷﾝなし)

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

種類

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

施工箇所

※押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(ｽｷﾝなし)３種ｂの

裏打ち合板、裏打ちせっこうボード、単体張りの範囲は図示による
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※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

※図示による

施工箇所

※図示による

施工箇所

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２０　・　

・２５　・　

・２５　・　

・２５　・　

厚さ(mm)

厚さ(mm)

厚さ(mm)

種類

※Ａ種１　・Ｂ種１

種別

－

－

－

種別

※３種ｂ

10. 発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系

床下地張り

工法

(19.10.1) ※図示による

※図示による

※図示による

施工箇所

・　

・　

・　

※６００×９００

※６００×９００

※６００×９００

発泡(和室ﾀｲﾌﾟ)

発泡(１階ﾀｲﾌﾟ)

発泡(基準階ﾀｲﾌﾟ)

種類 寸法(mm) 厚さ(mm)

※現場搬入時、パネル５枚抽出して質量を測定し、平均値が製造所の定める

※捨て貼り合板の厚さ(mm)　　・１２　　・　

質量下限値以上であることを確認する。

11．乾式遮音二重

床下地張り

工法

(19.11.1) ※図示による

※図示による

施工箇所

・２０　・２５

・２０　・２５

・５.５　・１２

・５.５　・１２

パーティクルボード 捨て張り合板

の厚さ(mm) の厚さ(mm)
種類

乾式(１階ﾀｲﾌﾟ)

乾式(基準階ﾀｲﾌﾟ)

※現場搬入時、パネル５枚抽出して質量を測定し、平均値が製造所の定める

質量下限値以上であることを確認する

12．内装プレハブ

工法

(19.12.2)

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

樹種

・構造用合板

・普通合板

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

合板等

床張り用

板積層材

造作用単

成材

造作用集

製材

種類

・　　

・　　・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

化粧合板

種類 化粧板の樹種

せっこうボードその他ボード類
規格番号 種類 記号 厚さ(mm)、規格等

JIS A 6901

JIS A 5430 ・けい酸カルシウム板

・　

・　

・化粧せっこうボード

・強化せっこうボード

・シージングせっこうボード

・せっこうボード

（タイプ２）

GB-D

GB-F

GB-S

GBｰR

1.0FK

0.8FK

・9.5　・12.5

・12.5 ・15

・9.5　・12.5

・9.5　・12.5

・６　 ・８

鋼板の表面処理　　※電気亜鉛めっき２種３級　　・　
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１．フリー

アクセス

フロア

(20.2.2)

・　

・溝工法

・パネル構法

構法 漏えい抵抗

・5,000Ｎ

・3,000Ｎ

・0.6Ｇ

・1.0Ｇ・　・５００

所定荷重耐震性能高さ(mm)寸法(mm)

・1.2以上

・0.6以上

帯電防止

性能

２．可動間仕切

(20.2.3)

・スチール

・アルミニウム合金

・壁紙張り

・アクリル樹脂焼付

・メラミン樹脂焼付

・３６

・２８

パネル式

スタッドパネル式

スタッド式

構造形式 構成基材 表面仕上げ
db/500Hz

遮音性

３．移動間仕切

(20.2.4)
表面仕上げ

・壁紙張り

・アクリル樹脂焼付

・メラミン樹脂焼付

・３６

・２８

db/500Hz

遮音性

・電動式

・手動式

・ワンタッチ式

・ハンドル式 ・　

パネル表面材

の材質
操作方法

４．トイレブース

(20.2.5)

・ポリエステル樹脂系化粧板

・メラミン樹脂系化粧板

・　

※幅木タイプ

パネル表面材 脚部

５．階段滑り止め

(20.2.6)

取付け工法

・　

ビニルタイヤ入り

・ステンレス製(SUS304) ・　

・　

・３５

・埋込み工法

※接着工法

厚さ(mm)材種 形状

６. 鏡 (20.2.9) 縁なしの防湿性を有するものとする

厚さ(mm)　　　※５　　　・　

７. 表示

(20.2.10)

・案内板

・ピクトグラフ

・室名札

・非常用進入口

・衝突防止表示

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

消防法適合品

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

種別 形状寸法 材質 備考

８. ブラインド

(20.2.12)

・縦型

・横型

・手動式　　・電動式

・手動式　　・電動式

形式 操作方法

９. ロール

スクリーン

(20.2.13)

・チェーン式

・スプリング式

・電動式 ・図示による

・図示による

・図示による

・図示による

・図示による

・図示による

操作方式 幅（mm) 高さ（mm）

10. カーテン及び

カーテンレール

(20.2.14)

カーテン

・ダブル

・シングル ・片引き

・引分け

・手引き

・ひも引き

・電動

形式 開閉操作

図示

図示

図示

80

80

40

樹脂製床材一体型
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１. ＰＣ部材製造

に用いる材料

及び部品

(24.2.1)

セメントの種類

※普通ポルトランドセメント

※早強ポルトランドセメント

※混合セメントのＡ種

(24.2.4) 混和材料

混和剤　　

・ＡＥ剤 ・減水剤 ・ＡＥ減水剤 ・高性能減水剤 ・高性能ＡＥ減水剤

・流動化剤

混和材

・フライアッシュ

・高炉スラグ微粉末

・シリカフューム

・膨張材

(24.2.5) 鉄筋

・Ｄ29以上

・Ｄ19～Ｄ25

・Ｄ10～Ｄ16

建築基準法３７条認定

鉄筋コンクリート用棒鋼

・高強度せん断補強筋

・ＳＤ３９０

・ＳＤ３４５

・ＳＤ２９５Ａ

規格名称 種類の記号 径(㎜)

(24.4.5) 鋼材

建築基準法に基づき指定又は認定

JIS G 3475

JIS G 3466

JIS G 3444

JIS G 3353

JIS G 3350

JIS G 3138

JIS G 3136

JIS G 3114

JIS G 3106

JIS G 3101

規格番号

・STKN400W　　・STKN400B　　・STKN490B

・STKR400　　・STKR490

・STK400　　・STK490

・SWH400

・SSC400

・SNR400A B　　・SNR490B

・SN400A B C　　・SN490B C

・SMA400AW AP BW BP CW CP　　・   

・SM400A B C　・SM490A B C　・　　

・SS400　　・SS490　　・SS540

種類の記号

(22.4.6) 接合用金物

仕上がり形状 寸法

２. ＰＣ部材の

製造

(24.3.2)

コンクリートの種類

・普通コンクリート

・軽量コンクリート１種

・軽量コンクリート２種

(24.3.3)

(24.3.4) Ｆｃ　　　　(Ｎ/mm２) ※５５％以下

・　 ・　

※１２cm以下

コンクリートの設計基準強度 水セメント比 スランプ

(24.3.9) かぶり厚さ

非耐力壁・床・屋根(cm) 耐力壁・柱・梁(cm)

※２０　　　・　　　 ※３０　　　・　　　

(24.3.12) タイル仕上げの工法

※タイル打込み工法　　　　・　

３. 溶接接合

(26.6.6)

(26.6.7)

添えプレートの材質　　　・　

フレアグレープ溶接の余盛(mm)　　　　・　　

溶接後の検査

超音波探傷試験　　　・行う　　　・行わない

４. スリーブ接合

(24.7.1)

スリーブ接合の材料　　　・　

スリーブ接合の施工方法　　　・　

スリーブ接合の検査　・行う（方法・　　　　　判定基準・　　　　　　）　

・行わない

５. 狭小部充填

コンクリート

(24.9.1)

コンクリートの設計基準強度

Ｆｃ　　　　(Ｎ/mm２) （ＰＣ部材の設計基準強度以上とする）

６. 敷きモルタル

の圧縮強度

(24.10.1)

敷きモルタルの圧縮強度

Ｆｃ　　　　(Ｎ/mm２) （ＰＣ部材の設計基準強度以上とする）

工
事
現
場
の
環
境
改
善
及
び
建
設
副
産
物
等
の
処
理

環境改善

取扱い

をすること。

された「建設廃棄物処理委託基本契約書」によること。

廃棄物とともに収集運搬業者に渡すこと。

照合・確認のうえ５年間保存すること。

１．工事現場の

２．産業廃棄物の

計画と実施を提出すること。

計画と実施を提出すること。利用促進

３．再生資源の

１　工事現場のイメージアップ

・仮囲い周辺の美化　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　地域住民への情報提供

・完成予想図の設置　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・工事経過説明板等各種情報掲示板の設置　（　　　　　　　　　　）

・パンフレットの作成・配布　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　住民に対する災害防止関係

・住民に対する災害防止策の充実　（　　　　　　　　　　　　　　）

１　複数のコンテナを設ける等、廃棄物の種類別に徹底した分別を行うこと。

２　産業廃棄物を委託処理する場合は、収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ委託契約

３　委託契約書の書式は、（社）日本建設業団体連合会以下９団体により共同作成

４　産業廃棄物管理表（マニュフェスト）に必要な事項を記入し、運搬車両ごとに

５　マニフェスト（A，B2，D，E）はその都度又は処分終了後１０日以内に返送を受け

１　再生資源利用促進計画

２　再生資源利用計画

３「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による届出を行うこと。
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１. 排水管

(21.2.1)

・硬質ポリ塩化ビニル管

・遠心力鉄筋コンクリート管

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

・図示　　・　

呼び径材種

２. 鋳鉄製ふた

(21.2.1) ・鋳鉄製マンホールふた ・水封形

・中ふた付き密閉型

・密閉型（テーパ・パッキン式）

・簡易密閉形（パッキン式）

（テーパ・パッキン式）

・Ｔ－２用

名称 種類 適用荷重

25

13　単板堅羽目板 材料　※内装腰壁：厚さ12　長野県産唐松板縦張り（本実加工）

　　　(県産材：信州木材認証センターで認証した製品又は同等品とする)

14 化粧ケイカル板 キッチン廻りに使用する専用の化粧ケイカル板(不燃材)とする。

目地はシーリング(防カビシリコン系)　周囲取り合いは木製見付25見切りとする。　

カーテンレール
材質

・ダブル

・シングル

形式

・片引き

・引分け ・アルミニウム製

・ステンレス製

・Ｃ型

・角型

形状

アルミ製物干金物　　スカイクリーン２型 650 同等品

ＦＦ用スリーブ　　　外部アルミキャップ、内部樹脂キャップ、断熱材充填
エアコンスリーブ　　外部アルミキャップ、内部樹脂キャップ、断熱材充填

150型レジスター・スリーブリング・ガラリ同等品

換気レジスター（ガラリ・キャップ付）

100型レジスター・スリーブリング・ガラリ同等品

可動間仕切収納　　　※図示（ A-56図参照 ）

室名札　　　　アルミ製　270x135　Ａ型室名札同等品

掲示板　　　　アルミ製（板面ビニールレザー）　W1200×H1026

誘導標識　　　塩ビ製既製品

エレベーター表示板　　　アルミ製　150x150

階数表示板　　ＳＵＳ製　150x150　AE-813階数表示板同等品

棟番号　　　　アルミ製　アルマイト処理　W270×H570

避難ハッチ　　ＳＵＳ製　□600　梯子内蔵型16．その他

13．郵便受箱

(20.2.17)

郵便受箱の品質及び性能

14．手すり

ユニット

(20.2.18)

手すりユニットの品質及び性能

・その他（　　　　　　　　）

種類 形状材質

・バルコニー用

・廊下用

・図示による

・図示による

寸法等(mm)

・手すり子タイプ

・目隠しタイプ

・図示による

・図示による

・目隠しタイプ

・手すり子タイプ

・スチール製

・ステンレス製

・アルミニウム製

・スチール製

・ステンレス製

・アルミニウム製

15．補助手すり

(20.2.19)

補助手すりの品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

形状、寸法、材質等は特記による。

種類　・Ａ型　・Ｂ型（リフォーム用）

ﾕﾆｯﾄｻｲｽﾞ　・1216型　・1618型　※その他（特寸）

手摺設置箇所　・浴室出入り　※浴槽跨ぎ　※浴槽内　・洗い場

付属品　※天井点検口  ※ｼｬﾜｰ金具　※ﾀｵﾙ掛　※防湿型照明　※耐水鏡　

12．キッチン キッチンユニットの品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）（・一般型　・長寿対応Ａ型　・長寿対応Ｂ型）

・ＢＬ同等品　　　・高齢者対応型　　・その他（　　　　　　　　）

種類、材質、付属部品等は図示による。

種類　・ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅠ型　・ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅡ型　・ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ

形状、寸法(mm)

　流し台　　間口　（・1200　※1500　・2100）　　高さ（※800　・850）

　　　　　　奥行　（・550　※600）　　シンク（※ｼﾝｸﾞﾙｼﾝｸ　・ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾝｸ）

　コンロ台　間口　（※600　・700）　　　　　　　高さ（※620　・670）

　　　　　　奥行　（※600　・550）　　ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ（※有　・無）

　調理台　　間口　（・300　・600　・隅用）　　高さ（※800　・850）

　　　　　　奥行　（・550　※600）

　吊戸棚　　間口　（・300　・700　・900　※1200　・隅用　）　

　　　　　　高さ　（※500　・700　・1000）　　奥行（※350）

　ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ　（・一体型　※分割型）

　ｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ及びｼﾝｸの材料　※ｽﾃﾝﾚｽ（※SUS304　・SUS403）

　　　　・鋳鉄ホーロー　・アルミ合金　・化粧板　・合成樹脂成形品

　付属部品　※水切り棚（※ステンレス　・　　　　　　　）

　　　　・レンジフード

ユニット

(20.2.16)

キャビネット

※優良住宅部品（ＢＬ部品）（・Ａ型　※ＡＭ型　・Ｂ型　戸用）

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

・機材の品質・性能基準　　・その他（　　　　　　　　）

形状、寸法、材質等は図示による。

　※監督員の指示による(ダイヤル錠　ルームナンバー表示)

・硬質ポリ塩化ビニル管継手

・その他　その他有孔VU菅

３．グレーチング

(21.2.1) ・鋼製

・ステンレス製 ・溝ふた（横断用）

・Ｕ字溝用

・桝ふた用

・溝ふた（側溝用）

・Ｔ－20用

・Ｔ－14用

・Ｔ－６用

・Ｔ－２用

・歩行用

・細目

・普通目

・細目

・普通目

・Ｔ－20用

・Ｔ－14用

・Ｔ－６用

・Ｔ－２用

・歩行用

・Ｕ字溝用

・桝ふた用

・溝ふた（側溝用）

・溝ふた（横断用）

メインバーピッチ材質 用途 適用荷重

・格子蓋

・Ｔ－20用

・Ｔ－５用

・Ｔ－６用

・Ｔ－14用

４. 街きょ、縁石、

側溝

(21.3.1)

・図示　　・　　　

・図示　　・　　　

・図示　　・　　　

・図示　　・　　　

形状・寸法

・縁石

・Ｌ形側溝

・Ｕ形側溝

・Ｕ形側溝ふた

種類

５. 砂基礎の砂質 ・山砂

※受け枠付

(22.9.2) ・Ａ種　（※通路　　　・　　　　　）

・Ｂ種　（※建物周囲その他　　　・　　　　　　）

※ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）

22

舗
　
装
　
工
　
事

(22.2.2)

(22.2.3)

(22.2.5)

盛土材料 ・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

凍上抑制層　　　・適用する（材料　・　　　　　）　・適用しない

フィルター層の厚さ　　　・　　　mm

路床安定処理添加材料

・普通ポルトランドセメント

・高炉セメントＢ種

・フライアッシュセメントＢ種

・生石灰（・特号　・１号）

・消石灰(・特号　・１号)

路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験

路床の締固め度の試験

(22.3.2)

(22.3.3)

路盤材料

種別

路盤の締固め度の試験

※行う　　　・行わない

・行う（・乱した土　・乱さない土）　　・行わない

・行う　　　・行わない

舗装

(22.4.2)

アスファルト舗装の構成及び厚さ　　・図示　　・　

加熱アスファルト混合物の種類

・一般地域表層

区分 地域 種類

１．一般事項 県内産資材を優先使用するよう努めるとともに、本工事に県外産資材を使用

する場合は県内産資材を使用しない理由などを別紙「県外産資材使用報告書」

に記入し、監督員に提出すること。

厚さ(mm)

・　

品質

・　

・クラッシャラン（Ｃ－４０）

・粒調砕石

・密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）

舗装

(22.5.2)

(22.5.3)

コンクリート舗装の厚さ

・歩道部

・車道部

※70　 ・　　　・図示

・150　・　　　・図示

部位 厚さ（mm)

注入目地材料　　　※低弾性タイプ　　・高弾性タイプ

(22.6.2) 加熱系

常温系

・塗布工法

・ニート工法

・石油樹脂系混合物

・アスファルト混合物 ・車道部　・歩道部

・車道部　・歩道部

・車道部　・歩道部

・車道部　・歩道部 ・　

・図示

構成及び厚さ(mm)種類 部位

添加する材料　　・着色骨材（　　　　）　　・自然石（　　　　）

アスファルト

舗装

(22.7.2)

透水性アスファルト舗装の構成　　・図示

(22.8.2)

(22.8.3)

・コンクリート平板舗装

・普通平板

・透水平板

・３００角

・　

種類 寸法

・インターロッキングブロック舗装

種類 部位

・透水性ブロック ・歩道部

・車道部

・　 ・砂

・モルタル

構成及び厚さ(mm) 目地材

※5.0　　・ 

※3.0　　・　

曲げ強度(Ｎ/mm2)厚さ(mm)

・寒冷地域 ・密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）

※細粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）

・細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（１３）

・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（１３Ｆ）

基層  ※粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（２０）

シールコート　　・行う　　※行わない、　締固度試験　・行う

アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　　　※行わない

・　再生アスファルト30％

※普通ブロック

・植生用

・その他（　　　）

・60　・80　

・60　・80　

早強セメント　　　・使用する　　　　※使用しない

陶管の継手　　※圧接ジョイント工法

硬質塩化ビニル管の継手　※冷間接合　　・溶着接合　　・ゴムリング接合

雨水枡、汚水枡、枡ふた　・図示による　　

マンホール足かけ金物の材料及び位置　　・図示による

７　雨水排水施設工

６　管渠工

材料　・　図示

（鉄筋コンクリート既成側溝に砂利入れとし屋根の雨水を受け流す）

８　雨水浸透施設工 材料　・　図示

２．路床

３．路盤

４．アスファルト

５. コンクリート

６. カラー舗装

７. 透水性

８. ブロック舗装

９. 砂利敷き22
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10. 平板舗装

砂利敷きの種別

種類及び規格　・ｶﾗｰ平板　・人研平板　・洗出平板　・その他（エコ平板）

伸縮目地　・　　　　　　　　　表層安定材

11. 土系園路工 表層安定剤　　・塩化マグネシウム又は塩化カルシウム

　形状　・300×300、　工法（・透水性　・植生用）　・　　、色彩　・標準カラー　

　ブロック敷設パターン　・単色　・２色混合　・ ３色混合

・舗石舗装　　　

・　 ・　 ・　

種類 形状 寸法(mm)

12. れんが舗装 化粧目地　　　・　

伸縮調整目地　※目地に囲まれた１区画が10 ｍ２以下　　・　

13. タイル舗装 材料　・　　　　　　　　　　　　寸法　・　　

形状　・　　　　　　　　　　　　色彩　・　　

化粧目地　　　・　

伸縮調整目地　※目地に囲まれた１区画が１０ｍ２以下　　・　

14. 石材系園路工 砂利の種類

青石の厚さ及び表面積　・　　

15. 側溝工

小舗石の産地　・　　　

　　　　　　　　・　　　　　　・ 

形状・寸法種類

設置場所、蓋架けの種類は図示による

※側溝底版コンクリート打ちとする

16. 縁石工 ＪＩＳの規格にない材料を使用する場合の品質　　・図示による

地先境界ブロック　※面取りする

17. 車止め ※コンクリート二次製品（既製品）　・図示

18. 路面表示

　　　（区画線等）

接着剤併用の上、アンカー(ＳＵＳ304)で下地に固定する。

駐車場等は、図示により路面表示を行う。

・ＪＩＳ Ｋ ５６６５　１種２号　常温式（ペイント式）　幅１５０　白色

・ＪＩＳ Ｋ ５６６５　３種１号　溶融式　幅１５０　白色
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１．植栽地の

確認等

(23.1.3)

・土壌の水素イオン濃度指数（ph)試験　　　・行う　　・行わない

・電気伝導度(EC)試験　　　・行う　　　・行わない

２．植栽基盤

(23.2.2)

・Ｄ種

・Ｃ種

・Ｂ種

・Ａ種

種別

樹木

芝，地被類木

樹種等

植え込み用土　　　・客土　　・現場発生土の良質土

土壌改良材　　・適用する（・パーク堆肥　　・汚泥発酵肥料）

・適用しない

土壌改良材を適用する場合の使用量は、植込等の面積１㎡当たり、

パーク堆肥　50リットル　　　汚泥発酵肥料　10リットル

３. 植樹

(23.3.2)

樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量

※図示　　　・　

(23.4.2) 種類　　　　※コウライシバ　　・ノシバ

芝張りの工法

平地　　　※目地張り　　・べた張り

法面　　　・目地張り　　※べた張り

吹付けは種

・　

※洋芝類（採集後２年以内）

・

※８０％以上

種子の種類 発芽率 種子の量(ｇ/m2)

地被類

樹種 芽立数 コンテナ径 単位面積当たりのコンテナ数

・屋上緑化システム
排水層

・３０ｃｍ

・１２ｃｍ

・図示

土壌層の厚さ

・板状成形品

(層の厚さ：　　　)

・軽量骨材

※改良土

・人工軽量土

植込み用土

樹高の上限　　※ 設けない　　・ 設ける　（　　　　　　　　）

丸太支柱材の防腐処理　　・　防腐材塗り　・JIS A 9002加圧注入処理　

パイプ支柱材の規格等　　※JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)　

客土の種類　　　　　　　・ 畑土　　※ 黒土　　・ 真砂土　　・山砂

樹名札　・　　

幹巻き用材料　　　※幹巻き用テープ　　・わら　　・こも

４. 地被類植栽工

　 　　播種工

草本類、つる性類　　　発芽率　・　　　かん水　・　　　

リュウノヒゲ、ささ類の種類　・ ポット栽培品　　・ 

コウライシバ類　・　切芝　・　ロール芝　

客土及び目土の種類　　　・ 畑土　　※ 黒土　　・ 信ｻ土

５. 芝

６．屋上緑化

・擁壁

(23.6.2)

調査

支持力試験　　　・行う（方法：　　　　）　　・行わない

種類

・現場打ち擁壁

・プレキャスト擁壁

・ブロック積(張)擁壁

・石積(張)擁壁

・その他擁壁 (・ﾚﾝｶﾞｳｫｰﾙ　・ﾀｲﾙｳｫｰﾙ　・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸｳｫｰﾙ)

(23.7.3)

柱材料　　　※杉　　※桧　　

防腐処理　　・適用する（方法：　　　　）　　・適用しない

(23.9.2) ・パイプ柵

・ネットフェンス

種類　　・　　　　　　　　寸法　　・　　　mm

・焼丸太

樹種　　　※杉　　※桧　　・　

ユニット

(23.10.2)

自転車置場ユニットの品質及び性能

※優良住宅部品（ＢＬ部品）　　　・機材の品質・性能基準

・その他（　　　　　　　　）

収容台数　　　　・　　　台

(23.10.3)

・　

・

・　

・ ・図示

・　 ・　

・図示

材質 強度区分の種別 寸法 形状

７．保証書

　　（植栽工事）

※引渡し日から１年間の保証書（施工業者、請負業者連名）を提出する。

８．ウォール

９. 四つ目垣

10. 柵

11. 自転車置場

12. 物置ユニット

そ
の
他

１．保険等 　１　請負者は、本工事の工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければ

ならない。また、保険加入期間は引渡日（概ね契約工事完了日＋１ヶ月）までとし、

全保険料金を支払いの上その写しを県工事契約業務担当者まで提出すること。

なお、加入期間の開始を契約後１ヶ月以上遅らせる場合は、監督員に協議すること。

　２　工事期間中、請負者の責任と負担により、労災保険に加入すること。

　１　暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に

提出すること。

　２　工事の請負額が 500万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の

登録をすること。

　　　登録する場合は、内容について監督職員の承諾を受けた後、次に示す期間内に登録

の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督員に提出すること。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。

　　　(1)工事受注時　契約締結後１０日以内

　　　(2)登録内容の変更時　変更契約締結後１０日以内

　　　(3)工事完了時　工事完了後１０日以内

　３　施工体制台帳を整備するとともに契約書（写）を添付し提出すること。

　４　施工にあたっては、低騒音、低振動型施工機械の採用に努めること。

　５　請負者は、工事用資材の調達に当たっては、極力県内の取扱い業者から購入する

こと。

　６　「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成19年法律　第66号）

に基づき、資力確保の措置を行うこと。

　７　環境への配慮

　　・当工事は「長野県公共事業等環境配慮制度」の適用工事とする。

　　・当工事は「建設部公共事業環境配慮指針」の適用工事とする。
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８　防蟻処理

・(社)日本しろあり対策協会標準仕様

・対象場所：１階床下　　土壌処理

３ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形

 板の除去（ﾚﾍﾞﾙ3）

アスベスト含有成形板の除去

・行う（建築物解体工事共通仕様書による）

２．その他

・その他（同等品　　　　　　　　）

　　　　※ｼｬﾜｰ付混合水栓　※折れ戸　※手摺　※換気扇（壁付）

・２５　・５０

・Ｉ型手摺　　L=600　樹脂製

・Ｌ型手摺　　W600×H600　樹脂製

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　長 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
SPACE CREATION SEKI

日付 名称

図番CHECK DRAW

縮尺図名SPACE CREATION

SEKI長野 県 住 宅 供給 公社
A-

A1:-
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令和８年度 県営住宅（上田)

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事



・建設副産物適正処理推進要綱(以下｢推進要綱｣という。)

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説

平成10年12月1日建設省経建発第333号

Ⅰ 解体工事概要

1.工事場所

3.除却対象物 ・建築物　　・工作物　　・建築設備　　・家具等　　・樹木　　・その他

2.敷地面積（㎡）

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

延 面 積(㎡)建築面積(㎡)桁行(ｍ)梁間(ｍ)階　数構　造除却対象建築物等

Ⅱ 解体工事仕様

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　（３）特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

特記事項項　　　目章

１ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修1.適用基準等

・長野県建築工事の手引き 長野県建設部施設課監修

・建設工事公衆災害防止対策要綱　建築工事編

・長野県建設リサイクル推進指針

平成5年1月12日建設省経建発第1号

　・冷媒を回収した後撤去を行う機器は下記による。

図面番号 記　号

・工事写真の撮り方（改訂第三版）建築編

７ 1.工事現場の環境 工事現場のイメージアップ

   改善について ・仮囲い周辺の美化　　　・　

地域住民への情報提供

・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

住民に対する災害防止関係

・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

産業廃棄物処理状況記録及び写真を次のように整備すること。2.産業廃棄物の

　　　取扱いについて (ⅰ) 搬出された産業廃棄物の処理状況記録

　①　処理の全部又は一部を委託した場合

　　ア　収集運搬車両ごとの産業廃棄物管理票（以下「ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ」という。)A票、B2票、D票及E票(建Ⅱの

　　　　場合はB4票を加える。)の写し、建設廃棄物処理委託契約書の写し並びに搬出解体材の数量集計表

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中

　　　　間処理状況の写真）

　②　請負者が自ら処理した場合

　　ア　ﾏﾆｭﾌｪｽﾄに準じた解体材の種類ごとの数量集計表

　　イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真（中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処

　　　　理状況の写真）

　③　特別管理産業廃棄物の場合

　　①又は②に準ずる。ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。

(ⅱ) 産業廃棄物の再資源化実施状況記録

　　 再生資源利用促進実施書に記載する事項

　　　発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等　　

(ⅲ) 写真

　①　工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真

　②　仮設物、安全措置状況及び工程写真（除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影すること。）

　③　使用機械類

　④　産業廃棄物収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真

　⑤　しゅん工時の全景写真（着手時と同一アングルとする。）

　⑥　その他監督職員の指示による

　調査方法については設計図書による。

調査の有無　　　※無　　　・有

調査項目　・土壌調査　　・土壌調査（含有量試験）　　・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出調査　　・廃棄物含有調査

　土壌汚染に係る環境基準に準拠すること。

　調査箇所については設計図書による。

3.騒音、振動調査

4.土壌調査

　　　　　　届出手続等

　(1)工事の着手、施工、完成にあたり、関係機関への必要な手続等を遅延なく行う。

　(2)前項に規定する届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ

とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。

　工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。

その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定

めるところにより、発注者が保有する。

｢周知の埋蔵文化財包蔵地｣の該当　　　　・該当する　　　　　　・該当しない

埋蔵文化財調査の時期　　　　　　　　　・解体工事終了後　　　・解体工事中

掘削作業時の教育委員会等の立会い　　　・有　　　　　　　　　・無

5.官公庁その他への

6.疑義に関する協議等

7.文化財その他の埋蔵物

8.埋蔵文化財調査

電柱の撤去　・行う（　/　図による）　・行わない屋外設備等

外灯の撤去　・行う（　/　図による）　・行わない

解体後の整地 解体後の埋戻し及び盛土

　・行う

整地高さ

・現状ＧＬ　　・行う（　　図による）

埋戻し及び盛土の材料

・山砂の類　　・他現場の建設発生土の中の良質土　　・再生コンクリート砂

埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

　・行わない

<3.12.1>
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  7

表層の砂利敷き

　※行わない

　・行う（・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)厚さ 60mm　　・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(C-40)厚さ 60mm）

４
一般事項  1

総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムに

データ入力を行う。また、同システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用

本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。

促進計画書を工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督職員に提出する

ものとする。

再資源化等  2 <4.4.1>

  3 <4.4.1>

名　称 仕　様 数量 備　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品）

・コンクリート

建設廃棄物の種類 備　考

・木材

・木材（縮減）

・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

・金属類

・小形二次電池

・蛍光ランプ、HIDランプ

・硬質塩化ビニル管、継手

※中間処理施設又は再資源化施設等の名称、所在地は現場説明書による

・ガラス

再資源化し、現場で

利用する建設廃棄物

・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

特別管理産業廃棄物

の処理
備　考

・絶縁油のPCB含有量の分析調査

・ダイオキシン類のサンプリング調査

　・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の　検討方法（平成4年7月3日厚生

　　　省告示第192号）」又は「絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの　分析方法規定（電気技術規定

　　　JEAC1201-1991）」により行う。

　・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン　類暴露防止対策要綱（平成13年4月25日付

　　　基発第401号）」により行う。

  3 <5.4.1><5.4.5><5.4.6>

特別管理産業廃棄物の種類

※処理施設の名称、所在地は現場説明書による

PCBを含む機器類 <5.4.3>引渡しを要する機器類

PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材 撤去方法

　・「標準施工要領書（日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会／日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会）」による。

撤去範囲

　※（図示　/　図による）　　

・廃石綿等

・ＰＣＢを含む機器類

・ＰＣＢ含有シーリング材

・廃油

・廃酸／廃アルカリ

・ダイオキシン類

・ 

・ 

  4

仕様・数量等

  5 <5.4.4>

ダイオキシン類 廃棄物の焼却施設の解体 <5.4.7>

　解体方法

　処分方法

  6

<5.4.7>

アスベスト含有分析

調査

  1

材　料　名

・ 行う（下表による）

調査方法（１材料あたりの試料数：3サンプル）

※ 定性分析　　・定量分析

分析によるアスベスト含有建材の調査

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

※ 定性分析　　・定量分析

施工調査

調査範囲（・　　　　　　・図示　　　　　　　） 　

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

ベストを含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、監督職員

に報告する。

・アスベスト含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアス

分析結果については、監督職員に提出すること。

※ JIS A 1481 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による

　※ JIS A 1481-2 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第２部：試料採取及びアスベスト

　　含有の有無を判定するための定性分析方法」又は JIS A 1481-3 「建材製品中のアスベスト

　　含有率測定方法-第３部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」による

分析方法

　　　　　　　　　　　　アンソフィライト、トレモライト）

　　※ アスベスト ６ 種類（アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、

分析対象

採取箇所　　※　図示　　

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度

測定

  2 <6.1.3>
アスベスト粉じん濃度測定

・行う（測定名称及び測定点は下表による）

　アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第１部：光学

　顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。

　測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

測定箇所　※図示

・ 測定 2

・ 測定 1 処理作業室内

測定名称 測定点（各施工

の排出口

処理作業室内

処理作業前

処理作業中

処理作業後

施工区画周辺又は

・ 測定 4

・ 測定 3

・ 測定 5

・ 測定 10

・ 測定 9

(ｼｰﾄ養生中)

処理作業後ｼｰﾄ

撤去後1週間以降

測定時期 測定場所

敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部

の付近

箇所ごと）

備　考

－

－

空気の流れを確認

－

－

－

除じん装置の

－

・ 測定 7

・ 測定 6 －

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

(処理作業室外の場合)

施工区画周辺又は

敷地境界

・ 測定 8 －

敷地境界

性能確認

・(　　　)点

・(　　　)点

・(　　　)点

・(　　　)点

・(　　　)点

・(　　　)点

・(　　　)点

集じん･排気装置の装置

・(　　　)点

・集じん、排気

　装置各1点

・4方向各1点

・(　　　)点

・(　　　)点

・4方向各1点

・4方向各1点

　測定５のみ　※ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、粉じん相対温度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、繊維状粒子自動計測器

　　　　　　　　（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等、排気の粉じん濃度を迅速に計測できる機器にて測定

施工区画周辺又は

６

アスベスト粉じん濃度測定方法

測定3 測定1,2､4､6,7,8 測定9,10

・120　　・　試料の吸引時間(min)

試料の吸引流量(l/min)

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径(mm)

・1　　・　

・ 

・ 

・ ・5　　・　

　　　　　25 　　　　　25

・5　　・　

ア、測定結果

イ、測定時間

ウ、測定位置（測定高さとともに図面上に記載する。）

エ、サンプリング条件（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量）

オ、マウンティング方法

カ、顕微鏡視野面積、計数視野数

キ、測定時（各測定場所ごと）天候、温度、湿度、外気の風速及び風向

<6.3.2>・アスベスト含有吹付け材の除去

　又はアスベスト含有保温材等の除去で石綿粉じんを発散する恐れがある場合(損傷、劣化等)

　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　除去工法　　　　※6.3.2による　　　・　

　　　　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機

　　　　フィルタについても密封処理を行う。

報告書の作成（記録する項目）

　　除去したアスベスト含吹き付け材等の飛散防止

　　除去したアスベスト含有吹付け材等の処分

　　　※密封処理（二重袋梱包）　　※湿潤化　　※セメント固化

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の

処理

  3

　　・埋立処分(管理型最終処分場)　　・中間処理(溶解施設)

・アスベスト含有保温材の除去(ﾚﾍﾞﾙ2)

　　除去工法　　　　※9.1.4(c)による（原形のまま、手ばらしが可能な場合）

　　　　　　　　　　・9.1.3(b)による（損傷、劣化等で石綿粉じんを発散する恐れがある場合）

　　　　　　　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　　　　　　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　　　　　　　　　　※密封処理（二重袋梱包）　　※湿潤化　　※セメント固化

<6.4.3>

　　　　　　　　　　除去したアスベスト含有保温材等の飛散防止

　　除去したアスベスト含有保温材の処分

　　・埋立処分(管理型最終処分場)　　・中間処理(溶解施設)

・アスベスト含有成形板の除去(ﾚﾍﾞﾙ3) <6.5.2>

　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　作業場の隔離　　・行う　　　・行わない

　　除去したアスベスト含有成形板の処分の飛散防止

　　　・アスベスト含有せっこうボード

　　　・アスベスト含有成形板（アスベスト含有せっこうボードを除く）

　　　　　※埋立処分(管理型最終処分場)

  4 ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｾﾗﾐｯｸ

ﾌｧｲﾊﾞｰの処理
除去処理対象物　・　

　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　除去方法　　　　・図示　　　・　

　　処分　　　　　　・埋立処分(安定型最終処分場)　　　・　

　　　　　・埋立処分(安定型最終処分場)　　　　・中間処理(溶解施設)
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国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和4年版）

解体工事特記仕様書

―

―ＷＲＣ

(1.3.3)

(1.3.5)

※引渡しを要するもの

名称 仕様等 備考

※適用する　　　　・適用しない

(1.3.10)

・現場説明書による

2.電気保安技術者

3.施工条件明示項目

4.引渡しを要するもの

5.解体工事施工技士 本工事を適切に施工管理するため、解体工事施工技士の選任等に配慮すること。

・

２

３

騒音・粉塵等の対策

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

  2 騒音・粉塵等の対策

工事用水

工事用電力

  4

  5

<2.3.1>

<2.2.1>

規模及び仕上げの程度は現場説明書による

  3 監督員事務所

※防音パネル　　　　　・防音シート

設置範囲及び高さ

※（図示　/　図による）　　

・ 既存建物内の一部を使用する     ・ 構内に設置する ・設けない

足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省  1 足場その他

平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の

組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さ

ん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における

２の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行専用足場方式により行うこと。

樹木の伐採伐根及び移植

・行う　　　・行わない

樹木等

杭の解体

・引抜き工法　　・破砕による解体

杭の解体工法

　・行う（　/　図による）　　

地下埋設物及び埋設配管の解体地下埋設物/埋設配管

設備機器等 解体事前処理（油類タンク）

<3.9.2>

<3.10.1>

<3.11.1>

  1 浄化槽、排水槽等

・行う　　　・行わない

汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置

　2

  3

  4

  5

<3.2.1>

　・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

　　て残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。

　・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に応じ

解体事前処理（冷媒）

　・機械設備図による。（図面番号　　　　　　　　　）

図面番号 記　号

　・冷媒を屋外機にポンプダウンした後、撤去を行う機器は下記による。

仮
設
工
事

解
体
施
工

　・行う（　　　図による）　

産業廃棄物広域認定  4 <4.4.2>

制度の活用
種　類　 備　考

※所在地は現場説明書による

最終処分する  5 <4.4.4>

建設廃棄物
名　称 仕　様 数量 備　考

木材類発生材

混合廃棄物

※最終処分施設の名称、所在地は現場説明書による

処理に注意を要する  6 <4.5.1>

建設廃棄物
数量 備　考

・石綿含有せっこうボード

・ひ素・カドミウム含有せっこうボード

・上記以外のせっこうボード

・CCA処理木材

廃棄物の種類

・ 

５

※最終処分施設の名称、所在地は現場説明書による

特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。 <5.1.2>

（1）特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、

　　型式、種類、数量等を調査する。

（2）特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、

　　処分条件等を調査する。

（3）調査結果は調書にまとめ、監督職員に提出する。

  2 分析調査

管理産業廃棄物等の種類

備　考分別調査を行う特別

部位：・図示　・　

部位：・図示　・　

部位：・図示　・　

部位：・図示　・　

箇所数：　　箇所

箇所数：　　箇所

箇所数：　　箇所

箇所数：　　箇所

採取する部位・箇所等

<5.1.2>

　専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

・第二次判定

　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

・第一次判定

<5.4.4>

施工調査  1

・PCBを含む機器の微量PCBの分析調査 <5.4.3>

・PCB 含有シーリング分析調査

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
等

長野県上田市緑が丘１丁目

緑が丘団地　162タイプ 64.45㎡

　　　共通仕様書(最新版)｣(以下、｢解体共仕｣という。)により、解体共仕に記載されていない事項は、国土

　　　交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)｣(以下「標仕」という。

　　　)及び｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)｣(以下、｢改修標仕｣という。)による。

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　長 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
SPACE CREATION SEKI

日付 名称

CHECK DRAW

図名SPACE CREATION

SEKI長 野 県 住宅 供給 公社
解体工事特記仕様書

図番

縮尺 A1:-
A3:-

A-05

令和８年度 県営住宅（上田)

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事



長野県上田市緑が丘１丁目

案内図

M13棟　H2　中耐　163

M12棟　H4　中耐　162・H16K4

M11棟　H4　中耐　162

M10棟　H4　中耐　162

M9棟　H4　中耐　162

M8棟　H2　中耐　163

M6棟　S63　中耐　163・164

M5棟　H1　中耐　162

M3棟　H1　中耐　162

M2棟　H2　中耐　162

M1棟　H2　中耐　162

配置図　S=1:800

M4棟　H1　中耐　163

M7棟　S63　中耐　162・H16K4

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
SPACE CREATION SEKI

日付 名称

図番CHECK DRAW

縮尺図名SPACE CREATION

SEKI長 野 県 住 宅供給 公社
A-

A1:1/800
A3:1/1600
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案内図・配置図

５０１ ５０２ ５０３ ５０４

４０１ ４０２ ４０３ ４０４

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４

１０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

３０１ ３０２ ３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

３０３ ３０４

２０１ ２０２ ２０３ ２０４

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６

２０５ ２０６

３０５ ３０６

２０７ ２０８ ２０９ ２１０

１０７ １０８ １０９ １１０

４０１ ４０２ ４０３ ４０５４０４ ４０６

住戸タイプ番号：163（Ｍ４、Ｍ６、Ｍ８、Ｍ13棟）

住戸タイプ番号：162（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ５、Ｍ７、Ｍ９、Ｍ10、Ｍ11、Ｍ12棟）

改修済住戸

南ベランダ側からの住戸番号

M2棟 M1棟

M3棟M4棟

M6棟 M5棟

M7棟

M9棟 M8棟

M11棟 M10棟

M12棟M13棟

３０１ ３０２

４０３ ４０４ ４０５ ４０６

令和８年度 県営住宅（上田)

205、305、404号室　空部屋

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

バスリフォーム工事対象住戸　　計18戸
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玄関

洋室

階段室

浴室

Ｄ．Ｋ

洗面所
MB

1,180

1
,
8
4
0

浴室

天井（バスリブ・LGS下地共）撤去

バランス釜撤去

建具（AD・枠共）撤去

建具（AW・枠共）撤去

ｽﾃﾝﾚｽ浴槽（W800×D700×H650）撤去

改修前　平面詳細図　S=1:50 改修後　平面詳細図　S=1:50

バランス釜開口閉塞

窓開口閉塞

ユニットバス新設

（Ｌ型L=600）
手摺新設

湯沸器取付金具撤去

キッチンパネル撤去

開口枠新設（木製四方枠CL塗装、開口枠踏込部樹脂製）

手摺新設

手摺新設
（Ｉ型L=600）

（Ｉ型L=600）

点検口 450□

アルミパネル

撤去建具詳細図　S=1:30

撤去AW（内倒し窓）

型ガラス

ガラリ

撤去AD（片開き戸）

型ガラス

400

6
0
0

700

1
,8
0
0

浴室開口閉塞詳細図　S=1:10

木下地：60×60

木下地：60×60

内部 外部

耐水合板ｔ12.0

押出法ポリスチレンフォーム保温板３種Ｂｔ50

化粧ケイ酸カルシウム板ｔ6.0

SPACE CREATION

SEKI
日付 名称 図名

CHECK DRAW 図番

縮尺

A-

令和８年度 県営住宅（上田)

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事
長 野県 住宅 供給 公 社

平面図（162タイプ）
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SPACE CREATION SEKI

部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　員 担　当

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室



フロフタ

浴槽防水パン

排水トラップ

洗場

浴槽

ドア

天井

エプロン

照明
台

水栓

本

壁
上

体

台

下

折戸

間口

奥行

既存トラップ流用

奥行

間口

8W LED電球

表様仕

基本仕様

高品位ホーロー仕上（保温材付）

ステンレス・特殊カラーコート

ステンレス・300角磁器タイル貼（保温材付）

ステンレス・特殊カラーコート（保温材付）

化粧サンドイッチパネル（保温材付）

SUS443CT

［在来工法床面設置の場合（MR工法）］

［スラブ上設置の場合（BR工法）］

タオル掛

ミラー

壁貫通型給湯器取付

棚

窓

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

設置床面形態

在来工法

スラブ上

（いずれかに ○印）

（MR工法）

（BR工法）

SB浴室内寸

既存浴室内寸

間口

奥行

奥行

間口

SB浴室内寸

既存浴室内寸

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

壁付換気扇

天井点検口

樹脂製手摺（Ｉ型L600、２箇所）

１
６
２
タ
イ
プ

１
６
３
タ
イ
プ
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1,770㎜
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図番CHECK DRAW

縮尺図名SPACE CREATION
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ユニットバス詳細図（参考）
A1:1/20
A3:1/40令和８年度 県営住宅（上田)
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特　記　事　項項　　目

１．一般事項

２．設計図書等の取

編

(1.1.6)

(1.1.1)

・　本工事は、工事請負契約約款に基づき、施工する。

・　設計図書相互に相違がある場合の優先順位は、次による。

４．図面

３．特記仕様書

２．現場説明書

　　監督職員の指示に従い、請負金額の範囲内において施工するものとする。

・　本工事の設計図書に関する疑義は、工事契約前に質疑応答書により確認するものとする。

・　本工事の施工中に生じた疑義は、工事前に質疑応答書に準ずる記録書として作成する。

・　設計図書に明示がない事項でも、外観上、構造上、設備上、当然必要と認められるものは、

　　(CORINS)の登録

３．工事実績情報

後の10日以内に登録手続きを行い、工事カルテの受領書を、監督職員に提出すること。

受注時、変更時及び工事完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、契約締結後及び工事完成

(1.1.4)

・　適用しない

※　適用する（請負精算額が、500万円以上の場合）

疑義については、次による。

特　記　事　項項　　目編 特　記　事　項項　　目編

・　工事受注者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗を図ること。

　　　は、監督職員への提出を省略することができる。

　　　員に提出し承諾を受けることにより、その機材について評価された品質及び性能等の資料

　　　材は、その機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面の写しを、監督職

（２）本工事に使用する機材のうち、外部機関が下記①～⑥の品質及び性能等を評価している機

　　　ただし、同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

④ 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

③ 安定的な供給が可能であること。

② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

(1.4.2)

見本施工は、次による。ただし、他業者と調整が必要な場合は、監督職員と協議する。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(1.5.3)

(1.5.5)

２．工事仮設計画書及び施工計画書

　　本工事の仮設・施工方法等に関する計画は、設計図書に特別定めない限り、受注者の責任

　　において定めるものとする。

１．工事工程表

　　施工図、原寸図、部品製作図等は、製作前に作図期間、チェックバック期間、承認日を記

　　載した製作工程表を作成する。

３．製作工程表

４．施工図、原寸図

　　施工上必要な施工図、原寸図、部品製作図等は、停滞なく作成する。

(1.5.7)

　　（１）工事の着手に先立ち、平面詳細図、総合プロット図（外構プロット図とも）、天井

　　　　　の調整を行う。

５．総合図

　　　　　伏図等を作成する。

　　（３）総合図は、必要に応じて展開図、詳細図等で補足する。

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

・　あり　　　・　なし　

※　標準図第２編「電力設備工事」(2.9.1)

スリーブ及び防水鋳鉄管は、次による。

最大電力が 500kW 以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」（独立行政法

人建築研究所監修）による。

設計用標準水平震度

重要機器は、次のものを示す。

上層階、

屋上及び塔屋

中間層

地下、１階

設置場所

0.6

0.6

0.4

0.6

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

一般機器

1.0

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.5

重要機器

1.0

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.5

一般機器

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

重要機器
機器種別

水槽類

防振支持の機器

機器

水槽類

防振支持の機器

機器

水槽類

防振支持の機器

機器

　　　　・中間層とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

　　　　　建の場合は、上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

【備考】・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階

・ 特定の施設 ・ 一般の施設

・ 配電盤　・ 発電装置（防災用）　・ 直流電源装置　　　・ 交流無停電電源装置

・ 交換機　・ 自動火災報知受信機　・ 中央監視制御装置　

　　等

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は、図面と相違し

ても差し支えない。ただし、相違する場合は、監督職員の承諾を受ける。

　　－ト

図面に記載がない場合は、（※ 金属製（ステンレス、新金属を含む。）　　・ 樹脂製）とする。

図面に記載がない場合は、【表－３】「接地極一覧表」による。

図面に記載がない場合は、【表－２】「機器標準取付高さ」による。

１．木板の厚さは、１５mm以上とする。

３．堅木を使用する場合、木板の幅が２０cm以上のものは、反り止め付きとする。

２．合板を使用する場合は、加工工場で寸法切り及びサンダ掛けを行う。

２．用途銘板（合成樹脂製で、白地黒文字裏面彫刻とする。非常用は赤文字とする。）

１．盤名称銘板（合成樹脂製で、白地黒文字裏面彫刻とする。非常用は赤文字とする。）

３．受注者、製造者、完成年月銘板（合成樹脂製で、白地黒文字裏面彫刻とする。）

・　表示方法は、次による。

　　の表示

はつり工事は、事前に次の調査を行い、監督職員に報告を行う。

・　走査式埋設物調査　　　・　Ｘ線調査（用途別）

Ⅰ．工事概要

工事種目

１．工事名称

２．工事場所

３．建物概要

・

・ 動力設備

屋　外

工　事　種　別建物別及び屋外
備　考

４．工事種目（○印の付いたものが対象工事種目）

構　造建 物 名 称 階　数
（㎡）

消防法施行令

別表第一の区分

延べ面積

（㎡）
備　　考

・ 雷保護設備

・ 受変電設備

・ 電力貯蔵設備

・ 発電設備

・ 構内情報通信網設備

・ 構内交換設備

・ 情報表示設備

・ 拡声設備

・ 誘導支援設備

・ テレビ共同受信設備

・ 監視カメラ設備

・ 駐車場管制設備

・ 自動火災報知設備

・ 中央監視制御設備

・ 構内配電線路

・ 構内通信線路

・ テレビ電波障害防除設備

・

・

・

外灯設備を含む

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

電気設備工事特記仕様書

２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

２．特記仕様

　なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　／　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。

２）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

１）編は、番号に○印の付いたものを適用する。

・３）特記事項は、○印の付いたものを適用する。ただし、○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・

　　○印と※印の付いた場合は、ともに適用するものとする。・ ○

３．電気方式

１）電灯設備

幹線　ＡＣ　１Φ３Ｗ　２００Ｖ　　／　　１００Ｖ　５０Ｈz

分岐　ＡＣ　１Φ３Ｗ　２００Ｖ　　／　　１００Ｖ　５０Ｈz

　　　ＡＣ　１Φ２Ｗ　２００Ｖ　　／　　１００Ｖ　５０Ｈz

２）動力設備

分岐　ＡＣ　３Φ３Ｗ　４００Ｖ　　又　　２００Ｖ　５０Ｈz

幹線　ＡＣ　３Φ３Ｗ　４００Ｖ　　又　　２００Ｖ　５０Ｈz

５）特記事項の「機材の品質・性能基準」は、「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（公共住宅事業者等連絡協議会）」

　　を示す。

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　関する書類の提

　　出

(1.3.1)

建設業法に基づく施工管理体制台帳を作成した場合は、施工管理体制に関する以下の事項について、

監督職員に提出する。

１．建設業法施工規則第14の2第1項に掲げる事項

２．安全衛生責任者名、安全衛生推進者名及び雇用管理責任者

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。

(1.3.3)

　　風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　）

　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　　　　）

　　地表面粗度区部（　　　　　　　　）

・　風圧力

・　積雪荷重

図面に記載がない場合は、【表－１】「各工事の区分表」による。

　　い 取合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

・　別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。

・　本工事で設置する。

枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成２１年

４月改訂）」によるものとし、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。

・　５０Ｈｚ　　　・　６０Ｈｚ

(1.3.2)

保険期間　　　※　工事着手から工事目的物の引き渡しまで

保険の種類　　※　火災保険　　　※　建設工事保険

工事目的物及び工事材料等について、次により保険に付す。

(1.3.9)

(1.3.7)

る「事故報告書」を監督職員に提出する。

工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、別に指示す

　　任

住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け

・　あり（新築住宅の場合）　　・　なし（新築住宅以外の場合）

・　適用する　　　・　適用しない

・　引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　特別管理産業廃棄物（・　ＰＣＢ使用機器　　・　　　　　　　　　　　　　　）

処理費用　　・　別途　　　・　本工事

(1.4.1)

（１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく、「環境物品等の調達の

　　　次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは、次の③又は④に該当する材

　　　料を指す。ただし、設計図書に規定がない場合は、監督職員と協議する。

（３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは、

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するととも

　　　に、次の①から④までを満たすものとする。

①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーテ

　　ィクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

　　断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散

　　が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分

　　に応じた材料を使用する。

②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料

　　を使用する。

③　接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル

　　等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く。）が添加されていない材料を使用する。

④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアル

　　デヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料

　　を使用したものとする。

①　建築基準法施行例第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ

　　ヒド発散建築材料以外の材料

②　建築基準法施行例第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③　建築基準法施行例第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④　建築基準法施行例第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

ＰＣＢを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な場所に保管し、工事完了

後、監督職員に引き渡す。

処理費用　　・　別途　　　・　本工事　　　・主体工事

４．施工管理体制に

５．施工条件

６．他工事との取合

７．足場等

８．電源周波数

９．電気保安技術者

10．火災保険等

11．住宅瑕疵担保責

13．発生材の処理等

14．環境への配慮

15．機材の品質等

16．施工の検査等

29．スリーブ工事

30．電気工事士

32．電線本数、管路

33．フラッシュプレ

34．はつり

35．製造者、受注者

38．接地極

建築面積

・ 電灯設備

　　　機器の重量 [kN] に 、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

（１）設計用水平地震力

（２）設計用鉛直地震力

　　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

５．指定部分　　　※ 無　　　・ 有　（工　期：令和　　年　　月　　日）（対象部分　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．概成工期　　　※ 無　　　・ 有　（工　期：令和　　年　　月　　日）

　　（以下、「公住仕（電気編）」という。）によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の「公共建築

４）項目又は特記事項に記載の（　）内の表示番号は、「公住仕（電気編）」の該当項目を示す。

・　工事の施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上、指示に従うこと。

　　扱い

１．質問回答書及び追加説明書

５．公住仕（電気編）

６．公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（令和元年度版）

７．JISその他の公共規格及びこれに準ずる規格

12．災害等発生時の

　　安全確保

・　工事現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　再資源化を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　引渡しを要するもの以外は、全て構外に搬出し適切処理とする。

　　　推進に関する基本方針（平成31年2月8日変更閣議決定）」による特定調達品目の場合は、

　　　判断の基準等を満たすものとする。

「公住仕（電気編）」に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員

の確認を受ける。

17．施工の立会い

　　（２）総合図は、建築、設備等本工事及び別途発注工事の情報を全て盛り込み、これら

18．化学物質の濃度

　　測定

(1.6.2)

CADデータ（　　　部）保存形式及び保存媒体は、監督職員の指示による。

本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図（１部）を監督職員に提出する。

ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

工事写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方　建築設備編」によるほか、

監督職員の指示による。

・　完成図

・　施工図

１．機器製作図　　　　　　　　　　　　一式

２．制御システム図　　　　　　　　　　一式

３．試験成績書　　　　　　　　　　　　一式

４．機器・配管固定の施工図　　　　　　一式

監督職員による中間技術検査の実施回数：　　※　２回　　　・　１回

・　作成する　　　・　作成しない

分　類 サイズ

※カラー ・Ｌ程度

・２Ｌ程度

・六切り程度

部　数 提出様式撮影箇所数

(1.7.3)

　　料

・フリーアルバム

・　　箇所　　枚 ※　１部

・　　部

・工事用アルバム A4版

原図（　　　　部）及びその陽画焼製本（A1版　　　部、A3版　　　部）

完成図書（A4版ファイル　　部（正　　部、副　　部）とする。

なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

(2.1.1)

※　設けない（受注者事務所に打合わせ会議室を確保する。）

・　設ける（規模　　　　㎡程度、受注者事務所と同棟　　・　可　　　・　不可）

備品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　、その他

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、引き渡しまで受注者の負担とする。

構内に作ることが　　※　できる　　　・　できない

(2.2.1)

溶融亜鉛めっきの種別（　　　　　　　　　　　　）

(2.7.1) ※　屋外　　　・　屋内（　　　　　　　　　　　　　　　）

次の金属露出配管は、塗装を行う。

(現場塗装) ・　耐塩害地区の塗装種類及び工法（　　　　　　　　　　　　）

・　露出部、見えがかり部の塗装色は、監督職員と協議する。

(めっき) １．鉄を基材とするものは、JIS B 1044「締結用部品－電気めっき」による。

２．黄銅を基材とするものは、隠ぺい部分に使用する場合は、黄銅基材のままとし、露出部分

　　に使用する場合は、JIS B 1044「締結用部品－電気めっき」による。

(亜鉛めっき面の

塗装工程)

・　亜鉛めっきを施した鉄製材料を塗装する場合は、次表による。

同　上

素地ごしらえ

表18.2.3

施設状態 上塗り

2

2

下塗り

1

－

工　程

表18.4.3

同　上

塗料の種類

合成樹脂

調合ペイント

錆止めペイント及び

合成樹脂調合ペイント

19．技術検査

20．工事写真

21．完成図等

22．完成写真

23．保全に関する資

24．監督職員事務所

25．工事用電力、水

26．工事用仮設物

27．建設発生土処理

28．塗装工事

による。

(1.7.2)

(1.7.1)

公住仕（建築編） 公住仕（建築編）

31．耐震処置

　　　なお、図面に特記がなければ、設計用標準水平震度は、次による。

36．取付け板 ・　取付け板の製作は、次による。

37．機器取付け高さ

１

一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

１

一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

１

一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

なお、測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、監督職員の指示に

屋内露出

屋　外

　　　性能を有するものとする。

（１）本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能のほか、通常有すべき品質及び

・　工事現場外に搬出　　・　工事現場内指示の場所に敷均し　　・　工事現場内指示の場所に堆積

県営(上田)緑が丘団地 RC造

一式

緑が丘

一式

（建築工事による）

・　建築工事による

１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、全て「公共住宅建設工事共通仕様書 電気編(最新版）」

　　設備工事標準図（電気設備工事編　最新版）」（以下「標準図」という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監

　　修の「電気設備工事監理指針（最新版）」による。

長 野県 住宅 供 給 公社 SEKI
SPACE CREATION

名称日付

SPACE CREATION SEKI

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
担　当係　員 係　長課長代理調整幹課　長部 長 図名 縮尺

DRAWCHECK 図番 E-01

電気設備工事　特記仕様書(1)
A1:-
A3:-

１

１ １

「公住仕（電気編）」に定める保全に関する資料を（　　部）提出する。1

令和８年度 県営住宅（上田)

令和８年度 県営住宅(上田)緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

3・4階建て

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事



特　記　事　項項　　目編

１．電線保護物類

(1.2.6)～(1.2.9)

２．照明器具

・　形式等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　接地端子座の形状等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　記号及び形式は、標準図第２編「電力設備工事」による。

(1.4.1)(1.4.2)

照明用ポールには、（※　配線用遮断器　　　・　カットアウトスイッチ）を設ける。

１．キュービクル式

　　配電盤

キャビネットの構成材は、（※　鋼板　　　・　ステンレス）とする。

・　金属ダクト、バスダクト又はケーブルラックが防火区画された配線室等の内部の床を貫通する

　　部分で延焼防止処置を要する場合は、標準図第２編「電力設備工事」による。

(2.1.11)

※　標準図第２編「電力設備工事」

管路の建物外壁貫通部は、次による。(2.1.12)

・　横引き配管等の耐震支持は、標準図第２編「電力設備工事」による。

建築の構造体：・　免震構造　　　・　制震構造　　　・　その他

・　建物引込部の耐震処置を行う配管及び建物のエキスパンションジョイント部の配線は、標準図

　　第２編「電力設備工事」による。

(2.1.13)

(1.1.3)

(1.1.4) ・　制御回路等の配線は、次による。

２．制御回路用の外部配線を接続する場合は、端子１台を設けるものとする。

　　また、外部との接続用の端子台は、盤１面につき５端子以上の余裕を持たせる。

(1.1.5)

14．共通事項

特　記　事　項項　　目編 特　記　事　項項　　目編 特　記　事　項項　　目編

１．ディーゼル発電

　　装置

・　運転時間（　　　時間）

(1.1.1)(1.1.4.2) ・　排気ガスの排出規制値及び燃焼方式（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.1.4.5)

(1.1.5.3)

・　適用項目（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.1.6.1) ・　補機附属装置等の適用機器等（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.1.6.3) ・　冷却水（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.1.6.4)

燃料小出槽は、次による。

燃料小出槽の構成材は、（※　鋼板　　　・　ステンレス）とする。

給油ボックスは、次による。

給油ボックスの構成材は、（・　鋼板　　　※　ステンレス）とする。

(1.1.6.5) ・　原動機の排気ガスに含まれる窒素酸化物の規制値（　　　　　以下）

保安装置の外部用端子：・　設ける　　　・　設けない

・　主燃料槽の寸法等は、標準図第４編「発電設備工事」による。

※　標準図第４編「発電設備工事」

※　標準図第４編「発電設備工事」

(1.1.6.7) ・　消音器は、次による。

１．消音器は断熱材等で保護し、かつ、躯体と十分な離隔距離を確保して設置する。

２．消音器と建物を貫通する排気管は、耐熱性の伸縮継手で接続する。

(2.2.7)(2.3.7)

　　（PF管、CD管）

(2.3.3)

・　二重筋の上筋と下筋部分及び管と金属管部分の交差は、踏みつけによる圧縮変形の影響をさけ

　　るため、上筋と下筋の重なり部分よりずらして交差配管する。

エキスパンションバスダクト：・　設ける　　　・　設けない

(2.9.2)

・　コンクリート内に配管する場合は、コンクリートのかぶりを３０mm以上とする。

15．合成樹脂管配線

16．バスダクト配線

17．ケーブル配線

・　適用項目（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.2.5)

２．ガスエンジン発

　　電装置

・　原動機の排気ガスに含まれる窒素酸化物の規制値（　　　　　以下）(1.2.6.5)

(1.2.7.1)

　　電装置

３．ガスタービン発

(1.3.4.2)(1.3.4.5) 潤滑油系の配管に設ける冷却器は、（※　空冷式　　　・　水冷式）とする。

・　排気ガスの排出規制値及び燃焼方式（　　　　　　　　　　　　　　　）

・　運転時間（　　　時間）

・　適用項目（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.3.5)

・　原動機の排気ガスに含まれる窒素酸化物の規制値（　　　　　以下）(1.3.6.5)

燃料ガス（天然ガス系都市ガス）は、（・　１３Ａ　　　・　１２Ａ）とする。

(1.3.7.1) 燃料油は、（・　灯油（　　　号）　　・　軽油（　　　号）　　・　重油（　　　号））とする。

４．太陽光発電装置 系統蓮系：・　あり　　　・　なし

保安装置の外部用端子：・　設ける　　　・　設けない

保安装置の外部用端子：・　設ける　　　・　設けない

(1.7.1) 自立運転：・　あり　　　・　なし

(1.7.2) ・　太陽電池アレイ公称出力（　　　　　ｋＷ）

(1.7.4) パワーコンディショナは、次による。

交流出力電圧：・　１００Ｖ　　　・　２００Ｖ

出力電気方式：・　三相３線式　　　・　単相３線式　　　・　単相２線式

遠方監視用端子：・　設ける　　　・　設けない

５．風力発電装置

(1.8.1) 系統蓮系：・　あり　　　・　なし

風力発電装置の定格出力：※　２０ｋＷ未満　　　・２０ｋＷを超える（　　　　　　　　　　）

(1.8.2) ・　風車のスケール、材質、形状等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.8.3) 移報用の遠方監視用接点：・　設ける　　　・　設けない

・　太陽光発電装置において最大出力５０ｋＷ以上の設備及び自家用電気工作物との連系をする場

　　合は、電気主任技術者及び監督職員の立会いのもとに試験を実施する。

・　換気装置は、機関の燃焼用空気の補給、室温上昇の制御及び保守員の必要な空気量等を満足さ

　　せるものとし、次による。

２．給気口及び排気口は、室内若しくはパッケージ内の換気が有効に行える位置に設ける。

３．換気方式は排気ファンを用いる強制換気方式とし、給気は自然給気を標準とする。

４．パッケージには、換気ファンを設ける。

５．換気ファンは、点検が容易に行える構造とする。

　　設備、ガスエン

　　ジン発電設備、

　　ガスタービン発

　　電設備の据付け

(2.1.6)

燃料小出槽の据付けは、次による。

(2.1.7.1)

建築の構造体：・　免震構造　　　・　制震構造　　　・　その他

(2.1.7.2) 燃料系統配管において、地中埋設配管の分岐及び曲り部には、次による埋設標を設置する。

(2.1.7.5)

　　による３方向のストッパを設ける。

※　標準図第４編「発電設備工事」

・　主燃料槽の据付けは、標準図第４編「発電設備工事」による。

・　横引き配管等の耐震支持は、標準図第４編「発電設備工事」による。

・　配管には、流体の種類及び方向を明示するものとし、標準図第４編「発電設備工事」による。

※　標準図第４編「発電設備工事」

・　排気系統配管において、地震時に過大な変位が生じないように、標準図第４編「発電設備工事」

・　排気管と煙突の接続は、標準図第４編「発電設備工事」による。

　　び試験

(2.7.1)

・　現地総合試験は、電気主任技術者及び監督職員の立会いを受ける。

(2.7.6) ・　風力発電設備の試験項目（　　　　　　　　　　　　　　　）

６．換気装置

７．ディーゼル発電

８．施工の立会い及

　　属品等

・　発電設備室用附属品

の系統図板（冷却水及び燃料配管系統（１枚））及び２の消火器のみでよい。

１．掲示板（記載内容は、監督職員の指示による。）

　　ただし、屋外に設置されたキュービクル式高圧受電設備で、建物に延焼のおそれがない場

　　合は除く。

２．消火器（電気火災及び油火災両用、標識とも）

（低圧自家用の場合は、低圧用検電器）・・・・１個以上

大型消火器（１０能力単位以上）・・・・・・・２個以上

小型消火器（１０形程度）・・・・・・・・・・２個以上

４．回路計（ケース、リード付き　JIS C 1202「回路計」Ａ級）・・・・・１個

JIS C 1302「絶縁抵抗計」（電池式）・・・・・１個

５．クランプメータ（抵抗測定用アダプタ付き）・・・１個

７．短絡接地器具（５ｍ）・・・・・・・・・・・・・・一式

８．断路器又は気中開閉器操作用フック棒・・・・・・２本

６．絶縁抵抗計（100ＭΩ、ケース、リード付き）

９．絶縁抵抗計（2,000ＭΩ、ケース、リード付き）

JIS C 1302「絶縁抵抗計」（電池式）・・・・・・１個

標準測定範囲…電流（交流）0～300Ａ、電圧（交流）0～600Ｖ

・　その他

１．予備品及び附属品は、鋼製の収納箱に目録を付け、納入する。

２．燃料は、引渡し時に燃料槽に充満しておくこととし、潤滑油２０Ｌ（４Ｌ×５缶）を別に

　　納入する。

３．燃料槽が共通台板に搭載されているものは、ウイングポンプ（ピアノ線入りホース又は網

　　入りホース付き）を備品として納入する。

９．発電設備室用附

(1.1.7.1) 燃料油は、（・　軽油（　　　号）　　　・　重油（　　　号））とする。

(1.1.8) ・　配管材料（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.1.7.2) ・　潤滑油ドレン用バルブを取付ける。

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（１）連絡先板・・・・・・・・・・・１枚（400×600mm）（概略寸法）

（２）操作説明板・・・・・・・・・・１枚（1,200×800mm）（概略寸法）

（３）系統図板（電気系統及び冷却水、燃料配管系統）・・各１枚（1,200×800mm）（概略寸法）

（４）自家用電気工作物表示板・・・・１枚（420×600mm）（概略寸法）

（１）全出力500kW未満の変電及び発電設備

（２）全出力500kW以上1,000kW未満の変電及び発電設備

・　1.5kgを超えるダウンライト形器具の構造は、標準図第２編「電力設備工事」による。

３．防災用照明器具

(1.5.1)

・　形式等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

種別は一般形とし、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　ガタースペースの寸法は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　接地端子座の形状等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

キャビネットの構成材は、（※　鋼板　　　・　ステンレス）とする。

・　低圧用SPDクラスⅠ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電システムに

　　接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験によるも

　　の）の性能：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　電力計測装置は、次による。

１．計測回路数：　　　回

２．集中監視部：信号回線数（　　　回線）、信号種別（　　　　　　）

３．集中監視部の外部出力端子（　　　　　　　　　　　）

４．変成器の定格電流：　　　Ａ

住宅用分電盤に設ける、過電流警報装置の品質及び性能は、次による。

※　機材の品質・性能基準

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

積算計器は、（※　検定付　　　・　無検定）とする。

５．表示器：※　設ける　　　・　設けない

・　ハンドル用の鍵は、総数の２０％とし、最低３個とする。

・　形式は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　形式は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　形式等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　接地端子座の形状等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

　　電装置

※　電気自動車用急速充電装置　　　・　電気自動車用普通充電装置

※　標準図第２編「電力設備工事」

突針の支持管は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

試験用接続端子箱の形式等は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

引下げ導線及び避雷導線の構造体への接続金物は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　接地端子箱の形式等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

キャビネットの構成材は、（※　鋼板　　　・　ステンレス）とする。

電気自動車用普通充電装置の定格電圧：　　　Ｖ

キャビネットの構成材は、（※　鋼板　　　・　ステンレス）とする。

電力変換装置の定格直流電圧：　　　Ｖ

接続銅板の形式等は、次による。

・　接地棒の形式等は、標準図第２編「電力設備工事」による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

接地極埋設標の形式等は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

マンホール、ハンドホール及び鉄ふたの形式等は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

ブロックマンホール及びブロックハンドホールの荷重、土圧等の構造条件は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

埋設標は、次による。

移報用の遠方監視用接点：・　設ける　　　・　設けない

・　文字記号は、標準図第１編「共通事項」による。

・　文字記号は、標準図第１編「共通事項」による。

・　換気扇等は、次による。

２．雨水の浸入のおそれのある場所に取付ける換気扇は、風圧シャッター等雨水が舞い込まな

３．エレベーター機械室、電気室等で換気扇本体に容易に人が触れるおそれがある場合は、防

　　護カバー等で保護すること。

※　機材の品質・性能基準

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住宅用分電盤に設ける、過電流警報装置の試験は、次による。

・　補修塗料は、各色ごとに、１００cc缶1個とする。

４．分電盤

５．耐熱形分電盤

６．開閉器箱

７．制御盤

８．電気自動車用充

９．雷保護装置

10．接地

11．外線材料

12．換気扇等

13．機材の試験

・　特に腐食等を考慮すべき場所に使用されるものについては、図示による。

１．換気扇及びウェザーカバーの形状、性能等は、図示による。

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.7.1)

(1.7.2)

(1.7.3)

(1.7.6)

(1.7.7)

(1.8.1)

(1.11.1)

(1.12.1)(1.12.3)

(1.12.6)

(1.14.1)(1.14.3)

(1.14.4)

(1.14.7)

(1.14.8)

(1.16.2)

(1.16.3)

(1.16.4)

(1.17.1)(1.17.2)

(1.17.3)

(1.17.4)

(1.18.6)

　　いように処置を施す。

(1.19.1)

・　金属ダクトが防火区画等を貫通する場合は、標準図第２編「電力設備工事」による。(2.1.1)(2.1.10)

・　屋外でケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合は、被覆の伸縮対策を施す。

(2.4.7)(2.10.2)

・　二重天井内の位置ボックスは、天井面（埋込み形器具の場合を除く。）に取付ける。

・　管の切口は、電線等の被覆を損傷しないように平滑にする。

・　ケーブルは、造営材、ケーブルラック等に沿って敷設し、梁から梁等へ飛ばしてはならない。

　　り、これに固定する。

　　やむを得ず飛ばして敷設する場合は、補助材を渡して固定するか又はメッセンジャワイヤを張

・　ケーブルは、盤内等で、若干の余裕長を確保する。

※　標準図第２編「電力設備工事」

ちょう架配線は、次による。

・　ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、標準図第２編「電力設備工事」による。

配線室等において、ケーブル頂部を構造体に固定し、垂直につり下げて配線する垂直ケーブルは、

次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　高圧ケーブル端末処理部には、施工を担当した電気工事士の氏名、番号等を明記したカードを

　　取付ける。

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　ケーブルラックは、容易に点検できる場所に施設する。

・　ケーブルラックは強電用、弱電用は別々に取付ける。(2.10.1)

　　やむを得ず共用する場合は、セパレータを設け、Ｄ種接地工事を施す。

(2.10.4.1)

(2.10.4.5)

(2.10.4.7)

(2.10.4.4)

※　標準図第２編「電力設備工事」

マンホール及びハンドホールは、次による。

(2.12.3)

※　標準図第２編「電力設備工事」

(2.12.4) 管と建物との接続部は、次による。

・　架空配線からの引込みは、標準図第２編「電力設備工事」による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

(2.12.5) 埋設標の敷設は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

(2.14.3)

屋内配線から分岐して照明器具に至る配線及び照明器具電源送り配線は、次による。

(2.14.1)

・　Ｄ種接地及びＣ種接地の表示は、特に監督職員の指示するもののみとする。

(2.13.14)

接地極埋設標は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　照明器具の背面形式は、標準図第２編「電力設備工事」による。

・　電気室等に設ける照明器具は、高圧配線及び配電盤等の直上部は避けて、保守点検が容易な場

　　所に取付ける。

・　二重天井内に設ける位置ボックス内で屋内配線から分岐して埋込み形照明器具に至る配線は、

　　金属製可とう電線管配線又はケーブル配線とする。

　　なお、二重天井内に断熱材が施されている場合においては、ケーブルが断熱材に押さえつけら

　　れないように施工する。

・　共用灯の取付け位置は、ランプ交換時等に危険のない場所を選定する。

・　共用部分に取付ける器具は、給湯器の排気筒等、熱及び湿気を排出する部分との離隔を十分に

　　とる。

※　標準図第２編「電力設備工事」(2.17.2)

(2.15.1) 電極棒への配線は、次による。

・　電動機への配線は、標準図第２編「電力設備工事」による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　質量の大きいもの及び取付け方法の特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督員に提出し、

　　協議する。

・　管路等の土かぶりは、図示による。

18．地中配線

19．接地

20．電灯設備

21．動力設備

22．雷保護設備

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

地中配線の標識シート等（※　設ける　　　・　設けない）

・　取付け用ビスは、めっきしたもの又はステンレス製とし、電線を損傷しないように最小必要長

　　さにして使用する。

突針支持管及び取付け金具の取付けは、次による。

(2.17.3) 引下げ導線と鉄骨及び鉄筋との接続等は、次による。

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　標準図第２編「電力設備工事」

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受雷部の構成部材相互及び引下げ導線の接続は、次による。

　　び試験

(2.18.2)

接地抵抗の測定時期及び回数（　　　　　　　　　　　）

・　接地極の埋設は、標準図第２編「電力設備工事」による。(2.17.4)

23．施工の立会い及

鉄骨及び鉄筋との接続方法は、（※　ボルト接続　　　・　溶接）とする。

照度測定は、原則として本工事範囲を全て行うものとするが、これにより難い場合は、監督職員と

の協議による。

２．高圧スイッチギ

　　ア

(1.2.2)(1.2.4)

スイッチギヤの形は、（・　CX形　　　・　CW形　　　・　PW形）とする。

　　ア

３．低圧スイッチギ

(1.5.2)(1.5.4)

スイッチギヤの形は、（・　CX形　　　・　CS形　　　・　CW形　　　・　FW形）とする。

４．高圧機器

電気操作方式の場合は、（・　電動ばね操作方式　　　・　電磁操作方式）とする。

高圧進相コンデンサの絶縁方式は、（・　油入　　　・　乾式）とする。

乾式の場合は、（・　モールド　　　・　ガス入り）とする。

直列リアクトルは、（・　油入　　　・　モールド）とする。

・　直列リアクトルの最大許容電流（　　　％）

・　導電部の定格電流（　　　Ａ）

・　導電部の定格短時間耐電流（　　　ｋＡ）

・　導電部の定格電流（　　　Ａ）

・　導電部の定格短時間耐電流（　　　ｋＡ）

・　高圧負荷開閉器を引込柱に設ける場合は、避雷器を内蔵する。

(2.1.1)

５．据付け

６．受変電設備用附

　　属品

・　附属品の施設単位及び収納

　　ただし、蓄電池用附属品については、設備箇所単位とする。

２．附属品を収納する適当な大きさの収納箱を設置する。

・　盤類の附属品

・　自家用電気室用附属品

１．掲示板（記載内容は、監督職員の指示による。）

　　ただし、屋外に設置されたキュービクル式高圧受電設備で、建物に延焼のおそれがない場

　　合は除く。

２．消火器（電気火災及び油火災両用、標識とも）

（低圧自家用の場合は、低圧用検電器）・・・・１個以上

大型消火器（１０能力単位以上）・・・・・・・２個以上

小型消火器（１０形程度）・・・・・・・・・・２個以上

４．回路計（ケース、リード付き　JIS C 1202「回路計」Ａ級）・・・・・１個

JIS C 1302「絶縁抵抗計」（電池式）・・・・・１個

５．クランプメータ（抵抗測定用アダプタ付き）・・・１個

７．短絡接地器具（５ｍ）・・・・・・・・・・・・・・一式

８．断路器又は気中開閉器操作用フック棒・・・・・・２本

６．絶縁抵抗計（100ＭΩ、ケース、リード付き）

９．絶縁抵抗計（2,000ＭΩ、ケース、リード付き）

JIS C 1302「絶縁抵抗計」（電池式）・・・・・・１個

標準測定範囲…電流（交流）0～300Ａ、電圧（交流）0～600Ｖ

・　避雷器は、動作表示が肉眼点検できるものであって、かつ、特性要素の取替えが容易にできる

　　ものとする。

１．直流電源装置

(2.1.7)

２．交流無停電電源

　　装置（UPS）

方式は、（・　常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式　　・　ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ方式　　・　常時商用給電方式）とする。

(2.2.1)(2.2.7) ・　停電補償時間（　　　時間）

・　文字記号は、標準図第１編「共通事項」による。

（１）連絡先板・・・・・・・・・・・１枚（400×600mm）（概略寸法）

（２）操作説明板・・・・・・・・・・１枚（1,200×800mm）（概略寸法）

（３）系統図板（電気系統及び冷却水、燃料配管系統）・・各１枚（1,200×800mm）（概略寸法）

（４）自家用電気工作物表示板・・・・１枚（420×600mm）（概略寸法）

（１）全出力500kW未満の変電及び発電設備

（２）全出力500kW以上1,000kW未満の変電及び発電設備

・　キュービクル式配電盤等の基礎は、標準図第３編「受変電設備工事」による。

・　文字記号は、標準図第１編「共通事項」による。

積算計器は、（※　検定付　　　・　無検定）とする。

１．配線終端は、図面に特記がなければ無はんだ接続とし、配線端には、配線番号及び端子記

　　号を記入した絶縁性のマークバンドを取付ける。

(1.9.1)

(1.9.3)

(1.9.4)

(1.9.6)

(1.9.8)

交流遮断器の操作方式は、（・　手動ばね操作方式　　　・　電気操作方式）とする。

１．附属品は、原則として電気室単位とする。

点検灯（LED照明（100Ｖ、100Ｗ電球相当、カバー付き）、コード（プラグ付き）約５ｍ）を

１個納入する。

なお、低圧配電盤が併設される場合は、公住仕（電気編）第２編１.７.７「予備品等」による。

ただし、低圧回路のみの場合は、７から１０までは、不要とする

３．低圧・高圧兼用検電器（音響、発光併用式）

自家用電気室用附属品は、以下のものとし、１以外は図面に特記されたものを備える。

　　ただし、屋外に設置されたキュービクル式高圧受電設備において屋外用とする場合は、図

　　面に特記する。

10．絶縁ゴムマット（６ｋＶ用・すべり止め付き）・・・一式

２

電 　 力 　 設 　 備 　 工 　 事

２

電 　 力 　 設 　 備 　 工 　 事

３

受 　 変 　 電 　 設 　 備 　 工 　 事

５

発 　 電 　 設 　 備

４

電 力 貯 蔵 設 備 工 事

５

発 　 電 　 設 　 備

１．給気口及び排気口は、チャンバ方式又はダクト方式のいずれかとする。

６．ガスタービンの排気口は、危険のないように保護する。

　　また、給気・排気系統で運転中に異物により閉塞されないように考慮する。

７．換気装置は、故障表示（表示及びベル）を行う。

発電設備室用附属品は、以下のものとし、１以外は図面に特記されたものを備える。

ただし、低圧回路のみの場合は、７から１０までは、不要とする。

また、発電設備が受変電設備と併設される場合は、１（２）の操作説明板（１枚）、１（３）

３．低圧・高圧兼用検電器（音響、発光併用式）

　　ただし、屋外に設置されたキュービクル式高圧受電設備において屋外用とする場合は、図

　　面に特記する。

10．絶縁ゴムマット（６ｋＶ用・すべり止め付き）・・・一式

ダウンライト形器具の取付けは、次による。

長野 県 住 宅 供給 公社 SEKI
SPACE CREATION

名称日付

SPACE CREATION SEKI

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
担　当係　員 係　長課長代理調整幹課　長部 長 図名 縮尺

DRAWCHECK 図番 E-
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特　記　事　項項　　目編 特　記　事　項項　　目編

１．配線器具
測　　点名　　称

1,500（上端1,900以下）床上～中心分電盤、制御盤

1,800～2,000

1,800～2,200

積算計器 地上～窓中心

引込開閉器
電
力
共
通

【備考】天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さでは機器の使用に支障がある場合は、監督職員と協議する。

記　号 接　地　極接地抵抗値接地の種類

1,300床上～中心

（天井高）ｘ0.9

200

300

1,500

床上～中心

床上～中心

天井下～上端

床上～下端

床上～中心

集合保安器箱

端子盤（一般室内）

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心 900

150～200

150

300

1,100

1,300

コンセント（車椅子用）

コンセント（台上）

コンセント（和室）

コンセント（一般）

スイッチ（多機能トイレ）

スイッチ

150

2,000～2,500

2,100～2,300

鏡上端～中心

床上～中心

床上～中心

ブラケット（鏡上）

ブラケット（踊場）

ブラケット（一般）

1,500

床上～中心

床上～中心開閉器箱

1,500（上端2,000以下）

制御用スイッチ 1,300

動
　
力

電
　
灯

電
　
話

1,500（上端2,000以下）

（天井高）ｘ0.9床上～中心

子時計

壁付アッテネータ
拡
　
声

時
　
計

誘
導
支
援

900床上～中心

「標準図」による。

1,300

床上～中心

床上～中心

外部受付用インターホン子機

壁付インターホン（一般）

150

300

200

床上～中心

床上～中心

天井下～上端機器収容箱
テ
レ
ビ
共
同
受
信

800～1,500床上～操作部

300

2,100

2,300

800～1,500

800～1,500

床上～上端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

警報ベル

発信機

機器収容箱

表示灯

防
災
機
器

【表－３】接地極一覧表

【表－１】各工事の区分表

躯体への貫通孔

貫通孔の材料

貫通孔の墨出し

貫通孔の取付け

貫通孔の補強

屋上

機器及び水槽類の基礎

同上基礎のアンカーボルト設置

同上基礎の防水

昇降機

昇降機の躯体

機械室の躯体

機械室の床開口

機械室天井フック

ガイドレール下地

ピット防水

押しボタン、インジケーター

三方枠、幕板取付け

三方枠廻り埋戻し

機械室換気設備

制御盤から外部インターホンまでの配管、配線

点検用コンセント

その他

インサート

ＡＬＣ板の壁開口及び補強

押出成形セメント板の壁開口及び補強

竪樋、ドレン

竪樋から第一桝までの接続

第一桝以降の排水設備

ハンドホール等の化粧蓋

消火器

消火器ボックス

テレビアンテナ

避雷針

浄化槽

受水槽

ゴミ置き場

自転車置場

軽量天井・壁下地及び木天井・壁下地

墨出し

開口補強

天井・壁せっこうボード

ボード切込み

台所廻り

キッチンユニット（流し台、ガス台、吊り戸）

レンジフード

棚下灯

洗面所・浴室廻り

洗面化粧台

洗濯パン

浴室ユニット

浴室ユニット内照明器具

浴室ユニット内水栓

バスタオル掛け

便所廻り

衛生陶器

補助手すり

タオル掛け

紙巻き器

その他

床・壁・天井点検口

クーラースリーブ及びキャップ

室外機用吊りボルト

床暖房

建築 電気 機械 昇降 外構

各工事に必要な貫通孔は各々の工事

工　事　項　目 備　　考

各工事に必要な貫通孔は各々の工事

各工事に必要な貫通孔は各々の工事

各工事に必要な貫通孔は各々の工事

各工事に必要な貫通孔は各々の工事

各工事に必要な貫通孔は各々の工事

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

１．共通事項

(1.1.1)

・　信号の入出力条件は、標準図第６編「中央監視制御設備工事」による。

２．警報盤

(1.2.1)

・　信号の伝送方式（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　装置

３．簡易形監視制御

(1.3.1)(1.3.2)

(1.3.4) ・　帳票用印字装置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．監視制御装置

(1.4.1)(1.4.2)

・　キャビネット（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.4.4) ・　帳票用印字装置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　簡易監視制御装置の機能は、図示による。

・　監視操作装置の機器構成は、図示による。

・　監視操作装置の機器構成は、図示による。

(2.12.2)

・　接地を施す機器は、次表による。

接地を施す機器 接地抵抗値〔Ω〕 接地線の太さ〔mm〕

100 以下 1.6 以上主端子盤及び保安装置を有する端子盤

100 以下 1.6 以上拡声用増幅器

100 以下 1.6 以上
ヘッドエンド、増幅器、電源供給器、

保安器、メッセンジャワイヤ

15．接地の施工

　　ただし、建物内に設ける増幅器等の機器接地は、この限りではない。

・　主端子盤及び保安装置を収容する端子盤には、１.６mm以上の絶縁電線（鉄骨又は鉄筋に接続す

　　る場合は裸線）を用いて接地設備（100Ω以下）を施す。

　　ただし、建物の接地抵抗値が上表以下の場合は、交換機室用及び本配線盤用を除き、建物の鉄

　　筋等に接続すればよい。この場合、配管等を通じて接続されていても差し支えない。

・　構内情報通信網設備の試験数量は、図示による。21．施工の立会い及

20．駐車場管制設備

19．テレビ電波障害

18．テレビ共同受信

17．誘導支援設備

16．構内交換設備

２．主端子盤、中間端子盤及び室内端子盤は、原則として床面から上端が２ｍ以下、下端が

　　０.２ｍ以上となるように取付ける。

３．端子盤への通信線用配管は、中央部を避けて箱の四隅に取付ける。

　　ただし、プレートの材質は合成樹脂製とし、用途表示を行う。

１．室内にアウトレットボックスを設ける場合は、プレートを取付ける。

・　機器の取付けは、次による。

(2.14.2)

(2.18.2)

　　設備

アンテナマストの取付けは、次による。

※　標準図第５編「通信・情報設備工事」

(2.19.2)

(2.19.3)

　　防除装置

(2.22.2)

(2.28.2)

　　び試験

・　監視制御装置の機能は、図示による。

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【表－２】機器標準取付け高さ

取付け高[mm]
６

通
　
信
　
・
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工
　
事

６

通
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事

７

中
　
央
　
監
　
視
　
制
　
御
　
設
　
備
　
工
　
事

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　主要機器の種類、性能、定格、数量等は、図示による。

親時計の時刻補正方式：・　ＧＰＳ方式　　　・　標準電波方式(1.7.4.1)(1.7.4.2)

※　標準図第５編「通信・情報設備工事」

※　標準図第５編「通信・情報設備工事」

・　形式等は、標準図第５編「通信・情報設備工事」による。４．情報表示装置

　　装置

３．構内情報通信網

・　通信用ＳＰＤカテゴリＤ１の性能（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）(1.4.5)

端子板は、次による。(1.4.4)

(1.4.2)

屋内用キャビネットの構成材は、（※　鋼板　　　・　ステンレス）とする。

端子盤及び集合保安器箱の形式等は、次による。

　　納ラック等

２．端子盤・機器収

(1.3.3) ・　同軸ケーブルの接続に使用するコネクタ（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.3.2)

・　光ファイバの接続に使用するコネクタ（　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.5.1)～(1.5.9)

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　機材の品質・性能基準

テレビインターホン（親機）で撮像範囲を調整する機能：・　あり　　　・　なし

テレビインターホン（子機）で撮像範囲を調整する機能：・　あり　　　・　なし

６．誘導支援装置

(1.10.4)

形式等は、次による。

※　標準図第５編「通信・情報設備工事」(1.10.1)

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　優良住宅部品（ＢＬ部品）

ＦＭアンテナの品質及び性能は、次による。(1.9.1)(1.9.4)

５．拡声装置 ・　形式等は、標準図第５編「通信・情報設備工事」による。

時刻補正方式：・　ＧＰＳ方式　　　・　標準電波方式

内照式時計の点灯時間及び不日照時の点灯保証日数（　　　　　　　　　　）

・　太陽電池式ポール形屋外時計は、次による。(1.7.4.6)

親時計の時刻同期装置：・　設ける　　　・　設けない

・　機材の品質・性能基準

・　機材の品質・性能基準

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　形式等は、標準図第５編「通信・情報設備工事」による。

　　防除装置

８．テレビ電波障害

※　優良住宅部品（ＢＬ部品）

は、図示による。

緊急通報設備は、高齢者が安心して生活が送れるように側面からサポートし、入居者のプライバシ

テレビ機器の品質及び性能は、次による。(1.11.1)(1.11.2)

・　形式等は、標準図第５編「通信・情報設備工事」による。

　　装置

７．テレビ共同受信

(緊急通報装置)

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　優良住宅部品（ＢＬ部品）

住宅情報盤装置の品質及び性能は、次による。

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　機材の品質・性能基準

(1.10.7) トイレ等呼出装置の通話機能：・　設ける　　　・　設けない

(1.10.11)

(1.10.13) 電気制御式宅配ボックス装置の品質及び性能は、次による。

ーを損うことなく、暮らしや住まい、健康等を間接的又は自動的に管理を行う設備とし、構成機器

(1.12.1)(1.12.3)

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　機材の品質・性能基準

・　機材の品質・性能基準

・　機材の品質・性能基準

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

14．地中配線

(2.11.3)

地中配線の標識シート等（※　設ける　　　・　設けない）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

テレビ機器の試験は、次による。

※　優良住宅部品（ＢＬ部品）

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住宅情報盤装置の試験は、次による。

※　機材の品質・性能基準

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　優良住宅部品（ＢＬ部品）

９．監視カメラ装置

(1.13.1)～(1.13.5)

10．駐車場管制装置 ・　形式等は、標準図第５編「通信・情報設備工事」による。

(1.14.1)(1.14.2) ・　制御部の機能（　　　　　　　　　　　　　　　）

(1.14.5)

11．自動火災報知装置

(1.16.4)

・　機器収納ラックは、次による。

(1.16.7)

12．非常警報装置

(1.18.1)

13．機材の試験

(1.21.1)

・　主要機器の種類、性能、定格、数量等は、図示による。

端子盤の性能試験は、次による。

ＦＭアンテナの試験は、次による。

非常放送装置で緊急地震放送を行う機能：・　あり　　　・　なし

・　表示装置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　発券方式（　　　　　　　　　　　　　　　）

発行券：・　磁気式　　　・　ＩＣカード式　　　・　その他

１．前面扉は、かぎ付きとする。

２．側面パネルは、容易に開放できない構造とする。

※　優良住宅部品（ＢＬ部品）

屋外に設置する機器収容箱は、

（・　合成樹脂製　　　・　アルミダイキャスト製　　　・　鋳鉄製　　　・　鋼板製）とする。

・　スポット型感知器は、特記がなければ露出形とする。

※　公住仕（電気編）第６編表１.２１.１「端子盤の試験」

電気制御式宅配ボックス装置の試験は、次による。

・　接地線は、強電の接地と共用してはならない。

・　電気制御式宅配ボックス装置の据付けは、図示による。

・　受信調査を行うチャンネル（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2.20.2)

・　事前調査を行うチャンネル（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　事前調査を行う箇所数（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　検知器の間隔及び取付け高さは、図示による。

床上～中心

壁掛形制御盤

壁掛形親時計

壁掛形スピーカ

端子盤（ＥＰＳ、電気室）

床上～中心

壁付呼出しボタン（多機能トイレ）

テレビ端子、直列ユニット（一般）

テレビ端子、直列ユニット（和室）

受信機、副受信機

液化石油ガス用検知器

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=10、L=1,000 又は W=30、L=900）×1

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

Ω以下

ED

ED

EC

EB

EA

EA・EC・ED

EA・EB・EC・ED

○ Ｄ種

○ Ｄ種

○ Ｃ種

○ Ｂ種

○ Ａ種

○ 共同接地

○ 共同接地

EB（D=10、L=1,500 又は W=30、L=1,200）×1

EB（D=10、L=1,000 又は W=30、L=900）×1

EB（D=10、L=1,000 又は W=30、L=900）×1

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組

Ω以下

100Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

Eo

EAt

Et

ELH

○ 通信用（100Ω）

○ 通信用（10Ω）

○ 測定用

○ 電話引込口の保安器

○ 交換装置用

○ 高圧避雷器用

EDa

EDt

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）×3連－　組10Ω以下

Ω以下○ 雷保護設備用接地

○ 雷保護設備用接地

ELA

ELA Ω以下

EP×2

EB（D=14、L=1,500 又は W=40、L=1,200）× 連－　組

○ 低圧避雷器用 ELL

※　公住仕（電気編）第６編表１.２１.３１「誘導支援装置等の試験」

誘導支援機器の試験は、次による。

長 野県 住宅 供 給 公社 SEKI
SPACE CREATION

名称日付

SPACE CREATION SEKI

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
担　当係　員 係　長課長代理調整幹課　長部 長 図名 縮尺

DRAWCHECK 図番 E-

A1:-
A3:-電気設備工事　特記仕様書(3)
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洗面所

IV 1.6×2 E(19)

【既設】

【既設】

MA

BP*

住戸分電盤

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

露出ﾎﾞｯｸｽ

一種金属線ぴ用ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ

天井付照明器具

壁付照明器具

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｽｲｯﾁ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ

給湯ﾘﾓｺﾝ

換気扇

ﾄﾞｱﾎﾝ子機

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機

呼出押釦

呼出報知器

　・支給品取付・機械設備・本工事

・機械設備・本工事

露出 防水型

親機

・防水型ET付2P15A(E付)×2

2P15A(E付)×1 ET付

ON表示灯1P 15A ×1

1P 15A ×1

1：1ヶ用・2：2ヶ用

A型

丸型

四角中浅

機器姿図参照

機器姿図参照

既設

既設

ﾌﾟﾚｰﾄ共

ﾌﾟﾚｰﾄ共

ﾌﾟﾚｰﾄ共

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

改修内容は併記

腰高ﾌﾟﾚｰﾄ取付を示す

新設を示す

既設機器（改修無し）を示す

既設機器の改修を示す

既設機器の撤去を示す

*φ-***（口径-ｺﾝｸﾘｰﾄ厚）既設RC壁斫り

【撤去】

【改修】

【既設】

傍記なし

【腰】傍記

傍記

傍記

傍記

傍記

MA 一種金属線ぴ A型

給湯ﾘﾓｺﾝ用ｹｰﾌﾞﾙ（支給品取付）R

AE EM-AE 0.9 -3C

EM-IE 1.6 ×2

EM-IE 1.6 ×1IE

IE

2F3 EM-EEF 2.0 -3C(1線ｱｰｽ)

EM-VVF 1.6 -2C×2(1線ｱｰｽ)

天井内ｹｰﾌﾞﾙ配線

露出配管配線

EM-EEF 1.6 -2C

EM-EEF 1.6 -3C

EM-EEF 1.6 -3C(1線ｱｰｽ)

立上げ部は配管保護

G(16)MM1-A

MM1-A

MM1-A

MM1-A

MM1-A

MM1-A

MM1-A

MM1-A

MM1-A

G(22)

－

－

－

－

－

－

－

－

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

WP

EET

L

t

D

R

73100

2
10

98

13
0

28.5

電源電圧

形　　状

材　　質

警報機能

AC100V

壁掛形（ｾﾊﾟﾚｰﾀ付1個用樹脂ﾎﾞｯｸｽ）

樹脂

非常

形　　状

材　　質

警報表示

備　　考

露出形（JIS 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ）

樹脂

呼出ﾎﾞﾀﾝ部点滅

戸外表示器型式確認品

ｾｷｭﾘﾃｨｰﾄﾞｱﾎﾝ 玄関子機t D記号 名　称 仕　　様 備　考 記号 名　称 仕　　様 記号備　考 適　　用 備　　考

隠蔽

屋内

露出

屋内

露出

屋外
地中

はﾌﾟﾚｰﾄにて閉塞

既設照明裏ﾎﾞｯｸｽ

改修前平面図　S=1:50

IV 1.6×2 E(19)

【既設】

IV 1.6×2 E(19)

【配線のみ撤去】

【撤去】

【撤去】

IV 1.6×2 E(19)

【配線のみ撤去】

【撤去】

【既設】

【撤去】

【改修】

【既設】

【撤去】

IV 1.6×2 E(19)

【配線のみ撤去】

改修後平面図　S=1:50 1.

2.

は壁梁位置を示す。壁のｺｱ抜き位置は事前に監督員、

監理者の承諾を得、梁下を貫通すること。

配線撤去後の配管端部は閉塞のこと。

【既設】

取付け、電源取出しとする。

呼び鈴撤去位置にﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ(1ヶ用)を

撤去後呼び鈴位置直下に取付けのこと。

既設ﾎﾞｯｸｽに取付けのこと。

UB天井裏ｹｰﾌﾞﾙ配線は、

ｽﾃｰﾌﾟﾙにて躯体に固定のこと

親機との配線は既設配管を利用のこと

2EET

既設裏BOXにてアースを取り、

コンセントを取り替える

給湯配管用貫通孔を共用既設洗濯機用電源を切り離し、

新設予備電源回路を接続する

2EET
既設洗濯機、洗面台用

電源を予備回路より取出し。

はﾌﾟﾚｰﾄにて閉塞

既設ｽｲｯﾁ裏ﾎﾞｯｸｽ

5
4

21

3

6

R

R

既存貫通孔利用

BP

BP

BP

追炊配管用貫通孔利用

2
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○  浄　化  槽　  設   　備

○　実 験  実  習  器  具 設備

○　　　　　　　　　　　　

○　厨　房　機　器　設　備

○　給　　 油　　設　　 備

〇　消 　　火　　設　　 備

●　ガ　　 ス　　設　 　備

○一式○一式○一式○一式○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

工　　　　　　事　　　　　　内　　　　　　　容

３．工　事　種　目（●印を付けたものを適用する）

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

○一式

●　排　 　水　　設　　 備

●　給　 　水　　設 　　備

●　衛　生　器　具　設　備

○　自　動　制　御　設　備

○　排　　 煙　　設 　　備

●　換　　 気　　設 　　備

〇　暖　　 房　　設 　　備

○　冷　 暖  　房  　設  　備

〇　空　気　調　和　設　備

工 事  種  目

建　物　別

屋　　外

１　提出書類等目録 ７　官公署届出書類等

８　工具・予備品等

10　試運転用油等（　　　　）の納品書写

項

共

一

般

通

事

４　工事施工関係書類

５　工事完成資料

６　保守管理資料

９　引渡書

●

注)完成図面の種類は、設計図面に準じて作成すること。

Ⅰ．工　事　概　要

２．建　物　概　要

１．工　事　場　所

建　物　名　称 工事種別 　構　造 　階　　数 延床面積(㎡ ) 消防法施行令
別表第一

耐震分類 備　　　考

消設

火備

給設

湯備

○
　
　
　

　
器
設
備

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１０Ｋ　（図示部分））

・ＨＢ－１Ａ　　・ＨＢ－１Ｂ　　・　

・標準図　施工４、５（・(a)　・ (b)　・ (c)）による。

１ 屋  内  消  火  栓  箱

２  建物導入部配管

１ 充  て  ん  容  器

２  集  　合  　装  　置

３ 転  倒  防  止  等

４  メ　  ー　  タ　  ー

５  ガス漏れ警報器

６ 引  込  負  担  金

７  電　気　防　食

・親メーター（・貸与品　・　　　　）　・子メーター（・買取り　・　　　　）　

・要（・別途工事　・本工事）　・不要

・要　・不要

・本工事（図示による）　・別途工事

８ 建物導入部配管 ・標準図　施工４、５（・(a)　・ (b)　・ (c)）による。

　
厨
房
機

10 ピストンダンパー

11 弁  　　　　　　類

12 温　　 度  　　計

13 圧　　 力  　　計

復帰方式（・遠隔　・　　　　　）

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１０Ｋ（図示部分））

取付部は図示による。

取付部は図示による。

14 瞬　間　流　量　計 コック付とし、形式及び取付部は図示による。

15 油  面  制  御  装  置 制御盤には（・給油ポンプ制御　・満油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御　・返油ポンプ制御

・減油警報　・　　　　　）の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線

は製造者の標準仕様とする。

１ ダ　　 ク  　　ト ・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）

・厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き（・要　　・不要）

・厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。

設

気

換

●

備

取付位置は図示による。２ 風  量  測  定  口

・浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　・　

自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置は図示による。

空気調和設備の該当項目による。５ チ  ャ  ン  バ  ー

６  耐　  火  　措  　置

４ 排気ダクトのシール

３ ダ  　ン  　パ  　ー 空気調和設備の該当項目による。

１ ダ　　 ク  　　ト

２ 排  煙  口  の  形  式

３  排煙口手動開放装置

（開放及び復帰方式）

・亜鉛鉄板　・　

図示による

・ワイヤー式　　・電気式（遠隔操作　　・不要　・要）　

４ 排  煙  風  量  測  定

○
排
煙
設
備

●

衛

生

器

具

設

備

・有り　　・無し

図示による

１ 中央監視制御装置

２ 中央監視制御装置

３ 電気計装工事の配線

　 の  構  成  ・  機  能

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする。

屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とする。
制備

動設

自御

１ 大  便  器  洗  浄  弁

２  大便器ロータンク

３ 温水洗浄式便座

・バキュームブレーカー　・不凍結装置付　・低圧フラッシュバルブ（　　　　　　　　　　）

・水抜き装置付

・不凍結装置付・感知小便器一体型フラッシュ方式・個別感知フラッシュ方式（・埋込　・露出）

●

給

水

設

備

●

排設

水備

１ 量　　 水  　　器

２ 量　  水  　器  　桝

３ 弁  　　　　　　類

・親メーター（・貸与品　・　　　　）　・子メーター（・買取り　・　　　　）

・水道事業者指定品（・貸与品　・買取り）　・標準図ＭＣ形

ＪＩＳ又はＪＶ　・水道直結部分（・１０Ｋ　・　　　）　・その他の部分（・５Ｋ　・　　　）

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。

屋内　・65Ａ以下は1/50、 75Ａ以上は1/100以上　　屋外　・1/100以上　・　

図示の箇所に取付ける。

桝のコンクリート部は工場製品としてもよい。４ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝、ため桝

３ 満  水  試  験  継  手

１  洗面器等の排水管

４ 引  込  納  付  金  等

５  給　  水  　勾  　配

６ 建物導入部配管

・要（・本工事　・別途工事）　・不要

・不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・標準図　施工４、５（・(a)　・ (b)　・ (c)）による。

（管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の立会いを要する。）

工事しゅん工後３ヶ月、12ヶ月に点検をして、その結果を書面で施設課長あて報告する。

１ しゅん工時提出物

２ 定　  期　  報　  告

ガ

ス

設

備

１ 弁　　　　　　 類

３  電　  子  　納  　品 別添「建築工事における電子納品特記仕様書(試行用)」による。

　（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）

「建築設備定期検査業務基準書平成20年度版」（(財 )日本建築設備昇降機センター）の排煙風量

の検査方法に準ずる。

使用する電線類はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４編表１．５．１　表４．１．１１の使用

電線類の規格による。（機器、盤類は除く）

４ 特別管理産業廃棄物

　 管   理   責   任   者

特別管理産業廃棄物の処理に当たっては、廃棄物処理法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を

選任する。

そ

の

他

●

○

章 項　　　　　目 特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

２．特　記　仕　様

　(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

１ 機  　　材　　　等

　(2)特記事項のうち選択する事項は・印の付いたものを適用し、・印の付いたものは適用しない。

    督職員の承諾を受ける。

 　  る。ただし、製造業者等が記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監

(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用す

 　  証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し

    監督職員の承諾を受ける。

   1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

 　 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

 　 3)安定的な供給が可能であること。

 　 4)法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

 　 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

(2) 別表 -1に示す材料・機材等の製造業者等は次の1)から 6)すべての事項を満たすものとし、この

 　　は、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

 　 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあって

 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも

 のとし、次の1)から 5)を満たすものとする。

なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒ

ドの発散量が極めて少ないものとは、発散量が第３種のものをいい、原則として規制対象外のも

のを使用するものとするが、該当する材料等が無い場合は第３種のものを使用するものとする。

ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しない

か、発散が極めて少ないものとする。

2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない

ものとする。

3)接着剤はフタル酸ジーｎーブチル及びフタル酸ー２ーエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可

塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散

が極めて少ないものとする。

4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて

少ないものとする。

5)上記 1)、 3)、 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器等は、ホルム

アルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ，パーティクルボー

　 建　築　材　料　等

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

③下記表示のあるJAS規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと。

飲料水管系に使用されているペーストシール剤は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている

　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリオス、フェノブカルブ、ダイアジノン

　フタル酸ジーｎーブチル、フタル酸ジー2ーエチルヘキシル

・監督員が指示する構内の場所に敷ならし　　・構内指定場所にたい積　　・構外搬出適切処理

根切中の山留め　・有（　　　　　　　）　・無

工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を

(1)引渡しを要するもの　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作成し提出する。

(2)引渡しを要するもの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(3)特別管理産業廃棄物　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(4)再利用又は再生資源化を図るもの　（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ､木くず ､金属くず､塩ビ管､　　　  ）

・設けない　・設ける

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなどの費用は請負者の負担とする。

・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。　・本工事で負担する。

電気保安技術者を設置する。

・配管(１．２)　・冷凍空気調和機器(１．２)　・熱絶縁(１．２)　　・建築板金(１．２)

資材の保管は必ず屋根をかけ地上30cm以上の架台に乗せる。

標準仕様書第１編１．７．４によるほか、バルブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレ

込み程度）を設ける。大きさは、約　　　　㎡とする。

機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目等を書いた取扱説明板（アクリル樹脂製、文字彫

ス線等で取付ける。

・風量調整　・水量調整　・室内外空気の温湿度測定　・騒音測定

　飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機関とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(1)機器類の能力、容量等は、表示された数値以上とする。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け、取付又は支持を行う。

耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針

　・給水装置・排水装置・換気機器・空調機器・防災設備・監視制御設備・危険物貯蔵装置

　　　　　重要機器とは下記に示すものをいう。

　・火を使用する設備・避難経路上に設置する機器・　　　　　　・　　

　　　　　　２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階

　　　３．上層階の定義は次による。

　　　２．〈　　〉内の数値は水槽類に適用する。

(1)設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量)

(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・ 内部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）　・外部仮設足場等（・　　　種　・　　　　種）

規　制　対　象　外

ホルムアルデヒドの発散量

第　三　種

該　当　す　る　建　築　材　料

使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、

監督職員の承諾を受ける。

（注）１．（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

設　置　場　所

上層階、屋上及び塔屋

中　間　階

地下階、一階

　に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。地域係数は1.0とする。

耐　震　安　全　性　の　分　類

・特定の施設（・甲類　・乙類） ・一般の施設（乙類）

２．０

（２．０）

〈２．０〉

（２．０）

１．５

（１．５）

〈１．５〉

１．０

（１．０）

１．５

〈１．５〉

（２．０）

１．５

〈１．５〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

〈０．６〉

０．４

（０．６）

一般機器 重要機器 一般機器重要機器

〈１．５〉 〈１．０〉 〈１．０〉 〈０．６〉

２ 使用材料発注先調書

４ 化学物質を発散する

５ ペーストシール剤

６ 電気保安技術者

８ 監  督  員  事  務  所

10 足場・さん橋類

11 資  材  の  保  管

12 建　設　発　生　土

14 山  　留  　養  　生

15 発   生   材   処   理

16 文  字  入  名  札  等

17 取  扱  説  明  板

18 総　  合  　調  　整

19 容  量  等  の  表  示

20 耐　  震  　措  　置

標準仕様書によるほか別表-2による。

（別表-2）しゅん工時提出物（○印を付けたものを提出する。作成方法は手引きによる。）

１ 設  計  温  湿  度

２  居  室  騒  音  限  界 下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定およびダクト消音対策を行う。

外　　　気
屋　　　　　　　　　内

一　般　系　統

夏　季

冬　季

温度(DB) 湿度 (RH)

℃

温度 (DB) 湿度 (RH) 温度 (DB) 温度 (DB) 湿度 (RH)

％℃

湿度(RH)

％ ℃

％℃

％ ℃

％℃

％ ℃

％℃

％

室　　　　　　　　名 Ａ　特　性　(ｄＢ ) Ｎ　　Ｃ　　値

３ 煤  煙  濃  度  計

４  ばいじん量測定口

５ 煙　　　　　　 道

６  ダ　　 ク  　　ト

・設ける　　・　

・設ける（測定口は80φとする）　・　

・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法）

取付部は図示による。７ 風  量  測  定  口

８  チ  ャ  ン  バ  ー

備

冷

暖

房

設

備

○

暖

房

設

備

〇

空

気

調

和

設

復帰方式（・遠隔　・　　　　　　　　）

定格入力は、ＤＣ24Ｖ、 0.7Ａ以下とする。

９ 防煙ダ ン  パ  ー

(1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

(2)空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消

　 音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。

 　工する。

(3)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留のないように施

伸縮継手、掃除口及びばい煙量測定口の位置は図示による。　

（別表-1）品質及び性能を有することの証明となる資料を提出する機材等

11　その他監督職員の指示によるもの又は特記によるもの

・（社）公共建築協会による「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる機械設備機材等

・

・

・

・

・

・

・

・その他監督職員の指示によるもの

公共建築工事積算基準の解説(設備工事編)の「執務並行改修」 排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

は埋設標示ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲がりの箇所についても同様とする。

26 管  の  埋  設  表  示 図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分

   非  破  壊  検  査

27 溶　  接  　部  　の

抜取率　　　・標準仕様書による　　・　

区　　　　分

倉庫・書庫

居室・廊下など

屋外露出、多湿箇所

（　　　　　　　）

・カラー亜鉛鉄板　　　　　　・　

・ステンレス鋼板　　　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

区　　　　分 保　　　　温　　　　外　　　　装

倉庫・書庫

屋外露出、多湿箇所 ・ステンレス鋼板　　　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

・アルミガラスクロス　　　　・　

居室・廊下など

機械室

機械室

保　　　　温　　　　外　　　　装

（　　　　　　　）

   消  音  内  貼  り

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ（グランド部を含む）、フランジ、可とう継手及び空

調ダクトのフランジは、建物内外共保温する。なお、保温端部はシーリング処理を行う。

各配管の保温厚で標準仕様書中厚30mm未満の箇所はすべて厚30mm以上とする。ただし、排水管は

除く。

・換気ダクトの保温要（保温厚25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・外気取入れダクトの保温要（保温厚25mm）　　・範囲は図示による　・　

・排気ダクトの保温要（保温厚25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・還りダクトの保温要（保温厚25mm）　　　　　・範囲は図示による　・　

・膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の項による。

・建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・全熱交換器用ダクトの保温要（保温厚25mm）　・範囲は図示による　・　

保温種別は下記による

　ダクト　　　　　　　　　　　・イ（・１号　・２号）　　・ロ

　冷温水、冷水、温水、蒸気管　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

　機器　　　　　　　　　　　　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

　排水管　　　　　　　　　　　・ロ　　　　　　　　　　　・　

・排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記の部分は保温する。

　なお仕様はｄ(ハ )とする。

　（・排水トラップ　・鉛管　・鋼管類　・ビニール管　・ドレーン管　・　　　　　　　　）

・消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項による。

　（・屋内消火管　・水抜きできない管　・スプリンクラー配管　・　　　　　　　　　　　）

・圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・大便器は保温する。

・共同溝の保温種別　（・ピット内に準ずる　・　　　　　　　　　　）

　給水管　　　　　　　　　　　・ハ　　　　　　　　　　　・ロ（凍結防止帯巻部分）　

　給湯管　　　　　　　　　　　・イ　　　　　　　　　　　・ロ

・ダクトの保温外装は下表による。

　 振  動  絶  縁  効  率

検査の種類　・ＲＴ　　・ＰＴ又はＭＴ

下記の金属電線管は塗装を行う。

・屋外露出　　　　　・（　　　　　）の屋内露出

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は塗装を行わない。

振 動  絶  縁  効  率基　　　　　　礎機　　　　　器

空 調  用  ポ  ン  プ  及び

ボイラー給水用ポンプ

遠 　心  　送  　風  　機 ・  標準基礎　　・ 防振基礎

・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 標準基礎　　・ 防振基礎

・ 80％以上　・　

・ 80％以上　・　

・ 　％以上　・　

小形給水ポンプユニット

揚 水  用  ポ  ン  プ  及び

・別図による。

・倉庫　　　　・　

・配管の保温外装は下表による。（配管には、冷媒管は除く。）

28 塗  　　　　　　装

29 機器の基礎 及び

30 電　　　線　　　類

31  は　　  つ  　　り

32 保　  温  　及  　び

・ステンレス鋼板　　　　　　・保温化粧ケース

保　　　　温　　　　外　　　　装区　　　　分

屋　内　露　出

屋　外　露　出

(2)新設配管は、既設配管の接続前に試験を行う。

・各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策を行う。（　　　　　　　　　　　　　　）

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、

弁類）は防凍保温を行い、厚さは管径25mm以下のものは50mm、管径 32mm以上のものは40mmとする。

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、温水管、ドレーン管、消火管、排水管、

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

弁類）は電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温厚は３２に準じる。

保険等の各種措置については、別添「特記仕様書(共通事項)」による。

　（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）

(1)各種配管の試験は、新設配管に適用する。

・冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケースの材質は図示による。

33  防　  凍  　保  　温

34  試   　　　 　験

35　他工事との取合い

36　そ　　の　　他

検査対象　　・配管　　　・煙道　　　・　　　　　　・　

かって下り勾配とする。

給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向

吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする

する。また、コンクリート土間下配管は、鋼棒等により沈下防止措置をする。

コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管については、プラスチックテープを1/2重ね１回巻きと

22 吊　　 金  　　物

23 配　  管  　勾  　配

24 管　  の　  保　  護

土中埋設管（排水含む）は、管の上下をサンドクッション厚100mmで保護する。

給水管、消火管の埋設深さは　　　　　mmとする。又、ガス管の埋設深さは　　　　　mmとする。

25 管　  の  　埋  　設

21 あと施工アンカー

・施工士の適用（第１種、第２種）あと施工アンカー施工士による。

確認試験は、 ・性能確認試験(　　本）・施工後確認試験(　　本)を確認強度  　 kNにて行う。

※(社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格
※

・保温化粧ケース

・　　　　　　　　　　　　　・　

２　完成図（原図・製本・CADデータ）

３　設計図（原図・CADデータ）

・飲料水の水質の測定（・水質基準検査11項目 (一般細菌､大腸菌､硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素､

亜硝酸態窒素、塩化物ｲｵﾝ､有機物等(TOC)､pH､味 ､臭気 ､色度 ､濁度）　・トルエン）

２０１４年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

・根切中の良質土（ただし管の周囲は山砂又は川砂）　・山砂の類

改修工事標準仕様書第２編第５章による。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編１．５．１、表４．１．１１による。

標準仕様書第２編によるほか下記による。

温風乾燥機能（・有　・無）　擬音装置（・有　・無）　リモコン（・有　・無）

４ 小  便  器  洗  浄  弁

・取付箇所（・大便器　・小便器　・　　　　）材質（・陶器製　・　　　　）

・設ける（ピット内は除く）　　・設けない

・止水栓付　

１ シ　  ス  　テ  　ム

２ 機  器  の  寸  法 概略寸法とする

・ドライシステム　　・　

・標準図　施工72による　　本組。

・標準図　施工73（・ (a)　・ (b)）による

・改修工事標準仕様書第１編2.2.1によるほか下記による。

５ 水　　　　　　 栓

６  洗　  　面 　　器

７ 標　　 記  　　板

８ 大便器耐火カバー

加熱方式（・貯湯式　・瞬間式）　

・ 節水固定コマ（ ・ 寒冷地対応形　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）

方　法　及　び　種　別 設　　　　　　備　　　　　　概　　　　　　要

空　　　調　　　方　　　式

冷　　暖　　房　　方　　式

暖　　　房　　　方　　　式

換　　　気　　　方　　　式

給　　　水　　　方　　　式

排　　　水　　　方　　　式

消　火　設　備　の　種　別

ガ　　ス　　の　　種　　別

・ ・ ・

・ ・ ・

・温風暖房 ・温水暖房 ・ＦＦ暖房

・

・

・局所換気 ・ ・ ・

・水道直結式　　　・加圧式　　　　　・高置タンク式（・上水　・井水）

・建物内汚水、雑排水（・分流　・合流）

・建物外汚水、雑排水（・分流　・合流）

・屋内消火栓設備 ・消火器 ・ ・

４．設　備　概　要（○印を付けたものを適用する）

・液化石油ガス（発熱量 100,000 KJ/Nm ）

・都市ガス（発熱量　　　　　 　 KJ/Nm、供給事業者名：上田ガス㈱　　）
3

3

放流先　　　　・公共下水　　　・　

浄化槽　（・合併　・単独　）

参考図書

　 版）」（以下、「標準図」という。）による。

(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し、下記の

　 工事仕様は適用しない。

１．共　通　仕　様

(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（機械設備

　　　　　　対　象　部　分：

主任担当技術者 担当技術者

構造担当

積算担当

電気設備担当

機械設備担当

設計事務所名 管理技術者

Ⅲ．工　事　仕　様

Ⅱ．管　理　技　術　者　等　

上田市

県営住宅 改修

●一式 ○一式

○一式

７ 技  能  士  の  適  用

９  工事用電力･用水等

合成樹脂製カバ－

・別途（・50kg　・　　　　）

RC　

○一式

全て

●　給　　 湯　　設 　　備

○

〇

●
　
　
　

○一式

空冷ヒ－トポンプエアコン

外壁より1ｍまで

●

・合成樹脂カバ－2

意匠担当

〇

1 10.0

３  施工条件明示項目

○一式

●一式

H=1500以上

○一式

●一式

●一式

○一式

○一式

●一式

46,050

２  排　  水  　勾  　配

●一式

県営住宅

㈲関建築とまち研究室

たくしん電気設備設計 阿部　一登

片岡設計事務所　　　 片岡  明

13 埋め戻し土・盛土

　 工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（

　 最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新

●長野県建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）（最新版）長野県建設部施設課監修

日付部 長 課　長 調整幹 課長代理 係　長 係　員 担　当 SPACE CREATION

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室長野 県 住宅 供給 公社 SEKI SPACE CREATION SEKI

名称 図名

CHECK DRAW

機械設備工事　特記仕様書
縮尺 A1:-

A3:-

図番 01M-

５．指　定　部　分　　・無　　　　　　・有　（指定部分しゅん工期限　令和　 　年　　 月　　 日）

令和８年度 県営住宅（上田)

3・4

令和8年度　県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事



凡例

記号 名称 仕様

給水管

仕切弁

ガス管 上田ガス㈱による責任施工

水道直結部　ＪＩＳ１０Ｋ　・　その他　ＪＩＳ５Ｋ　管端防食

G

雑排水管

給湯管 水道用耐熱性硬質塩化ビニル鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ

水道用硬質塩化ビニル内面被覆鋼管　　　　　ＳＧＰ－ＶＡ　　　　

名称
設置場所

仕　　様
台数

電動機

電圧容量
台　数 起　動

極数相
備考記号 型式

種類階 室名

機器表

洗面所ＷＨＧ-１ 追炊付ガス給湯器
屋内壁掛　ＦＦ方式

上方給排気タイプ

２０号　　ガス消費量（同時：４６.６ＫＷ　給湯：３６.７ＫＷ　おいだき：１１.２ＫＷ）　

ガス種類：１３Ａ
オ－トタイプ

HEATER.etc 150W 1 1 100

１００φ給排気延長管（２本管）：４ｍ　給排気筒トップ

建設省告示第1388号対応の
設置方法をとる

高効率タイプ（潜熱回収型）
（給湯・追炊回路）

台
所

Ａ社

合

計

参考型番
付属品

器具名

衛生器具表

シングルレバ－混合水栓

洗
面
脱
衣室名

ＳＦ-ＷＭ４３５ＳＹ １１ＴＫＳ０５３１５Ｊ

１

Ｂ社

１シングルレバ－混合水栓

Ｃ社

１９２-３３２ スパウト：７９５-４８-０８０

ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ＶＰ塩化ビニル管

１

長 野県 住宅 供給 公社 SEKI
SPACE CREATION

名称日付

SPACE CREATION SEKI

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
担　当係　員 係　長課長代理調整幹課　長部 長 図名

DRAWCHECK

縮尺

図番 M-02

凡例・機器表・衛生器具表
A1:-
A3:-令和8年度 県営住宅（上田)

台所リモコン・浴室リモコン　　リモコンケ－ブル１０ｍ×２　浴槽循環金具　おいだき樹脂配管セット（１０φ×２）　　

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事
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浴室

トイレ トイレ

20

G

ＷＨＧ

１

給排気筒 FL

FL

20.20

給湯器廻り参考図　S＝1/30

20

GV20

GV15

追炊き配管

FJ20×4

洗濯機パン

FJ15×4

G

断熱材付モールダクト

改修前　平面詳細図　S=1:50

GM

炊飯器用ガス栓残置

湯沸器用ガス栓撤去プラグ止め

コンロ用ガス栓残置

バランス釜用ガス栓撤去

G

2020

20

・太線の給水管・雑排水管・ガス管を撤去

工事内容

・単水栓・ガス栓を撤去

給水栓撤去

給水栓撤去

20

20 20

75
50

50
給水栓撤去

改修後　平面詳細図（衛生）　S=1:50

洗面所給水管・給湯管・ガス管：屋内露出配管

GM

ＷＨＧ

１

2525

既存ガス管に接続

・太線の給水管・雑排水管・給湯管・ガス管は新設

・流し台・洗面化粧台に混合水栓を設置

工事内容

・ガス給湯器を新設して洗面化粧台、浴室、台所に給湯配管を行う

ドレン25（洗濯機パンへ）

ペアチュ－ブ（給湯器付属品）

既存給水管に接続
既存スリ－ブ利用 壁コア抜き

シングルレバ－混合水栓に交換
単水栓を撤去後

単水栓を撤去後
シングルレバ－混合水栓に交換

・既存の壁及びスラブ等のコア抜きは鉄筋探査（簡易探査）にてその位置を確定後施工すること

留意事項

既存給水管に接続

改修後　平面詳細図（換気）　S=1:25改修前　平面詳細図（換気）　S=1:25

屋内露出配管

壁コア抜き

GV20.GC20.FJ20×300L ×4

ガス配管：PS内ガスメ－タ－より新設

ハッチング部配管工事に伴う
天井ジプトーン撤去・復旧

13A
13A

13A
G G

G

G

13A

13A
16A

16A

VP100 VP100

壁コア抜き

既存排水管に接続

排気管断熱工事：RW25t

トイレ換気配管切り回し

ＶＰ150

パイプ用ファン：建築工事
パイプフ－ド150φ：本工事

給気管保温工事：GW25t

既存貫通孔拡張

既存天井内浴室排水管切り回し

SPACE CREATION 日付 名称 縮尺

図番
M-

DRAWCHECK

図名

SEKI
令和8年度 県営住宅（上田)

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事
長野 県 住宅 供給 公社

A1:1/25 1/50
A3:1/50 1/100衛生・換気設備　平面図（162ﾀｲﾌﾟ）

03SPACE CREATION SEKI

関 建 築 ＋ ま ち 研 究 室
担　当係　員 係　長課長代理調整幹課　長部 長



令和8年度 県営住宅（上田）

長野県住宅供給公社

参考数量

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内訳明細書

　



1. 工 事 名 令和8年度 県営住宅（上田）

緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

2. 工 事 場 所 上田市緑が丘

3. 工 事 概 要 ①ユニットバスの設置（梁・柱型の加工部材共）

②ｶﾞｽ給湯器による３箇所給湯化（浴室、洗面、台所）

③手すり設置（玄関、便所、浴室入口、浴室内部）

④非常ブザー付きインターホン設置

⑤便所コンセントの設置

⑥その他附帯工事

円

円

円

消 費 税

総 計

RC造3・4階建：M1棟22戸のうち18戸の改修工事を行う。
　　　　　　（うち空き家：3 戸）

金 額

　



令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

総 括 表

Ⅰ 浴室改修工事

(162タイプ) 18戸

A 建築工事 1.0 式

B 電気設備工事 1.0 式

C 機械設備工事 1.0 式

Ⅰ 計 直接工事費計

うち材料費

うち労務費

Ⅱ 共通費

A 共通仮設費 1.0 式

B 現場管理費 1.0 式

うち建退共制度の掛金 1.0 式

うち法定福利費事業主負担額 1.0 式

うち安全衛生経費 1.0 式

C 一般管理費 1.0 式

Ⅱ 計

工 事 価 格

Ⅲ 消費税等相当額 1.0 式

工 事 費

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 1



令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 浴室改修工事

(162タイプ一般住戸) 18戸

A 建築工事

-1 直接仮設工事

① 【１階】
(改修対象住戸の下階になる対象住戸
も含む）

養生(内部改修) 個別改修 27.6 ㎡

整理清掃後片付け 27.6 ㎡

１戸当り　　計

A-1①計 12 戸

② 【３階】

外部足場 手すり先行方式枠組本足場 22.0 ㎡

垂直養生
メッシュシート程度高さ10ｍ未
満存置１か月3F 11.0 ㎡

養生(内部改修) 個別改修 27.6 ㎡

整理清掃後片付け 27.6 ㎡

１戸当り　　計

A-1②計 3 戸

③ 【４階】

外部足場 手すり先行方式枠組本足場 31.5 ㎡

垂直養生
メッシュシート程度高さ10ｍ未
満存置１か月4F 15.8 ㎡

養生(内部改修) 個別改修 27.6 ㎡

整理清掃後片付け 27.6 ㎡

１戸当り　　計

A-1③計 3 戸

A-1①②③計

-2 防水工事

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)10×10 3.4 ｍ

１戸当り　　計

A-2 計 18戸 戸

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 2



令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-3 木工事

胴縁組 開口閉塞部 0.4 ㎡

開口枠
180×25スプルース程度材工
共 4.3 ｍ

　〃 樹脂製　材工共 0.7 ｍ

１戸当り　　計

A-3 計 18 戸

-4 内装工事

壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK厚6鋼製､
木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地下地張り-- 0.4 ㎡

合板張り
ﾗﾜﾝ合板(1類)完全耐水ﾍﾞﾆﾔ
t=12 0.4 ㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り一般集積共 0.4 ㎡

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱
材 JISA95213種bAｽｷﾝ層付厚50 0.4 ㎡

１戸当り　　計

A-4 計 18 戸

-5 塗装工事

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以
下)(H31年仕様) 木部工程B種素地B種 4.3 ｍ

１戸当り　　計

A-5 計 18 戸

-6 ユニット工事

ユニットバス
特寸折戸、浴槽、鏡、混合水栓、シャワー、照
明、手摺、天井点検口、壁付 1.0 台

手摺 樹脂製Ｉ型φ32L=600 2.0 か所

    〃 樹脂製Ｌ型φ32600×600 1.0 か所

１戸当り　　計

A-6 計 18 戸

-7 撤去工事

アルミ建具撤去
片開きドアH1800×W700枠共
ガラス共 1.0 か所

    〃
内倒し窓H600×W400枠共ガラ
ス共 1.0 か所

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 3



令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

浴槽撤去
ステンレス製W800×D700×
H650 1.0 か所

バランス釜撤去 8.5号程度 1.0 か所

湯沸器取付金具撤去 既製品金属製 1.0 か所

流し台前ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ撤去 1.0 か所

天井仕上撤去 バスリブ 2.2 ㎡

天井下地撤去 LGS 2.2 ㎡

撤去材集積費 1.0 式

撤去材運搬費 1.0 式

撤去材処分費 1.0 式

１戸当り　　計

A-7 計 18 戸

A 計

B 電気設備工事

-1 コンセント分岐工事

既設分電盤改修 MCCB1P30/20AT×1増設 1.0 か所

ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)
連用形2P15A×2(接地極×2接
地端子×1付一体形)125V 2.0 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 1P15A×1ﾈｰﾑ付PL×1 1.0 個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁
電線(EM-IE) 1.6㎜ 7.0 ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ平形EM-EEF 1.6㎜-2C木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 2.0 ｍ

    〃 1.6㎜-3C管内 2.0 ｍ

    〃 1.6㎜-3C木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 1.0 ｍ

    〃 2.0㎜-3Cころがし 7.0 ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型25.4㎜×11.5㎜ 2.0 ｍ

1種金属線ぴ(MM1)附属品 A型 1.0 式

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶ
ﾊﾞｰ付) 中四角浅型D44 2.0 個

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 新金1ヶ用 2.0 枚

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰに
よる配管用貫通口) 150mm32mm 1.0 か所

鉄筋探査 1.0 か所

給湯器ﾘﾓｺﾝ取付費 2.0 個

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 4



令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

給湯器ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ取付費 AE0.9-3C管内相当 8.0 ｍ

    〃 AE0.9-3Cｽﾃｰﾌﾟﾙ相当 3.0 ｍ

１戸当り　　計

B-1 計 18 戸

-2 誘導支援設備工事

ｾｷｭﾘﾃｨｰﾄﾞｱﾎﾝ 1.0 個

玄関子機 1.0 個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線
(EM-IE) 1.6㎜ 2.0 ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9㎜-3C管内 5.0 ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型25.4㎜×11.5㎜ 1.0 ｍ

1種金属線ぴ(MM1)附属品 A型 1.0 式

腰高ﾌﾟﾚｰﾄ 1ヶ用 1.0 個

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 新金1ヶ用 1.0 枚

１戸当り　　計

B-2 計 18 戸

-3 撤去工事

600V絶縁電線撤去 1.6㎜×1本再使用しない 23.0 ｍ

白熱灯器具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ再使用しない 1.0 個

埋込ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ共） 連用形2P15A×2125V 1.0 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)
撤去 1P15A×1ﾈｰﾑ無--再利用しない 1.0 個

玄関ﾁｬｲﾑ撤去 再利用しない 1.0 個

玄関押しﾎﾞﾀﾝ撤去 再利用しない 1.0 個

運搬費 1.0 式

発生材処理費    安定型混合廃棄物 0.1 ｍ3

１戸当り　　計

B-3 計 18 戸

B 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 5



令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

C 機械設備工事

-1 衛生器具設備

シングルレバー混合水栓 台所 1.0 個

    〃 洗面 1.0 個

１戸当り　　計

C-1 計 18 戸

-2 給水設備

給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
(SGP-VA) ねじ接合屋内専用配管20A 1.5 ｍ

仕切弁(管端防食ｺｱ) 5K(ねじ･給水用)20A 2.0 個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形20A 1.0 個

    〃 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形15A 1.0 個

給水･消火管保温
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ
20A 2.0 ｍ

    〃
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ屋内露出・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ
20A 2.0 ｍ

ポリブデン管 保温付13A 8.0 ｍ

    〃 保温付16A 3.0 ｍ

ポリブデン管継手類 13A　16A 1.0 式

モールダクト 断熱材付　RM-20M 2.0 ｍ

モールダクト付属品 継手カバー、化粧カバー 1.0 式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ
による配管用貫通口) 100～150㎜100㎜ 1.0 か所

鉄筋探査  1.0 か所

既存管接続工事 1.0 式

１戸当り　　計

C-2 計 18 戸

-3 給湯設備

追炊付ガス給湯器
20号FF式屋内壁掛型ガスふろ
給湯器 1.0 台

給湯･耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ鋼管(SGP-HVA) ねじ接合屋内専用配管20A 1.5 ｍ

    〃 ねじ接合屋内専用配管15A 2.5 ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形20A 3.0 個

    〃 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形15A 3.0 個
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令和8年度 県営住宅（上田）緑が丘団地M1棟バスリフォーム工事

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

給湯管保温
ﾛｯｸｳｰﾙ屋内露出・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ
20A 2.0 ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ
による配管用貫通口) 100～150㎜100㎜ 2.0 か所

    〃 100～180㎜210㎜ 4.0 か所

鉄筋探査  6.0 か所

仕切弁(管端防食ｺｱ) 5K(ねじ･給湯水抜用)20A 1.0 個

追炊き管用払いバルブ 15A 2.0 個

追炊き用ペアチューブ 保温付 3.0 ｍ

ポリブデン管 保温付13A 15.0 ｍ

    〃 保温付16A 3.0 ｍ

ポリブデン管継手類 13A　16A 1.0 式

モールダクト 断熱材付　RM-20M 2.0 ｍ

    〃 断熱材付　RM-25M 1.5 ｍ

モールダクト付属品 継手カバー、化粧カバー 1.0 式

ガス給湯器ドレン管
継ぎ手類・支持金物含む
（室内側PVC-16部分含む） 1.0 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ屋内露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板
100㎜保温厚50 1.0 ｍ

    〃
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ100㎜保温厚25 2.8 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(40K)
ﾛｯｸｳｰﾙ屋内露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板
100㎜保温厚50 1.0 ｍ

    〃
ﾛｯｸｳｰﾙ屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内ｱ
ﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ100㎜保温厚25 2.8 ｍ

１戸当り　　計

C-3 計 18 戸

-4 排水設備

排水･硬質ﾎﾟﾘ    塩化ﾋﾞﾆﾙ
管(VP) 屋内専用配管  50A 2.0 ｍ

既存管接続工事 1.0 式

１戸当り　　計

C-4 計 18 戸

-5 ガス設備

フレキ配管基本工事 1.0 式

撤去基本工事 1.0 式

撤去（非埋設分） 10.0 ｍ
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№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

白ガス管 25A 1.0 ｍ

フレキ管 20A 7.0 ｍ

    〃 25A 8.0 ｍ

フレキUねじガス栓 20A 1.0 個

フレキ分岐チーズ 1.0 個

フレキ末端キャップ 1.0 個

検圧プラグ 1.0 個

絶縁ソケット 20A 1.0 個

既設解体撤去処分 1.0 か所

ケイカル板加工復旧 1.0 か所

点検口取付 □450　補強工事とも 1.0 か所

塗装復旧 1.0 か所

ジプトーン点検口取付 1.0 か所

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤 去・復旧 天井　配管工事部分 1.0 式

１戸当り　　計

C-5 計 18 戸

-6 換気設備

換気･硬質ﾎﾟﾘ    塩化ﾋﾞﾆﾙ
管(VP)

単管路型(継手別途) 屋内配管
150A 1.0 ｍ

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ       取付費 150mm 1.0 個

ベントキャップ 150mm　フード付 1.0 個

既設トイレ排気管移設 1.0 ヶ所

１戸当り　　計

C-6 計 18 戸

-7 撤去工事

瞬間湯沸し器撤去 5号再使用しない 1.0 台

給水栓撤去 3.0 個

ガス栓撤去 2.0 個

鋼管積込運搬処分 20A 7.0 ｍ

塩化ビニル管積込運搬処
分 50A 2.0 ｍ
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№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

１戸当り　　計

18 戸

瞬間湯沸し器撤去控除 3.0 台

C-7 計

C 計

Ⅱ 共通費

A 共通仮設費

準備費 敷地整理、その他の準備に要する費用 1.0 式

仮設建物費 仮設トイレ等 1.0 式

工事施設費 場内通信設備等の工事用施設に要する費用 1.0 式

環境安全費
安全標識、隣接物等の養生及び補修復旧に
要する費用 1.0 式

動力用水光熱費
工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費
用並びに工事用電気・水道料金等 1.0 式

整理清掃費
屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴
う屋外発生材処分等に要する費用 1.0 式

機械器具費 測量機器、雑機械器具に要する費用 1.0 式

その他
試験費、提出物等の上記に含まれない項目
に要する費用 1.0 式

率仮設費　計

（積上げ仮設費）

18戸のうち入居住戸15戸

風呂使用(入居者用)
工事中、入居者世帯数×1日程度
の空家風呂使用（水道光熱費） 1.0 式

小運搬割増費 資材・撤去材場内小運搬人力 1.0 式

１戸当り　　計

          　　計 15 戸

Ⅱ 計
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現 場 説 明 書 

 

長野県住宅供給公社 

１ 総則 

⑴ 本現場説明書は、「公共住宅建設工事共通仕様書」及び「公共建築工事標準仕様書」に定める

施工条件に関する特記事項として適用すること。 

⑵ 本工事は、別冊設計図書、特記仕様書、現場説明書、質問回答書及び監督員の指示に基づき施

工すること。 

⑶ 設計図書に明示されていない事項であっても、工事完成に必要な軽微な事項については、受注

者の責任において施工すること。 

⑷ 受注者は、関係法令、条例及び関係機関の指導等を遵守し、適正に施工すること。 

 

２ 工程関係 

⑴ 施工時間 

ア 作業時間は、原則として午前８時から午後５時までとすること。 

イ 早朝、夜間及び休日に騒音・振動を伴う作業を行わないこと。ただし、工程上やむを得ず実

施する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けること。 

ウ 資材搬入、搬出及び工事車両の出入りについては、周辺交通、居住者、施設利用者等に配慮

した時間帯とすること。 

⑵ 多様な働き方 

ア 本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休２日を前提として工期を設定してい

る。受注者は、施工条件等を踏まえ、以下の（ア）～（ウ）のいずれかを満たすよう努めること。ただ

し、（ア）～（ウ）によることが困難な場合は、施工期間、施工時間等について監督員と協議すること。 

（ア） 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日とし週ごとに２

日以上の現場閉所を行うこと。 

（イ） 対象期間の全ての月ごとに現場閉所率 28.5％（８日／28日）以上となるよう努めること。 

（ウ） 対象期間全体において現場閉所率 28.5％以上となるよう努めること。 

イ 共通事項は次によること。 

（ア）  「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、年末年始休暇、

夏季休暇、工場製作期間、工事一時中止期間その他発注者が対象外と認めた期間は含まない。 

（イ）  「現場閉所」とは、巡回パトロール等現場管理上必要な作業を除き、現場事務所作業を含

めて終日現場作業を行わない状態をいう。 

（ウ） 降雨、降雪、猛暑等により終日現場作業を実施できない場合についても、現場閉所として

取り扱うことができる。 

ウ 受注者は、工事着手前に現場閉所予定日を記載した実施工程表を監督員に提出し、承諾を受

けること。 

エ 工程変更が生じた場合は、その都度修正工程表を監督員に提出し、承諾を受けること。 

⑶ 関連工事 

ア 本工事に関連する別途発注工事及び近接工事がある場合は、受注者間で工程調整を行い、円
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滑な施工に努めること。 

 

３ 安全対策及び近隣対応関係 

⑴ 安全管理 

ア 受注者は、工事期間中、工事災害、公害及び事故防止に努めるとともに、下請業者を含め安

全管理を徹底すること。 

イ 現場内外の安全対策については、関係法令に基づき適切に実施すること。 

⑵ 近隣対応 

ア 受注者は、居住者、施設利用者及び近隣住民に対し、工事内容、施工期間、騒音作業予定等

について必要な周知を行い、理解と協力を得るよう努めること。 

イ 居住中又は施設運営中の施工がある場合には、原則として関係者の立会いのもとに実施し、

居住者、施設利用者等の安全及び生活環境に十分配慮すること。 

ウ 執務並行又は居住並行による施工となる場合は、作業時間、騒音作業日、搬入動線、養生範

囲等について、監督員と協議すること。 

エ 工事に伴う騒音、振動、粉じん、臭気、資材片飛散等による被害を防止するため、必要な措

置を講じること。 

オ 工事用車両については、道路関係法令を遵守し、周辺交通及び歩行者の安全確保に努めるこ

と。 

カ 工事に伴う苦情、事故又は紛争が発生した場合は、速やかに監督員へ報告し、受注者の責任

において適切に対応すること。 

⑶ 交通誘導及び安全施設 

ア 工事内容に応じ、必要な交通誘導警備員、保安施設、養生等を設置すること。 

イ 交通誘導業務を委託する場合は、警備業法に基づく認定業者とすること。 

⑷ 近隣家屋調査 

ア 監督員が必要と認めた場合は、着工前に近隣家屋等の現況調査を行い、写真その他記録を提

出すること。 

 

４ 仮設及び工事用設備関係 

⑴ 仮設物 

ア 受注者は、工事内容に応じ必要な仮囲い、仮設間仕切り、その他仮設物を設置し、適切に維

持管理を行うこと。 

イ 仮設物の仕様、設置位置及び設置期間については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を受

けること。また、指定仮設がある場合にはその指示に従うこと。 

ウ 共用部分の使用制限、エレベーター、駐車場の使用等については、施設管理者等と調整を行

うこと。 

⑵ 工事用電力等 

ア 工事用電力、用水、通信設備等については、受注者の負担により関係機関と協議のうえ使用

すること。 

イ 分離発注工事がある場合は、建築主体工事受注者が関係受注者間の調整を行うこと。 

⑶ 監督員事務所等 
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ア 監督員事務所を設置する場合は、規模、備品及び設置場所について監督員と協議すること。 

イ 必要に応じ、監督員、居住者及び施設利用者用駐車場を確保すること。 

⑷ 工事用道路 

ア 工事用道路は、道路管理者等と協議のうえ使用すること。 

イ 工事用道路の維持管理は受注者の責任において行い、損傷等が生じた場合は速やかに復旧

すること。 

 

５ 施工関係 

⑴ 施工計画書 

ア 受注者は、工事着手前に施工計画書を提出し、監督員の承諾を受けること。 

イ 施工計画書には、工程、安全管理、仮設計画、施工方法、品質管理、建設副産物処理計画等

を記載すること。 

⑵ 品質管理 

ア 受注者は、自主検査を実施し、必要に応じ監督員の立会検査を受けること。 

イ 配筋、躯体、防水、隠蔽部、その他重要工程等については、監督員の確認を受けた後、次工

程へ進むこと。 

ウ 施工図、試作品、モックアップ等について監督員の指示がある場合は、これを作成し、監督

員の承諾を受けること。 

エ 解体撤去を行う工事において、設計図書に示されていない隠蔽部の不具合、アスベスト等が

確認された場合は、速やかに監督員へ報告し、協議すること。 

 

６ 建設副産物関係 

⑴ 建設副産物の処理については、関係法令及び「建設副産物適正処理推進要綱」等を遵守するこ

と。 

⑵ 施工計画書、実施報告書等について、監督員の指示により提出すること。なお、産業廃棄物、

特別管理産業廃棄物の処理を委託した場合は、これを証する資料（マニフェストＡ票、Ｂ２票、

Ｄ票及びＥ票）を常備・保管すること。 

⑶ 再生資源利用促進計画等の作成対象工事にあっては、必要書類を提出し、適切に実施すること。 

 

７ 保険関係 

⑴ 受注者は、建設工事請負契約書第 56 条の規定に基づき、工事目的物、工事材料（支給材料を

含む。）及び仮設物等について、火災保険、建設工事保険その他必要な保険に加入すること。 

⑵ 受注者は、工事期間中における労働災害及び第三者への損害等に備え、法定外労災補償保険そ

の他必要に応じた保険に加入すること。 

⑶ 保険期間は、原則として契約日から引渡し完了日までとし、保険金額は請負金額以上を基本と

する。なお、請負契約金額の変更があった場合は、速やかに変更手続きを行うものとする。 

⑷ 受注者は、保険契約を締結したときは、保険証券又はこれに代わるものの写しを速やかに監督

員へ提出すること。なお、年間契約等により包括的に加入している建設工事保険については、当

該工事が保険対象であることを証する保険付保証明書その他これに類する書類を提出すること。 
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８ 情報共有・業務効率化 

⑴ 受発注者は、円滑かつ効率的な工事執行に努め、適切な工程管理及び情報共有を行うこと。 

⑵ 協議、提出書類等については、速やかな対応に努めること。 

 

９ 工事写真 

⑴ 工事写真は、工事着手前、施工中、完成時及び監督員が必要と認める箇所について撮影するこ

と。 

⑵ 隠蔽部分その他後日確認が困難となる箇所については、重点的に撮影すること。 

⑶ 工事写真は、工事名、撮影内容、撮影日等を整理のうえ提出すること。 

 

10 その他 

⑴ 設計図書に関する疑義が生じた場合は、監督員と協議すること。 

⑵ 本現場説明書に定めのない事項については、「公共住宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事

標準仕様書」、関係法令等によること。 

⑶ 工事に係る手続きについて必要な協力を行うこと。 

⑷ 工事表示板その他法令等に基づく掲示物を設置すること。 

⑸ 電子データは、施工図、完成図、完成写真その他監督員が指示する資料をＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ

－Ｒに保存し、２部（事業主体用１部、公社用１部）提出すること。なお、媒体のラベル面には、

工事名、契約工期、受注者名及びウイルスチェックに関する情報を記載すること。 

 

11 特記事項 

⑴ 特記事項は、以下のとおりとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


